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原子炉等規制法

再処理規則

本件再処理 工場

本件再処理施設

再処理事業所

本件指 定 申請

略 語 例

核原料物質 、核燃料物質及 び原子炉 の規制 に関

す る法律 (昭 和 32年 法律 第 166号 )

使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (昭 和

46年総理府令第 10号 )

被告の有する青森県上北郡六ヶ所村所在の再処

理工場

本件 再処理 工場 に係 る原子 炉等規制法 で定 め る

再処理施設

本件 再処理施設 を設置す る被 告 の事 業所 (本 件

指 定 申請 を した 当時の名称 は六 ヶ所事業所 で あ

り、平成 4年 7月 1日 に六 ヶ所再処理・廃棄物事

業所 と、平成 6年 7月 1日 に再処理事業所 と、名

称 を順次変更 した。)

日本原燃 サー ビス株式会社 (当 時 )が 平成元年 3

月 30日 付 けで 内閣総理大 臣に対 して行 つた再

処理事業所 にお ける再処理 の事業 の指定の 申請
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本件指定

本件 事業変 更許 可 申

請

本件 事業変更許 可

耐震設計審査指針

(十日引旨金十)

再処理施設安全審査

指針

新耐震設計審査指針 平成 18年 9月 19日 に改訂 された耐震設計審

査指針

被 告 が平成 4年 12月 24日 付 けで本件指 定 申

請 に姑 し内閣総理大 臣か ら受 けた再処理 事業所

にお ける再処理 の事業 の指 定

被告が平成 26年 1月 7日 付けで原子力規制委

員会に対 して行つた再処理事業所における再処

理の事業の変更許可の申請

被告 が令 和 2年 7月 29日 付 けで本件事業変 更

許 可 申請 に対 し原子力規制 委員 会 か ら受 けた再

処理事業所 にお ける再処理 の事業 の変更許 可

発 電 用 原 子 炉 施 設 に 関す る耐 震 設 計 審 査 指 針

(昭 和 56年 7月 20日 原 子 力 安 全 委 員 会 決

定 )

再処理施設安全審査指針 (昭和 61年 2月 20

日原子力安全委員会決定 )

再処理事業指 定基準

規則

再処理施設 の位 置 、構 造及 び設備 の基準 に関す

る規則 (平成 25年 原 子力規 制委員 会規則 第 2

7号 )
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再処理事業指定基準

規則の解釈

福 島第一原子力発電

所事故

本件敷地 木件再処理 工場 の敷地

東北地方太平洋沖地 平成 23年 (2011年 )東 北地方太平洋沖地震

震

再処理施設 の位 置 、構 造及 び設備 の基準 に関す

る規則 の解 釈 (平成 25年 11月 27日 原子力

規制委員会決 定 )

東 北地方太 平洋沖地震 に伴 う津波 に起 因 して生

じた東京電力株式会社 (当 時 )福 島第一原子力発

電所 にお け る事故

新潟 県 中越沖地震   平成 19年 (2007年 )新 潟 県 中越 沖地震

線量告示 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関す

る規則等の規定に基づ く線量限度等を定める告

示 (平成 27年 8月 31日 原子力規制委員会告

示第 8号 )

工認審査ガイ ド 耐震設計に係 る工認審査ガイ ド (平成 25年 6

月 19日 原子力規制委員会決定 )
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原告 らは、その令和 7年 (2025年 )9月 3日 付け準備書面 25(以 下 「原告

ら準備書面 25」 とい う。)において、本件再処理工場では、地震により、臨界事故、

冷却機能の喪失による蒸発乾回、放射線分解により発生する水素による爆発、有機

溶媒 (注 1)等による火災又は爆発等の重大事故 (注 2)が同時に発生 し、放射性

物質が環境中に多量に放出され、広範囲の人々の人格権を侵害する具体的危険があ

るところ、一般に地震の発生を予知することはできない上、本件再処理工場では耐

震補強工事ができないから、基準地震動 (注 3)700Gal(注 4)に相当する

地震動が発生した場合でも重大事故が発生する危険性が高い旨を主張する。

しかしながら、被告はヽ本件再処理工場において、耐震重要施設 (注 5)につい

て、基準地震動 Ssに よる地震力 (注 6)に対 してその安全機能 (注 7)が損なわ

れないよう耐震設計 (評価)を している。加えて、被告は、基準地震動を超える地

震動の地震等の条件の下において重大事故の発生を仮定し、重大事故に至るおそれ

がある事故 (運転時の異常な過渡変化 (注 8)及び設計基準事故 (注 9)を除く。

以下、重大事故 と併せて「重大事故等」と総称する。)が発生 した場合において、重

大事故の発生を防止 し、重大事故が発生 した場合において、その拡大を防止すると

ともに、その影響を緩和 して本件再処理工場外への放射性物質の異常な水準の放出

を防止するために必要な措置を講 じ、それ らが重大事故等に対 して有効に機能する

ことを確認 (こ の確認を、以下「有効性評価」とい う。)している (こ の有効性評価

により確認 されている安全対策を、以下「重大事故等対策」とい う。)。 したがって、

本件再処理工場において、基準地震動に相当する地震動が発生 した場合に耐震重要

施設がその安全機能を喪失 して重大事故が発生することはなく、基準地震動を超え

る地震動の地震 とい う条件の下において発生を仮定する重大事故に対 して重大事故

等対策を講 じているから、放射性物質が環境中に多量に放出されるとい うことはな

く、原告 らの主張は失当である。
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以下では、被告が本件再処理工場において行つている耐震設計 (評価)(後記第 1

章)、 重大事故等対策 (後記第 2章)をそれぞれ述べ、関連する箇所において原告ら

の各個の主張に対して反論する。

第 1章 本件再処理工場の耐震設計

被告は、本件再処理工場において、その供用期間中に発生する可能性があり、

施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定される地震動による地震力に対し

て、これが大きな事故の誘因とならないように十分な耐震性を有するよう、耐震

設計 (評価)を している。

以下では、再処理施設の耐震設計 (評価)の考え方を述べた上で (後記第 1)、

被告が本件再処理工場において行っている耐震設計 (評価)について述べる (後記

第 2)。 その後、耐震設計 (評価)に関する原告らの主張に対して反論する (後記

第 3)。

第 1 再処理施設の耐震設計 (評価)の考え方

被告が本件再処理工場で行っている耐震設計 (評価)について述べるに当た

り、地震時の構造物の挙動を踏まえた再処理施設の耐震設計 (評価)の考え方

について述べる。

すなわち、構造物に地震動 l力日速度 (注 4))が作用すると、構造物には慣性

力 (加速度と構造物の質量との積)が発生しこれが構造物に加わる力 (地震力

(地震荷重 (注 10)))と なる。一定の範囲 (これを「弾性範囲」又は「弾性

域」 (注 11)と いう。)では、構造物に加わる力に比例して変形する (歪みが

生じる)が、構造物に加わる力が弾性範囲の限界 (こ れを「弾性限界」(注 11)、

「降伏点」 (注 11)と いう。)を超えると、構造物に加わる力の増加割合に比

べて変形の方がより大きく増加する状態となる (こ の領域を「塑性範囲」又は

「塑性域」(注 11)と いう。)。 塑性域では、構造物の剛性 (注 12)が低下し
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て変形が増加することによつて、増大 していく地震動のエネルギーが吸収 され

ることから (これを 「エネルギー吸収効果」とい う。)、 地震動が増大しても構

造物に加わる力は比例的には増えない状態 となる。塑性域における挙動が更に

進むと、構造物に加わる力の増加が極めて緩やかになり、変形が進行 して力の

最大点 (そ の点に対応する建物・構築物に封する力の大きさ (最大荷重)を「終

局耐力」 (注 13)、 機器・配管系に対する力の大きさ (最大荷重)を 「引張強

さ」 (注 14)と それぞれいい、その時の建物 。構築物の変形を「終局せん断ひ

ずみ」 (注 15)と い う。)を迎え、その後、構造物はこれに加わる力を支えら

れなくなって破壊に至る。 (乙第 26号証 229ペ ージ脚注 6、 274な いし

276ペ ージ)(別紙図 1)

耐震設計審査指針 (旧指針)(甲第 21号証)1、 新耐震設計審査指針 (甲第

23号証)2、 新規制基準 (再処理事業指定基準規則 7条、再処理事業指定基準

規則の解釈別記 2(乙第 25号証 18、 85ないし95ページ))に示 された再

処理施設の耐震設計 (評価)の考え方は、以上述べた地震時の構造物の挙動を

踏まえたものであり、被告は、その考え方に基づき耐震設計 (評価)を行つて

お り、以下では、主に耐震重要施設に係る考え方について述べる。

1 概要

安全機能を有する施設 (注 7)について、地震により発生するおそれがあ

る各施設の安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防

止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度

(耐震重要度)に応じて分類 (耐震重要度分類 (注 16))する。

再処理施設安全審査指針において、再処理施設における基準地震動の策定、耐震設計方針

等については、耐震設計審査指針 (旧指針)のそれぞれの項目を適用するものとされている
(甲第 29号証指針 13・ 2)。
新耐震設計審査指針において、同指針は発電用軽水型原子炉施設に適用されるものである

が、その基本的な考え方は再処理施設を含む原子力関係施設においても参考となるものであ

るとされている (甲第 23号証 1ページ)。

2
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耐震重要度分類 Sク ラスの施設 (これを「耐震重要施設」という (再処理

事業指定基準規則の解釈別記 1・ 1(乙第 25号証 83ページ))。 耐震設計

審査指針 (旧指針)ではAsク ラス、Aク ラスの施設 (甲第 21号証 377、

378ページ)。 以下、第 1において、Asク ラス、Aク ラスの施設を指す場

合であっても「耐震重要施設」ということがある。)については、弾性設計用

地震動 (注 17)(耐震設計審査指針 (十日指針)では基準地震動 Sl(甲第 21

号証 380ページ)。 以下、第 1において同じ。)を用いて地震応答解析 (注

18)を行って求める地震力 (動的地震力 (注 6))と 静的地震力 (注 6)と

のいずれか大きい方の地震力に対して、概ね弾性範囲にあるように定められ

た許熔応力度を許容限界 (注 19)と して、これに収まるように設計 (評価 )

した上、基準地震動 Ss(耐震設計審査指針 (十日指針)では基準地震動 S2(甲

第 21号証 380ページ)。 以下、第 1において同じ。)を用いて地震応答解

析を行って求める地震力 (動的地震力)に対して、その安全機能が損なわれ

るおそれがないように定められた値 (許らせん断ひずみ又は応力 (注 20))

を許容限界として、これを満たすように設計 (評価)する。

2 動的地震力に応じた耐震設計

前記 1で述べた基準地震動 Ssは、再処理施設の耐震安全性を確保する上

での「基準」となる「地震動 (地震に伴って生じる揺れ)」 として、最新の科

学的・技術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質 。地質構造、地盤構造

並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切

なものとして策定するものであり (再処理事業指定基準規則の解釈別記 2・

6(乙第 25号証 90ないし93ページ)、 乙第 26号証 244ページ)、 そ

の策定に当たつて行う地震動評価等について、而ヽ寸震設計審査指針 (旧指針 )

(甲第 21号証)、 新耐震設計審査指針 (甲第 23号証)、 再処理事業指定基

準規則 (乙第 25号証)を経て高度化されてきたことはこれまで述べたとお
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りである (被告の令和 3年 3月 31日 付け準備書面 (3)(以 下「被告準備書

面 (3)」 とい う。)28、 29、 35ないし37ページ、甲第 23号証 5ペ

ージ、乙第 26号証 230な いし233ペ ージ)。

この基準地震動 Ssに よる地震力に姑 して耐震重要施設の安全機能が保

持 されることにより耐震安全性を確保することを基本 としつつ、基準地震動

に対する施設の安全機能の保持をより高い精度で確認するため、基準地震動

との応答スペク トル (注 21)の 比率の値が目安 として 0.5を 下回らない

ような値で工学的判断に基づいて設定される弾性設計用地震動を設定し (甲

第 23号証 10ページ、再処理事業指定基準規則の解釈別記 2・ 5-① (乙

第 25号証 88ページ))、 この弾性設計用地震動による地震力に対 して施設

全体 として概ね弾性範囲に留まっていることも確認する。ここに、「概ね弾性

範囲」 とは、局都的に弾性状態を超えたとしても施設全体 としては弾性範囲

に留まることをい う。このようにしてする構造物の弾性設計 (注 17)では、

一般に、地震入力 と構造物の応答 (注 22)と は比例関係にあり、算定され

る応答値の精度も比較的高いが、構造物の弾性限界 と終局耐力 との間には大

きな差があり、弾性設計された構造物は、弾性設計で考慮 した地震動を超え

る地震動に対 しても余裕を持つた設計 となる。(甲第 23号証 9、 10ページ、

乙第 26号証 234な いし236ペ ージ、乙第 125号 証 11ページ)

3 静的地震力を考慮 した耐震設計

前記 2で述べた基準地震動 Ss、 弾性設計用地震動を用いて地震応答解析

を行つて求める地震力 (動的地震力)と 併せて、耐震重要度に応 じて静的地

震力を設定 し、静的地震力に対 しても施設全体 としてオうモね弾性範囲に留まる

ように設計することにより、耐震重要施設の耐震設計の信頼性を高めること

ができる (乙第 26号証 236な いし238ペ ージ)。

ここに、静的地震力 とは、本来は周期的に大きさが正負に繰 り返 し作用す
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る荷重 (交番荷重)である地震力を時間が経過しても変化しない一定の力を

仮定したものであり、層せん断力 (注 23)と もいう (乙第 125号証 11

ページ)。 具体的には、静的地震力 (層せん断力 (Qi))を計算するに当た

り、建物・構築物にあっては、建築基準法に基づき設計される構築物に求め

られる層せん断力係数 (Ci)(注 23)の値に、耐震重要度分類に応じた係

数 (Sク ラス (耐震設計審査指針 (十日指針)ではAsク ラス、Aク ラス。以下、

本項において同じ。)3.0、 Bク ラス 1,5、 Cク ラス 1.0)を乗じて算

定し、機器・酉己管系にあっては、建物・構築物で算定した層せん断力係数 (Ci)

の値を水平震度 (注 24)と し、これを 2割増しとした震度により算定する。

すなわち、 Sク ラスの建物 。構築物は、建築基準法に基づき設計される建物

の 3倍の地震力に対して各部位が受ける力を算定することとなり、 Sク ラス

の機器・配管系は、建築基準法に基づき設計される建物の3.6倍の地震力

に対して各都位が受ける力を算定することとなる。 (甲第 21号証 379、

380ページ、甲第 23号証 8ページ、再処理事業指定基準規則の解釈別記

2・ 5二 (乙第 25号証 89ページ)、 乙第 26号証 237、 238ページ、

乙第 96号証 14ページ、乙第 125号証 11ページ)

4 荷重の組合せ と許る限界

耐震重要度分類 Sク ラス (耐震設計審査指針 (旧指針)ではAsク ラス、

Aク ラス。以下、本項において同じ。)の建物 。構築物については、前記 2で

述べた基準地震動 Ssによる地震力 と地震力以外の荷重 (常時作用 している

荷重及び運転時に作用する荷重)と の組合せに対 して、当該建物・構築物が

構造物全体 としての変形能力 (終局耐力時の変形)について十分な余裕を有

し、建物・構築物の終局耐力に対 し妥当な安全余裕を有 していることを確認

する。また、前記 2で述べた弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力

と地震力以外の荷重 (常時作用 している荷重及び運転時に作用する荷重)と
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を組み合わせ、その結果発生する応力が、建築基準法等の安全上適切 と認め

られる規格及び基準による許容限界を下回ることも確認する。 (甲第 21号

証 381、 382ペ ージ、甲第 23号証 12、 13ペ ージ、再処理事業指定

基準規則の解釈別記 2・ 4-②、7・ 一② (乙第 25号証 87、 93ページ)、

乙第 26号証 238、 239ペ ージ)

耐震重要度分類 Sク ラスの機器・配管系については、前記 2で述べた基準

地震動 Ssに よる地震力 と地震力以外の荷重 (運転時、運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時に生 じるそれぞれの荷重)と を組み合わせた荷重

条件に対 して、その施設に要求 される機能を保持することを確認 し、動的機

器等については、基準地震動 Ssに よる応答に対 して、その設備に要求 され

る機能を保持することを確認する。また、前記 2で述べた弾性設計用地震動

による地震力又は静的地震力 と地震力以外の荷重 (運転時、運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故時に生じるそれぞれの荷重)と を組み合わせた

荷重条件に対 して、応答が全体的に概ね弾性状態に留まることも確認する。

(甲第 21号証 382ペ ージ、甲第 23号証 13ページ、再処理事業指定基

準規則の解釈別記 2・ 4-③、7-③ (乙第 25号証 87、 93ページ)、 乙

第 26号証 240ペ ージ)

第 2 本件再処理工場において行つている耐震設計 (評価)

被告は、本件再処理工場において、前記第 1で述べた耐震設計 (評価)の考

え方に基づき耐震設計、建設を行い (後記 1)、 その後、平成 18年 9月 に改訂

された新耐震設計審査指針 (甲第 23号証)に照らした耐震安全性の評価 (以下

「本件耐震バックチェンク」という。)を実施し (後記 2)、 平成 23年 3月 の

福島第一原子力発電所事故後に、本件再処理工場の安全性に関する総合的評価

(以下「本件ストレステスト」という。)を実施して耐震裕度を確認し(後記 3)、

新規制基準を踏まえて耐震設計方針を示した上で、耐震設計 (評価)を行つて
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いるところであるから (後記 4)、 以下、順に述べる。

1 当初の耐震設計

被告は、本件再処理工場につき、平成 4年 12月 24日 付け六ヶ所再処理・

廃棄物事業所における再処理の事業の指定処分 (本件指定)を受け、その後

設計及び工事の方法の認可 (平成 5年 4月 14日 以降 9回 に亘って受けた認

可を併せて「本件既工認」とい う。)を得て建設をした (令和 2年 (フ )第 6

225号 事件 (以下 「第 1事件」とい う。)答弁書 23、 24ページ)。

以下では、被告が前記第 1で述べた耐震設計 (評価)の考え方に基づき行

つた耐震設計に関し、建物・構築物、機器・配管系に分けてそれぞれについ

て述べる。

(1)建物・構築物

ア 岩盤に支持 させていること

被告は、再処理施設安全審査指針 (甲第 29号証指針 13)1こ基づき、

本件再処理工場の重要な建物・構築物、例えば、前処理建屋、分離建屋、

精製建屋、高 レベル廃液ガラス固化建屋等をいずれも、支持地盤 として

十分な安全性を有する岩盤である鷹架層 (概ね地下 18m以 深)を一部

掘削した基礎底面 (注 25)(概ね地下約 20m以 深)の上に設置するこ

とにより支持 させている。(乙第 85号証 6-1-280な いし6-1-

287ペ ージ、乙第 222号 証 14ページ)

このように重要な建物 。構築物を岩盤に支持 させることは、表層地盤

による地震動の増幅を回避 し、かつ、地盤破壊や不等沈下による影響を

避けることができるとの工学的知見 (乙第 96号証 7、 8ページ)に基

づいている。

(被告準備書面 (3)21、 22ページ、被告の令和 6年 5月 20日 付

け準備書面 (11)(以 下 「被告準備書面 (11)と い う。)17、 18
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ページ、同別紙図 12)

構造

また、被告は、再処理施設安全審査指針 (甲第 29号証指針 13)に

基づき、本件再処理工場の建物 。構築物をいずれも、十分な剛性及び耐

力 (注 13)を 有する構造 としている (乙第 85号証 6-1-280な

いし6-1-287ペ ージ)。

耐震重要度に応 じた耐震設計

被告は、再処理施設安全審査指針 (甲第 29号証指針 13)及 び耐震

設計審査指針 (旧指針)(甲 第 21号証)に示 され、前記第 1で述べた耐

震設計の考え方を踏まえて、各建物 。構築物を、地震により発生する可

能性のある放射線による環境への影響の観点から、耐震重要度分類 (As

クラス、Aク ラス、 Bク ラス、 Cク ラス)を行った上、耐震重要度に応

じて与えられた地震力 (地震荷重)と 地震力以外の荷重 との作用のもと

所要の許容限界を満足するように、部材設計 (部材の断面寸法の決定、

鉄筋量の決定等)を した。なお、建物 。構築物が直接支持構造物
3か ら伝

達 される荷重を受ける構造物 (間接支持構造物)に 当たることから、上

記のとお り耐震設計を行 うものである
4。

建物・構築物の耐震設計につき具体的に述べると、被告は、Aク ラス

相当の建物・構築物については、これを解析モデルに置き換え、耐震設

計審査指針 (旧指針)に基づき策定した基準地震動 Slか ら求めた入力地

震動 (注 26)を 入力 して地震応答解析を行つて得た地震力又は同クラ

スに対応 した静的地震力のいずれか大きい方の地震力 と、地震力以外の

直接支持構造物とは、主要設備等や補助設備に直接取 り付けられる支持構造物又はこれら

の設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。

例えば、本件再処理工場の主要な建屋である前処理建屋、分離建屋、精製建屋、高レベル

廃液ガラス固化建屋、ウラン・プル トニウム混合脱硝建屋については、耐震重要度分類がAs
クラスの直接支持構造物が設置されていることから、その安全機能が損なわれないよう、基

準地震動 Sl及び S2に対して支持機能が維持される実力を有するように設計した。

イ

ウ

3

4
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荷重 (常時作用 している荷重 (施設の自重等)及び運転時に作用する荷

重)と を組み合わせて、建物の耐震壁 (注 27)や 基礎等の各部材に発

生する応力値 (注 20)を 算出し、施設全体 として概ね弾性範囲にある

ように定められた許容応力度 (短期許容応力度)を許容限界 として、こ

れを満足するように設計 した (これを「短期許熔応力度設計」ともい う。)。

Asク ラス相当の建物 。構築物については、これを解析モデルに置き

換え、上記で述べたAク ラスとしての耐震設計に加えて更に、耐震設計

審査指針 (1日指針 )1こ基づき策定した基準地震動 S2(基準地震動 S2~N

の最大加速度 (注 4)は 375cm/s2(Gal))か ら求めた入力地

震動を入力 して地震応答解析を行つて得た地震力 と地震力以外の荷重 と

を組み合わせて、建物の耐震壁や基礎等の各部材に発生する応力値を算

出し、建物・構築物の変形能力や終局耐力に対 して妥当な安全余裕を有

するようにして定められた値を許容限界 として、これを満足するように

設計 した。

なお、Asク ラス、Aク ラス相当の建物・構築物についての地震力の

算定の際、水平地震力 と鉛直地震力 とが同時に不利な方向の組合せで作

用するものとして評価 した。

B、 Cク ラス相当の建物・構築物については、各クラスに対応 した静

的地震力 と地震力以外の荷重 とを組み合わせて、建物の耐震壁や基礎等

の各部材に発生する応力値を算出し、施設全体 として概ね弾性範囲にあ

るように定められた許容応力度を許容限界 として、これを満足するよう

に設計 した。

上記において、上位の重要度分類に属するものは、下位の分類に属す

るものの破損によって波及的破損が生 じないように設計 した。

(被告準備書面 (3)22な いし25ページ、甲第 21号証 377な い

し382ペ ージ、乙第 125号 証 55ないし75ページ)
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(2)機器・配管系

ア 構造

被告は、本件再処理工場の機器 。配管系につき、十分な耐震性を有す

る設計 とし、その耐震性を高めるために支持構造物 (耐震サポー ト)を

備えさせている (乙第 125号 証 78、 79ページ)。

イ 耐震重要度に応 じた耐震設計

被告は、再処理施設安全審査指針 (甲第 29号証指針 13)及 び耐震

設計審査指針 (旧指針)(甲第 21号証)に示され、前記第 1で述べた耐

震設計の考え方を踏まえて、各機器・配管系を、地震により発生する可

能性のある放射線による環境への影響の観点から、耐震重要度分類 (As

クラス、Aク ラス、 Bク ラス、 Cク ラス)を行った上、耐震重要度に応

じて与えられた地震力 (地震荷重)と 地震力以外の荷重 との作用のもと

所要の許容限界を満足するように、構造や支持構造物の位置等を決定 し、

設計 した。

具体的には、Aク ラスの機器・配管系については、これを解析モデル

に置き換え、基準地震動 Slか ら求めた入力地震動を入力 して地震応答

解析を行つて得た地震力又は同クラスに対応 した静的地震力のいずれか

大きい方の地震力 と地震力以外の荷重 (運転時、運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時に生 じるそれぞれの荷重)と を組み合わせて応

力解析 (注 20)を 行い、耐震構造上重要な部位における応力値を算出

し、降伏応力 (注 11)又 はこれ と同等の安全性を有する応力を許容限

界 として、これを満足するように設計 した。

Aク ラスの中で特に重要なAsク ラスの機器・配管系については、こ

れを解析モデルに置き換え、上記で述べたAク ラスとしての耐震設計に

加えて更に、基準地震動 S2(基準地震動 S2~Nの 最大加速度は 375

20



cm/s2(Gal))か ら求めた入力地震動を入力して地震応答解析を

行つて得た地震力と地震力以外の荷重とを組み合わせて応力解析を行い、

耐震構造上重要な都位における応力値を算出し、構造物の相当部分が降

伏して塑性変形 (注 11)す る場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生

じ、その施設の機能に影響を及ばすことのない値を許容限界として、こ

れを満足するように設計した。

なお、Asク ラス、Aク ラスの機器・配管系についての地震力の算定

の際、水平地震力と鉛直地震力とが同時に不利な方向の組合せで作用す

るものとして評価した。

B、 Cク ラスの機器・配管系については、各クラスに封応した静的地

震力と地震力以外の荷重とを組み合わせて、耐震構造上重要な部位にお

ける応力値を算出し、降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を

許容限界として、これを満足するように設計した。

上記において、上位の重要度分類に属するものは、下位の分類に属す

るものの破損によつて波及的破損が生じないように設計した。

(被告準備書面 (3)23な いし26ページ、甲第 21号証 377ない

し382ページ、乙第 125号証 77ないし86ページ)

2 新耐震設計審査指針に照らした耐震安全性評価 (本件耐震バックチェンク)

耐震設計審査指針 (旧指針)(甲第 21号証)策定以降、地震学及び地震工

学に関する新たな知見の蓄積並びに原子力発電所における耐震設計技術の

改良及び進歩があり、特に、平成 7年 1月 に発生した平成 7年 (1995年 )

兵庫県南部地震により、既層の活動様式、地震動に影響を与える特性、構造

物の耐震性等に係る知見が得られたことを踏まえて、原子力安全委員会

(当 時、以下同じ。)(注 28)は、原子力施設の耐震安全性に対する信頼を

一層向上させる目的で、平成 18年 9月 19日 付けで耐震設計審査指針
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)

(旧指針)を改訂 し、新耐震設計審査指針 (甲 第 23号証)を決定した。新

耐震設計審査指針においては、主 として地震動の評価手法について高度化が

図 られ、耐震設計については、耐震重要度分類につき、耐震設計審査指針

(旧指針)におけるAク ラス全体をAsク ラスと同等に扱 うこととしてすべ

て Sク ラスに区分 し、Sク ラスの施設について、基準地震動 Sl、 基準地震動

S2に代わって策定することとされた基準地震動 Ssに よる地震力に対 して

その安全機能が保持できることを求めること、及び、基準地震動 Ssに よる

地震力は鉛直方向の地震力についても動的に考慮す ることとされたことの

ほか変わ りはなく、その考え方は前記第 1で述べたとお りである (甲第 23

号証 7、 8ページ、乙第 26号証 227、 228ペ ージ)。 そ して、原子力安

全委員会からの同日付け要望 (乙第 268号 証)を受けて、原子力安全・保

安院 (当 時、以下同じ。)(注 29)に おいて同月 20日 付けで被告に対 して

新耐震設計審査指針に照らした耐震安全性の評価 (耐震バ ックチェック)を

実施 し、その結果を報告するよう指示がなされた (乙第 269号 証 )。

これを受けて、被告は、本件再処理工場について、原子力安全・保安院の

上記指示の際に示 された 「新耐震指針に照 らした既設発電用原子炉施設等の

耐震安全性の評価及び確認に当たつての基本的な考え方並びに評価手法及

び確認基準について」(乙第 269号 証別添 2別添、以下「バ ックチェックル

ール」 とい う。)に基づき新耐震設計審査指針に照 らした耐震安全性の評価

(本件耐震バ ックチェック)を実施 した。その際、平成 18年 10月 から耐

震性向上工事を順次実施 してお り
5、 これ らの改造設計を反映 してこれを行

例えば、第 1ガラス固化体貯蔵建屋の固体廃棄物の廃棄施設のガラス固化体貯蔵設備 (被

告の令和 3年 3月 31日 付け準備書面 (2)(以 下「被告準備書面 (2)」 という。)85ペ ー
ジ)の床面走行クレーンについて、ガラス回化体 (注 30)を 取 り扱 う作業の際にガーダ (ク
レーンの走行レール上に水平に渡された桁で、ガラス回化体を収納した台車を横行させる構

造物)を床面に固定する装置の設置等を行つた (被告準備書面 (3)35ペ ージ)。 このほか、
本件耐震バンクチエツクの対象設備以外の設備についても、新耐震設計審査指針に基づき策

定した基準地震動 Ssを用いた検討・評価を自主的に実施 し、電路 (ケーブル トレイ、電線
管)、 計装配管サポー トの設備の一部 (合計 621か 所)について、設備等の管理上の観点か

5
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った (乙第 271号 証 2-1)。 そして、平成 19年 11月 2日 付けで、原子

力安全・保安院に対 し、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」による

基準地震動 Ss-1(水 平方向最大加速度 450Gal)、 「震源を特定せず

策定する地震動」による基準地震動 Ss-2(水 平方向最大加速度 450

Gal)を 策定し (乙第 271号 証 4-19)、 この策定 した基準地震動 Ss

に対 し、安全上重要な建物 。構築物の耐震安全性、安全上重要な機器・配管

系の耐震安全性が確保 されていることを確認 したことを報告 した (乙第 99

号証の 1、 乙第 271号 証 6-1な いし 7-68)。 被告は、平成 20年 10

月 7日 、平成 21年 4月 16日 、同年 6月 26日 、同年 12月 4日 、それぞ

れ耐震安全性評価報告書の一部補正を行つた (乙第 99号証の 2ないし 5)。

原子力安全・保安院は、上記報告を検討 した結果、被告の策定 した本件再

処理工場に係る基準地震動 Ss、 安全上重要な施設 (注 31)の 耐震安全性

等についての評価は妥当であると判断 し、その評価結果を平成 21年 6月

29日 に とりま とめ (同年 12月 11日 に一部改訂、乙第 100号 証の

1、 2)、 同年 7月 9日 (上記一部改訂については同年 12月 21日 )、 原子

力安全委員会に姑 しこれを報告 した (乙第 101号 証別添 1ページ)。 原子力

安全委員会は、その下に設置 した耐震安全性評価特別委員会から、原子力安

全・保安院の行つた上記評価が適切であると判断する旨の報告を受け、平成

22年 12月 9日 、審議の結果、これを妥当なものと認め、決定をし (乙第

101号 証 )、 これにより、本件再処理工場に係る本件耐震バ ックチェックの

手続は終了した。 (被告準備書面 (3)28な いし35ページ)

3 安全性に関する総合的評価 (本件ストレステスト)

(1)耐震裕度の特定

ら耐震性向上工事が必要であるとの評価を得たことから、耐震サポー トの追力日等の工事を実

施 した (乙第 270号 証 )。
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ア 安全性に関する総合的評価の指示

原子力安全・保安院は、福島第一原子力発電所事故後、原子力施設の

安全性についての国民・住民の安心・信頼性を確保する目的で、欧州諸

国で事業者の自主的取組み として導入 されたス トレステス トを参考に、

法律的な手続によらない暫定的なルールに基づき、各原子力施設の安全

評価を関係事業者に求めることとし(乙第 272号 証参考 3・ 1ページ)、

被告に対 し、核燃料サイクル施設の安全性に関する総合的評価の実施を

平成 23年 11月 25日 付けで指示 した (乙第 273号 証 )。

原子力安全・保安院の同日付け「核燃料サイクル施設の安全性に関す

る総合的評価の評価手法及び実施計画」(乙第 273号 証別添 2)及び平

成 24年 8月 10日 付け 「再処理施設の安全性に関する総合的評価 (ス

トレステス ト)に係る評価の視点」において、核燃料サイクル施設の安

全性に関する総合的評価の評価手法 として、地震、津波及びこれらの重

畳 といつた 自然現象等により安全機能が喪失 し、それが、「設計上の想定

を超える事象」にまで進展すると仮定 した場合に、評価対象施設がどの

程度まで 「設計上の想定を超える事象」に至ることなく耐えることがで

きるかとい う客兄点から、施設の特徴に応 じて 「安全裕度を評価する」こ

ととされてお り、この安全裕度の評価に関し、「評価に設計上の許る値を

用いる場合、最終的な耐力に比 して余裕をもつて (許る値が)設定され

ているのであれば、技術的に説明可能な範囲においてその余務を考慮 し

た値を用いても良い」とされている。

イ 本件ス トレステス トの実施

被告は、平成 18年 3月 から使用済燃料による総合確認試験 (以下「ア

クティブ試験」という。)を 開始 していたところ (第 1事件答弁書 25ペ

ージ、乙第 222号 証 3ページ)、 前記アで述べた指示を受けて、アクテ

ィブ試験期間中における木件再処理工場の安全性に関す る総合的評価

)
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6

(本件ス トレステス ト)を実施 し、原子力安全・保安院に対 し、平成 24

年 4月 27日 付け「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事

故を踏まえた六ヶ所再処理施設の安全性に関する総合的評価に係る報告

書 (使用前検査期間中の状態を対象 とした評価 )」 (乙第 222号 証)を

提出し、同年 7月 25日 、その誤記等について確認 した結果を報告 した 6。

具体的には、被告は、「設計上の想定を超える事象」に至る過程におい

て関連する設備等を抽出し、これ らが機能喪失する地震動の大きさを、

基準地震動に対する余祢 (耐震裕度)と して評価 し、「設計上の想定を超

える事象」の耐震裕度を特定した。この耐震裕度は、抽出した設備等の

それぞれについて、原則 として、前記 2で述べた新耐震設計審査指針に

照 らした耐震安全性の評価 (本件耐震バックチェック)における、評価

基準値 と基準地震動 Ssに よる地震力が作用 した際の発生値 (応力値等 )

との比によつて算出し、関連する設備等のうち最も小 さい値をもつて、

「設計上の想定を超える事象」の耐震裕度を特定 した (乙第 222号 証

40ないし43ページ)。 (被告の令和 4年 6月 30日 付け準備書面 (8)

(以下 「被告準備書面 (8)」 とい う。)140、  141ペ ージ、被告の

令和 7年 5月 12日 付け 「原告 らの 2025年 (令和 7年)3月 19日

付け求釈明申立書に対する回答書」 5、 6ページ)

被告の特定した耐震裕度を更に具体的に述べると、「設計上の想定を超

える事象」ごとに、①「安全冷去Π水系の機能喪失による放射性物質を含

その後、被告は、使用済燃料のせん断・溶解等を行 う場合の状態を対象とした安全性に関

する総合的評価をも実施 し、原子力安全・保安院に対し、平成 25年 5月 31日 付け「東京
電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた六ヶ所再処理施設の安全性に関

する総合的評価に係る報告書 (使用済燃料のせん断・溶解等を行 う場合の状態を対象とした

評価 )」 を提出した。しかるところ、耐震裕度については、本文記載の「使用前検査期間中の

状態を対象とした評価」(本件ス トレステス ト)に係る報告書において大部分の設備について

示したことを踏まえ、「使用済燃料のせん断・溶解等を行 う場合の状態を対象とした評価」に

係る報告書には記載 していない。したがつて、本文中の耐震裕度の記載は、本件ス トレステ

ス トに係る報告書に記載のものをいう。
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む溶液の沸騰」に至る過程において関連する設備等の耐震裕度は1.54

Ss～ 1.74Ss(乙 第 222号証 51ページ)、 ②「安全冷去F水系 (使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設)及びプール水冷却系の機能喪失に

よる燃料貯蔵プールにおける沸騰及び水位低下」に至る過程において関

連する設備等の耐震裕度は 1.75Ss(同 号証 62ページ)、 ③「ウラ

ン・プル トニウム混合酸化物貯蔵建屋における貯蔵室からの排気系の機

能喪失による混合酸化物貯蔵容器の過度の温度上昇」に至る過程におい

て関連する設備等の耐震裕度は 1.50Ss(同 号証 71ページ)、 ④「安

全圧縮空気系の機能喪失による水素の爆発」に至る過程において関連す

る設備等の耐震裕度は 1.50Ssと それぞれ特定した (同号証 80ペ

ージ)。

(2)本件ス トレステス トの位置付け

原子力安全・保安院は、前記 (1)ア で述べた原子力施設の安全性に関

する総合的評価に関し、平成 23年 7月 21日 付けで定めた 「東京電力株

式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設の発電用原子

炉施設の安全性に関する総合的評価に関する評価手法及び実施計画」 (乙

第 272号 証別添 2)において、事業者による評価には、①安全上重要な

施設・機器等について、設計上の想定を超える事象に封 してどの程度の安

全裕度が確保 されているかを、許パ値等 (ただし、許熔値が最終的な耐力

に比 して余裕をもつて設定されている場合には、技術的に説明可能な範囲

においてその余裕を考慮 した値)に対 してどの程度の裕度を有するかとい

う観点から行 う評価 (一次評価)と 、②設計上の想定を超える事象の発生

を仮定 し、評価対象の原子力発電所が、どの程度の事象まで燃料の重大な

損傷を発生 させることなく耐えることができるか、その安全裕度 (耐力 )

を評価するもの (二次評価)と があるとしている。そ して、一次評価は、
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建物にあつては、設計上想定される最大の変形量を、変形はするが機能維

持に問題のない変形量≧比較 し、機器・配管系にあつては、地震の発生時

に加わる力の設計上の想定値 (計算値)を、設計基準上の許容値 (技術的

に示すことが可能であれば許る値を超える値 も適用することができる。)

と比較するものであり、建物の倒壊や機器・配管系の機能が実際に失われ

る値 までの裕度 を評価す る二次評価 とは異なるもの としている (乙第

272号 証参考 2・ 5、 6ページ、同参考 3・ 4、 5ページ)。

前記 (1)イ で述べた被告が本件再処理工場につき実施 した本件ス トレ

ステス トは、上記にい う一次評価に相当するものであ り、「機能を維持する

限界の変形量」、「構造健全性や機能が実際に失われる値」(乙第 272号 証

参考 3・ 4、 5ページ)を評価するものではない。 7

4 新規制基準を踏まえて行う耐震設計 (評価)

(1)耐震設計方針

平成 25年 12月 に施行された再処理事業指定基準規則等の新規制基準

は、東北地方太平洋沖地震に係る知見、福島第一原子力発電所事故の発生

等を踏まえて制定されたものであり、このうち、基準地震動 Ssの策定に

関する規制は実質的に強化されたが、耐震設計に関する規制については新

耐震設計審査指針が踏襲され、その考え方は前記第 1で述べたとおりであ

なお、新規制基準において、原子力規制委員会は、事業者が常に規制基準以上の安全レベ

ルの達成を目指す必要があるとの観点から、ス トレステス トを事業者の自主的取組みと位置

付け、再処理施設の安全性の向上のための評価 (原子炉等規制法 50条の 4の 2、 再処理規
則 19条の 3の 2ないし19条の 3の 6)にその考え方を反映させ、同評価に当たつては、
前記 (1)アで述べた「再処理施設の安全性に関する総合的評価 (ス トレステス ト)に用い
る評価の視点」(平成 24年 8月 10日 原子力安全・保安院取 りまとめ)を参考とするものと
している (「加工施設及び再処理施設の安全性向上評価に関する運用ガイ ド」(平成 25年 11
月 27日 原子力規制委員会決定))。 もつとも、この安全性の向上のための評価は、定期事業
者検査が終了した日以降 6月 を超えない時期に行 うものとされ (原子炉等規制法 50条の 4
の 2第 1項、再処理規則 19条の 3の 2)、 再処理施設の運転開始前に行 うことが求められる
ものではない。 (被告準備書面 (8)140ペ ージ、乙第 26号証 22、 23ページ)

7
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る (被告準備書面 (2)19な いし32ページ、被告準備書面 (3)35、

36ページ、乙第 25号証 18、 85ないし95ページ、乙第 205号証

14ないし20ページ)。 そして、被告は、新規制基準を踏まえ、本件再処

理工場につき、基準地震動 Ss(「敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動」について基準地震動 Ss― A(水平方向の基準地震動 Ss― AHの最大

加速度 700Gal)、 Ss― BlないしSs― B5、 「震源を特定せず策

定する地震動」について基準地震動 Ss― ClないしSs― C4)を策定

した上で、耐震重要施設につき基準地震動 Ssによる地震力に対して安全

機能が損なわれるおそれがないことを確認するなどの耐震設計方針を示

した。これに対し、令和 2年 7月 29日 、原子力規制委員会から、被告の

示した基準地震動及び施設の耐震設計方針について、再処理事業指定基準

規則 7条及び同規則の解釈別記 2等に適合していることの確認を受け (乙

第 86号証 26ないし56ページ)、 再処理事業所における再処理の事業

の変更の許可処分 (本件事業変更許可処分)を受けた (被告準備書面 (3)

84ページ)。 8

被告の示した耐震設計方針は概ね以下のとおりである。

すなわち、①本件再処理工場の安全機能を有する施設につき、地震によ

り発生するおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪失及びそ

れに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、耐震重要度を

Sク ラス、Bク ラス及びCク ラスに分類し、それぞれの耐震重要度に応じ

た地震力に十分耐えることができるように設計する、② Sク ラスの施設

(耐震重要施設)については、基準地震動 Ssに よる地震力に対してその

その後、被告は、令和 3年 4月 21日 に再処理事業指定基準規則の解釈等が改正されたこ

とから、原子力規制委員会に対し、令和 4年 1月 12日 付けで、「震源を特定せず策定する地
震動」について新たに基準地震動 Ss― C5を追力日することなどを内容とする再処理の事業
変更許可申請を行い、令和 5年 10月 27日 、同委員会から事業変更許可を受けた (被告の
令和 6年 1月 22日 付け準備書面 (10))。

8
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安全機能が損なわれるおそれがないように設計 し、また、基準地震動 Ss

との応答スペク トルの比率が 0.5を 下回らないような値で工学的判断に

基づいて設定 される弾性設計用地震動 Sdに よる地震力又は静的地震力

のいずれか大きい方の地震力に対 して概ね弾性状態に留まる範囲で耐え

ることを確認 し、 Bク ラス及び Cク ラスの施設は、静的地震力に対 して概

ね弾性状態に留まる範囲で耐えることを確認する (被告準備書面 (3)84

ないし88ページ、乙第 85号証 30ないし37ページ、 6-1-241

ないし6-1-353ペ ージ)。

(2)具体的な耐震設計 (評価)

被告は、令和 2年 12月 24日 、本件再処理工場の安全冷去,水系 (再処

理設備本体用)の冷去「塔B及びその飛来物対策設備等につき、再処理施設

の設計及び工事の計画の変更の認可申請 (令和 4年 7月 28日 付け補正、

同年 11月 8日 付け補正、同年 12月 5日 付け補正を含む。以下「本件第

1回設工認申請」という。)を し、同月 21日 、原子力規制委員会から、

設計及び工事の計画の変更の認可を受けた。被告は、同月 26日 、本件再

処理工場のその余の施設すべてにつき、再処理施設の設計及び工事の計画

の変更の認可申請及び同計画の認可申請 (以下、併せて「本件第 2回設工

認申請」と総称し、本件第 1回設工認申請と併せて「本件設工認申請」と

いう。)を し、現在、原子力規制委員会の審査を受けているところである。

5  ′Jヽ括

以上のとお り、被告は、本件再処理工場において、耐震重要度Asク ラス

の施設については、基準地震動 Sと による地震力又は静的地震力のいずれか

大きい方の地震力に対 して弾性設計をした上で、基準地震動 S2に よる地震

力に対 してその安全機能が損なわれるおそれがないよう耐震設計をし、その
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後、本件耐震バックチェックで安全上重要な施設につき基準地震動 Ssに対

して耐震安全性等が確保 されていること、本件ス トレステス トで耐震裕度が

あることをそれぞれ確認 し、現在、耐震重要施設につき、新規制基準を踏ま

えて策定 した基準地震動 Ssに よる地震力に対 してその安全機能が損なわ

れるおそれがないよう耐震設計 (評価)を している。

第 3

1

(1

原告 らの主張に対する反論

地震の予知予測は困難であるとする主張について

)は じめに

原告 らは、前記第 1及び第 2で述べた耐震設計 (評価)をする基準 とな

る地震動に関し、「5重の防護 (燃料ペ レット、燃料被覆管、原子炉圧力る

器、原子炉格納容器、外部遮へい壁)で放射性物質が外部に漏洩するのを

防ぐ原発 と異なり、本件再処理工場では (略)いわば放射性物質がほとん

どむき出しで取 り扱われる」とい う特徴を有することから、原子力発電所

以上に「高度な安全性」が要求されるとし、そ うすると、「いかなる地震が

本件再処理工場に及ぶかとい う地震予知が精緻になし得ることが不可欠

の前提 となる」にもかかわらず、地震学者 らの意見や発言のとお り、地震

の予知予測には困難性があるなどと主張する (原告 ら準備書面 25・ 11

ない し 18ページ)。

しかしながら、以下のとお り、本件再処理工場には原子力発電所以上に

「高度な安全性」が要求 される旨の主張、地震の予知予測には困難性があ

る旨の主張のいずれも理由がなく (後記 (2)、 (3))、 地震学者 らの意見

を引用 して行 うその余の主張も失当である (後記 (4))。

(2)放射性物質がオ」き出しで取 り扱われ、「高度な安全性」が要求 される旨の

主張について
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まず、本件再処理工場は、放射性物質がほとんどむき出しで取 り扱われ

るから原子力発電所以上に 「高度な安全性」が要求される旨の原告 らの主

張については、本件再処理工場に求められる「高度な安全性」がいかなる

ものかを具体的に明 らかに してお らず、それ 自体 において失 当である

(第 1事件答弁書 48、 49ページ)。

これを措いても、被告は、本件再処理工場において、その大部分の施設

において放射性物質を密封 していない状態で取 り扱 うことから、各施設に

分散 して存在す る放射性物質を限定 された区域に適切に閉じ込めること

ができるよう、放射性物質を系統及び機器に収納 し (放射性物質の漏えい

防止)、 それにもかかわらず系統及び機器から放射性物質が漏えいした場

合に備えて、漏えいした場合に公衆への影響が特に大きい放射性物質を含

む液体 (プル トニ ウムを含む溶液及び高 レベル放射性液体廃棄物 (以下

「高 レベル廃液」とい う。))を内包する系統及び機器については、これを

セル (注 32)、 グローブボックス (注 33)又 はこれ らと同等の閉じ込

めの機能を有する施設 (以下 「セル等」 とい う。)に収納 し (セル等によ

る閉じ込め)、 さらに、漏えいが発生 した場合に公衆への影響が特に大き

い放射性物質を含む液体を内包する系統及び機器、これ らを収納するセル

等、更にこれ らを収納する建屋に、それぞれ独立して換気系統を設け、放

射性物質の系統及び機器、セル等、建屋に閉じ込めを図るなどして (気体

廃棄物 (注 34)の 廃棄施設による閉じ込め)、 閉じ込めの機能に係る対

策を十分に講 じている (被告準備書面 (2)75な いし81ページ、被告

の令和 3年 5月 31日 付け準備書面 (5)(以 下 「被告準備書面 (5)」

とい う。)20な いし22ページ)。 このことを理解せずに、本件再処理工

場は、「放射性物質がほとんどむき出しで取 り扱われる」として、「高度の

安全性」が要求されるとする原告 らの主張には理由がない。
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(3)地震の予知予測の困難性をい う主張について

次に、地震学者等の意見や発言 (甲第 157号 証ないし甲第 162号 証 )

を挙げてする地震の予知予測の困難性に関する主張については、再処理施

設や原子炉施設の基準地震動 Ssの策定は、これによる地震力によつて耐

震重要施設が安全機能を損な うことがないようにするため、施設の供用期

間中に大きな影響を及ばす と考えられる地震動を評価するものであり、被

告も、本件再処理工場の基準地震動 Ssの策定において、詳細な調査を実

施 した上で選定した検討用地震について、これが本件再処理工場の供用期

間中に大きな影響を及ぼすものとして、震源モデルを大きく設定するなど

して十分に保守的に地震動評価をしている。この基準地震動の策定は、地

震が、地下の岩盤が破壊するとい う自然現象であることからすれば、いか

に詳細かつ十分な調査を行つても、将来起 こる地震の震源断層 (注 35)

の位置及び形状や破壊過程等のすべてを事前に予測することが不可能で

あることを前提に、震源断層の位置及び形状 (長 さや幅)等について、各

種調査の不確かさを踏まえて安全側の (保守的な)設定をし、更に地震動

の評価過程に伴 う不確かさを考慮 した上で、保守的な地震動を評価するも

のであつて、地震に係る現象のすべてを事前に予測 して地震動を評価する

ものではない。

原告 らの主張は、基準地震動 Ssの策定と地震の予知予測 とがその目的、

対象等を異にすることを理解せず、前者にも後者 と同じ困難 さがあるとす

るものであつて、理由がない。 (被告の令和 3年 5月 31日 付け準備書面

(4)(以下 「被告準備書面 (4)」 とい う。)55な いし59ページ、被告

準備書面 (8)82な いし84ページ)

(4)日 本最大か世界最大に備えるべきであるとの主張について

原告 らは、「真に重要なものは、日本最大か世界最大に備えていただくし

32



かないと最近は言つています」 とする甲第 158号 証 9記載の意見を引用

し (原告 ら準備書面 25。 14ページ)、 被告が本件再処理工場において基

準地震動を策定する際に、我が国又は世界で観測された地震動の最大加速

度の値を考慮することが求められる旨を主張する。

しかしながら、これまで繰 り返 し述べているとお り、地震動は、震源特

性 (注 36)、 地震波の伝播特性 (注 36)、 地盤の増幅特性 (注 36)と

い う3つの特性によつて決定されるものであり、震源特性は、地震発生様

式 (注 37)、 地震発生層 (注 38)の 深 さや幅、震源断層面 (注 35)の

大きさや破壊の仕方 (アスペ リティ (注 39))の位置、面積、応力降下量

(注 39)等 、地震ごとによつて異な り、また、地震により発生する地震

波の伝わり方 (地震波の伝播特性、地盤の増幅特性)は、評価地点及びそ

の周辺における地質構造や評価地点の地盤の速度構造 (注 40)等 の地下

構造等の影響によつて異なるものである。地震動を評価するには、このよ

うな各地点の地震動に関する地域性を考慮する必要があるのであつて、そ

のような地域性の違いを離れて、我が国、ましてや世界で客兄測 された地震

動の最大加速度の値を考慮することが求められるものではない。 (被告準

備書面 (4)19な いし22ページ、被告準備書面 (8)44な いし51

ページ、被告の令和 5年 4月 28日 付け準備書面 (9)(以 下「被告準備書

面 (9)」 とい う。)7な いし 14、 31、 32ページ、被告準備書面 (11)

6ないし8ページ、被告の令和 7年 5月 12日 付け準備書面 (13)(以下

「被告準備書面 (13)」 とい う。)19な いし21ページ、乙第 26号証

247、 248ペ ージ、乙第 93号証 67な いし72ページ)

被告は、本件再処理工場において、検討用地震を選定 した上で(各検討

用地震の地震動評価の過程において、震源特性については、詳細な調査結

果等を踏まえた震源モデルを設定することによつて、地震波の伝播特性及

甲第 158号 証は、既出の甲第 55号証と同じものである。9
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び地盤の増幅特性については、適切な地震観測記録が得 られていればこれ

を用いて、得 られていなければ本件敷地地盤の地下構造等に係る情報を用

いることによつて、それぞれの地域性を考慮 し、また、本件敷地に与える

影響の大きい断層パラメータ (注 41)に ついて不確かさを考慮 して設定

す るなどして十分に保守的な評価を行つて、基準地震動 を策定 している

(被告準備書面 (3)37な いし83ページ、被告準備書面 (8)17な

いし26ページ、被告準備書面 (9)31、 32ページ、被告準備書面 (13)

19ないし21ページ)。

このように、地震動は、震源特性、地震波の伝播特性、地盤の増幅特性

とい う3つの特性によつて決定され、被告が本件再処理工場において基準

地震動を策定する際にもこれ らの特性を考慮 しているのであつて、そのよ

うな地域性の違いを離れて、我が国、ましてや世界で観測 された地震動の

最大加速度の値を考慮することが求められる旨をい う原告 らの主張は失

当である。

2 耐震補強工事ができない旨の主張について

(1)は じめに

原告らは、被告が本件再処理工場において新規制基準を踏まえて基準地

震動 Ss(水平方向の基準地震動 Ss― AHの最大加速度 700Gal)を

策定したものの、「いわゆるアクティブ試験を実施したため、多くの工程の

機器とセルが高レベルの放射性物質によつて汚染され、人がアクセスでき

ないセルという「レンドセル」が多数生じて」おり (原告らはこれを「レ

ッドセル問題」と称している。)、「主要な施設を含む多くの部分が耐震補強

工事をすることができない状態にあ」るとし、その理由として、①平成 19

年 (2007年 )12月 16日 付け東京電力株式会社 (当時の商号、以下
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「東電」とい う。)の社内資料 1° 中の記載、②被告が本件設工認申請に係る

認可を得た後に行 う使用前事業者検査の方法、③被告が平成 22年 7月 に

本件再処理工場の分離建屋で発生 した高 レベル廃液濃縮缶か ら温度計保

護管内への高 レベル廃液の漏 えいに際 し行つた復旧方策の方法を挙げる

(原告 ら準備書面 25・ 18ないし23ページ)。

そこで、被告は、本件再処理工場におけるレッド区域の意味を明らかに

し、レッド区域であっても、作業上必要な立入 りを可能にしていることを

述べた上で (後記 (2))、 本件再処理工場においては、安全機能を有する

施設につきその安全機能を健全に維持するための適切な保守及び修理等

ができる設計 としてお り、これはレッドセル区域も同様であ り (後記 (3))、

かつ、原告 らの理由として挙げるところはいずれも当たらず (後記 (4)

ないし (6))、 仮にレッド区域で耐震補強工事が必要になった場合であっ

ても、同区域に立入 りをして当該工事を行 うことが可能であ り、原告 らの

主張に理由がないことを明らかにする (後記 (7))。

(2)レ ッド区域への立入り

被告は、本件再処理工場について、放射線業務従事者 (注 42)の受け

る線量、放射性物質の濃度、又は密度が、線量告示 (乙第 23号証)に定

められた限度を超えないようにすることはもとより、放射線業務従事者が

立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするため、放射

線業務従事者の作業場所への立入り頻度及び立入 り時間を考慮した遮蔽

設計区分 (注 43)を設け、区分ごとの基準線量率を満足する設計として

おり (乙第 85号証 12、 13ページ)、 このような観点から、レッド区域

1° 原告らは、東電の社内資料として「2017年 12月 16日 の「新潟県中越沖地震の耐震
バックチェックヘの反映について」と題する資料」とするが (原告ら準備書面 25・ 20ペ
ージ)、 本文のとお り、東電の社内資料は平成 19年 (2007年 )12月 16日 付けであ
る。
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を設けているが、同区域であっても線量率等を低減させた上で立ち入るこ

とを可能にしている。

すなわち、本件再処理工場の場所であつて、その場所における外部放射

線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度、又は放射性物質によつて汚染

された物の表面の放射性物質の密度が、線量告示に定められた値を超える

か又は超えるおそれのある区域を、すべて管理区域として設定し、更にこ

れを、外部放射線に係る線量率の高低、空気中の放射性物質の濃度又は床

等の表面の放射性物質の密度に起因する汚染の高低等を勘案して、グリー

ン区域、イエロ区域及びレッド区域に区分し、区分ごとに段階的な出入管

理を行うことにより、管理区域に立ち入る者の被ばく管理を蓉易かつ確実

に行えるようにしている。

上記管理区域のうち、グリーン区域及びイエロ区域については、通常作

業時においても放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者

(以下「放射線業務従事者等」という。)カベ立ち入ることが可能である。

他方、レンド区域については、通常作業時には放射線業務従事者等の立

入りを禁止しているが、立入りが必要となった場合には、放射性物質を含

む機器内の溶液を可能な限り排出した後、機器底部に少量残留する溶液や

内壁面に付着している放射性物質を除去するために機器内に硝酸等を供

給して洗浄し、また、内部の形状が複雑な機器については、これらに加え

て、例えばジェットを用いた攪拌や振動 (パルセーション)を与えて浸漬

させリンシングする (すすぐ)な どの設備に応じた措置を行い、これらの

措置により線量率等を低減させる (これらの措置により実際に線量率等を

低減させた例として、アクティブ試験後の中性子モニタ指示値の低減の実

績を別紙図 2に示す。)。 そして、立入りに際しては十分な放射線管理を行

うこととして、立入りを可能にしている。

(原子炉等規制法48条 1項、再処理規則 1条 2項 2号、 9条 1号イ、乙
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第 85号証 7-1-1な いし7-2-2、 7-2-4、 7-2-5、 7-

2-10、 7-2-13、 7-2-14ペ ージ)

(3)保守及び修理等ができる設計

被告は、本件再処理工場の安全機能を有する施設につき、それらの安全

機能を健全に維持するための適切な保守及び修理ができる設計 とし (再処

理事業指定基準規則 15条 5項 )、 また、必要に応 じ、それ らの安全機能が

健全に維持 されていることを確認するために、その運転中又は定期点検等

の停止時に安全機能を損な うことなく適切な方法により試験及び検査が

できる設計 としてお り (同条 4項 )、 レッド区域についても例外ではない。

具体的には、せん断処理施設 (被告準備書面 (2)43、 44ページ)

のように機械処理を行 う工程等においては、部品の消耗あるいは往復又は

回転部の万―の故障等を考慮 して、放射線業務従事者が機器等に直接接触

することのできないものは、遠隔操作により保守等を行えるように、機器

を収納す るセルの上部等に保守セルを設け、保守等に必要なクレーン、

マニプレータ (注 44)等 の機器を設置 している。また、安全上重要な機

器等の健全性を確認するため、セル壁に貫通 口を設けている。 さらに、多

量の放射性物質を内包する機器については、必要に応 じてブロック閉止壁

を設置 している。ブロック閉止壁 とは、鉄筋コンクリー ト等の壁で囲われ

た小部屋であるセルの一部に開田部を設け、開口部の遮蔽効果が失われな

いよう上下方向に突起部を設けたコンクリー ト製のブロックを交互に組

み合わせて積んでモルタルを充填する等、撤去、復旧可能な構造にしたも

のをいい (別紙図 3)、 これを設置することにより、多量の放射性物質を内

包する機器に接近できるようにしている。

(乙第 85号証 59ページ、 6-1-356な いし6-1-359、 6-

1-412、 6-1-413、 6-1-931、 6-1-932ペ ージ)

二_♪
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なお、前記 1(2)の とお り、被告は、本件再処理工場において、放射

性物質を限定 された区域に適切に閉じ込めることができるよう対策 を講

じていることから、運転中に、放射性物質が、上記の区域を超えて施設内

に広 く拡散 し、そのために保守及び修理等ができないとい う事態が生ずる

ことはない。

(4)東電の社内資料中の記載について

原告 らは、東電の平成 19年 12月 16日 付け社内資料 「新潟県中越沖

地震の耐震バ ックチェックヘの反映について」中に、①本件耐震バックチ

ェックに関し「450Galに 対 してほとんど余裕の無い機器が存在」、②

本件再処理工場に 「680Galへ の入力→ レッドセル内の機器が要補強

となるが、アクセス困難」などと記載 されていることをもつて、本件再処

理工場の主要な施設を含む多 くの部分が耐震補強工事をすることができ

ない状態にある旨を主張する (原告 ら準備書面 25・ 20ページ)。

しかしながら、前記第 2・ 2の とお り、被告は、原子力安全・保安院か

らの平成 18年 9月 20日 付け指示を受けて本件耐震バ ックチェックを

実施 し、平成 19年 11月 2日 付けで同院に対 し、策定 した基準地震動

Ss(水 平方向最大加速度 450Gal)、 安全上重要な施設の耐震安全性

等の評価を報告 したところ (その後一部補正 )、 同院において平成 21年

6月 29日 にこれが妥当であると評価 され (その後一部改訂 )、 原子力安全

委員会において平成 22年 12月 9日 に同院の上記評価を妥当なものと

する決定がなされた。この間、平成 19年 7月 16日 に新潟県中魃沖地震

が発生 し、東電柏崎刈羽原子力発電所 1ないし 7号機の各原子炉建屋基礎

版上 (注 45)に おいて観測 された最大加速度が、設計時に策定された基

準地震動 S2(耐震設計審査指針 (十日指針)策定前に設計された同 1号機に

ついては設計用地震動)に基づ く原子炉建屋基礎版上の最大加速度を上回
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ったことを受けて、原子力安全・保安院において、新潟県中越沖地震から

得られる知見を踏まえて耐震バックチェックに反映すべき事項が平成

20年 9月 4日 付けで取りまとめられたところ (被告準備書面 (3)33、

34ページ、乙第 98号証)、 被告の行った本件耐震バックチェックはこれ

が反映されたものであつた。

他方、原告らの挙げる資料は、東電が新潟県中越沖地震を受けて耐震バ

ックチェックに反映すべき事項を検討した社内資料であり、新潟県中越沖

地震の際に東電柏崎刈羽原子力発電所 1号機原子炉建屋基礎版上で観測

された最大加速度の値 (最大 680Gal)を 、本件再処理工場を含む他

の原子力施設に適用した場合の影響が記載されたものである。同社内資料

の作成の経緯は、被告の知るところではないが、①本件再処理工場には

「450Galに 対してほとんど余裕の無い機器が存在」ということにつ

いては、同社内資料に何ら根拠が記載されていない。むしろ、後記 3(2)

工 (ア )の とおり、被告は、本件耐震バックチェックにおける機器・配管

系につき、原則として簡易評価 (応答倍率法による評価)に より、発生値

がより大きくなるようにしてこれを算定し、当該発生値が詳細評価 (スペ

クトルモーダル解析法 (注 18))に よる発生値と比較して大きい値となっ

ていることを確認し、当該確認結果を、上記資料の作成 日付の後の平成

22年 6月 17日 、本件耐震バックチェックを調査審議していた原子力安

全委員会に対し報告している (乙第 274号証)。 したがって、本件耐震バ

ックチェックにおいて、より大きくなるようにして算定した発生値と評価

基準値との間の余裕が小さいことをもつて「ほとんど余裕の無い機器が存

在」ということが導かれるものではない。また、②同社内資料に記載され

ている、耐震補強工事が必要となった場合の「アクセス」については、被

告は、前記 (2)の とおり、レッド区域であっても、立入りが必要となっ

た場合には設備に応じた措置を行い、線量率等を低減させた上で立ち入る
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ことを可能にしている。

以上のとお り、東電の社内資料は、耐震バックチェックの過程において

新潟県中越沖地震を受けて作成 されたものであり、①その後被告の行つた

本件耐震バ ックチェックで算定した発生値及びその保守性や、② レンド区

域であっても線量率等を低減 させた上で 「アクセス」可能であることにつ

いて反映されていないものであるから、この社内資料の記載をもつて本件

再処理工場の主要な施設を含む多 くの部分が耐震補強工事をす ることが

できない状態にあるとする原告 らの主張には理由がない。

(5)使用前事業者検査の方法について

原告 らは、被告が使用前事業者検査 (原子炉等規制法 46条 1項)に関

し、その対象 となる建物・構造物、機器配管合わせて 5万 4301箇 所の

うち、アクセス可能なのは 1万 6621箇 所 しかなく、約 70%に 当たる

3万 7680箇 所はアクセス困難なため実地検査は行わず、過去の記録の

確認をもって行 うとしているとし、そのことをもつて、耐震補強工事が必

要 となった場合にそれが 「実施不可能又は著 しく困難な状態 となっている」

と主張 している (原告 ら準備書面 25・ 19ないし21ページ)。

しかしながら、使用前事業者検査においては、再処理施設につき、その

工事が原子炉等規制法 45条 1項又は 2項の認可を受けた設計及び工事

の計画に従って行われたものであること、同法 46条の 2に基づく技術上

の基準に適合するものであることをいずれ も確認 しなければならないと

されているが (同法 46条 2項 )、 その方法については、原告 らのい う「実

地検査」をしなければならないとい うようなことは規定されていない。

かえって、被告は、平成 18年 3月 からアクティブ試験を行い、原子炉

等規制法 (平成 29年法律第 15号による改正前のもの)に基づき受けて

いた工事及び性能に係る使用前検査 (以下「旧使用前検査」とい う。)が 中
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断 されてか ら長期間が経過 していることを踏まえて示 した使用前事業者

検査の方法につき、原子力規制庁から妥章と評価 されている。すなわち、

まず、①原子力規制庁から、本件事業変更許可に先立つ令和 2年 6月 24

日開催の第 12回原子力規制委員会において、被告が、使用前事業者検査

として、施設全体の性能検査を除く検査項 目について旧使用前検査を既に

終了している状態で長期間が経過 している設備機器等について、これまで

に実施 してきた検査等の実績を前提 としつつ、新規制基準適合の確認を行

い、これに対 し、原子力規制委員会が、再処理施設全体について使用前確

認を行い、旧使用前検査実施中の状態にあつた設備機器等については、新

たな使用前検査やその手続を行わず、旧使用前検査の過程で実施 し作成 し

た検査の記録を保管 し、必要に応 じて使用前確認等に活用することとする

との基本方針が示 された (乙第 275号 証 3、 21、 23ページ (下段右

側に記載の数字。以下同じ。))。 その後、②原子力規制庁から、アクティブ

試験等の影響によつてアクセス性の観点か ら使用前事業者検査に支障が

生 じる設備の検査成立性を示すよう指摘 されたことを踏まえて、被告は、

令和 3年 7月 26日 開催 の核燃料施設等 の新規制基準適合性 に係 る第

409回 審査会合において、本件第 2回設工認申請前であるものの、同申

請の対象設備を含めた設備につき確認を行い、「アクセス困難な」レッド区

域内の機器を含む合計 3万 7680の 機器 Hにつき、旧使用前検査の検査

記録、被告が自主的に実施 した検査記録又は工事を受注した会社から入手

した検査記録等に不足がなく、これ らの記録を組み合わせることにより使

用前事業者検査を実施することが可能であると判断 している旨を説明し

た (乙第 275号 証 3ないし 5、 9ページ 12、 甲第 164号 証 )。 これに対

①「既設 (改造なし)23329」 のうち、「アクセス困難なセル内の機器 2251」 及び
「アクセス困難なセル外の機器 2296」 、「建物・構築物 2424」 、②「配管 30380」 、
③「F施設 592」 のうち、「アクセス困難なF施設の機器 329」 の合計である。

乙第 275号証 9ページは、甲第 164号証 13ページと同じものである。

11

12
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し、③原子力規制庁から、同年 9月 1日 開催の第 28回原子力規制委員会

において、上記の検査記録等による使用前事業者検査の成立性について、

サンプリングによる原子力規制検査を行い、アクセス困難な設備に対する

使用前事業者検査は実施可能と評価する旨報告された (乙第 275号証 3、

6、 7ページ)。

以上のとおり、被告は、使用前事業者検査の方法が定められておらず、

レッド区域に設置された機器については、通常作業時には放射線業務従事

者等の立入りが禁止され「アクセス困難」であることも踏まえて、旧使用

前検査の検査記録等の確認をもつてこれを行うとしているにすぎず、かつ、

この方法につき原子力規制庁から妥当であると評価されているのであつ

て、このような使用前事業者検査の方法を被告が予定していることは、耐

震補強工事が必要となった場合に「実施不可能又は著しく困鄭な状態とな

っている」とする根拠にはならず、原告らの主張には理由がない。

(6)高 レベル廃液濃縮缶から温度計保護管内への漏えいに際し被告の行った

復旧方策の方法について

さらに、原告らは、分離建屋の高レベル廃液濃縮缶から温度計保護管内

への高レベル廃液の漏えいに際し被告の行つた復旧方策の方法からして、

レッド区域で耐震補強工事が必要となった場合にこれを適切に行い得な

いと認められる旨を主張する (原告ら準備書面 25・ 21ないし23ペー

上記の漏えい事象は、被告が、アクティブ試験を実施していた平成 22

年 7月 30日 、分離建屋の高レベル廃液濃縮缶第 1セルに設置され、分離

設備から発生する抽出廃液等の高レベル廃液を蒸発処理等する設備であ

る高レベル廃液濃縮缶A(以下、本項において、単に「濃縮缶」という。)

内に設置している温度計を交換する作業を実施した際、温度計の先端が温

ジ)。

つ
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度計保護管 (以下「保護管」とい う。)か ら作業エ リア (グ リーン区域)に

出た時点で線量当量率が上昇したことから、温度計が収められた保護管内

に濃縮缶から微量の高 レベル廃液が漏えいしたと判断した事象をい う (甲

第 165号 証の 2・ 1ないし4ページ)。 そして、この漏えい事象の原因に

ついては、濃縮缶内で、高 レベル廃液内の核分裂生成物 (注 46)の 一部

が溶けきれなかつたことにより生 じた析出物が蓄積 し、高 レベル廃液の対

流が阻害され、想定した以上に濃縮缶下部温度が上昇 し、鍛鋼品である保

護管底部 (キャップ部)で トンネル腐食 (注 47)が 発生 し、同底部が損

傷 したこと (損傷箇所の大きさは孔径約 30μ m程度以下)に よるものと

推定した (同号証 8な いし37ページ)。 (別紙図 4)

上記の保護管底部の損傷の復旧については、保護管は濃縮缶内にあると

ころ、保護管の内径が管台付近で最も小 さく約 14mmで あ り、損傷箇所

の大きさが孔径約 30μ m程度以下であることを考慮するとともに、運転

時に圧縮空気で保護管内部を加圧す ることにより保護管内に廃液が浸入

しないことを実規模試験等により確認 したこと等から、セル外 (グ リーン

区域)であるセル壁貫通部のプラグ近傍から一般圧縮空気系を用いて保護

管内に圧縮空気を供給 し、濃縮缶側から保護管内先端部にかかる圧力以上

に保護管内部を加圧する方式 (加圧方式)を採用 し、併せて、温度計を保

護する管 (温度計汚染防止用管)を保護管内に挿入する方式を実施 した。

加 えて、一般圧縮空気系からの圧縮空気の供給が停止 した場合を考慮 し、

セル外 (グ リーン区域)に空気貯槽やコンプレッサを備え、セル との接続

口を設けた。 (甲第 165号 証の 2・ 37な いし48ページ)

以上のとお り、濃縮缶から保護管内への微量の高 レベル廃液の漏えいは、

レッド区域で生 じたものであるが、被告は、グリーン区域から上記の方法

を講 じて復旧を行い、安全機能を健全に維持するための保守及び修理を適

切に行 うことが実際にできたのであつて、このような方法によつて復旧を
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行つたことは、レンド区域で耐震補強工事を行い得ないとする根李夕とにはな

らず、原告らの主張には理由がない。

(7)′」ヽ寸苦

前記 (2)で述べたとお り、被告は、本件再処理工場において、放射線

業務従事者等の放射線防護の観点から、管理区域の うち通常作業時におい

て放射線業務従事者等の立入 りを禁止するレッド区域を設けているが、レ

ッド区域であっても、線量率等を低減 させる措置を行 うなどして作業上必

要な立ち入ることを可能にし、また、前記 (3)で述べたとお り、安全機

能を健全に維持す るための適切な保守及び修理等ができる設計 としてい

るから、仮にレッド区域で耐震補強工事が必要になった場合であっても、

同区域に立ち入つて当該工事を行 うことも可能であり、かつ、前記 (4)

ないし (6)で述べたとお り原告 らの挙げる理由はいずれも当たらず、作

業上必要な立入 りをして耐震補強工事を行 うことができない とする原告

らの主張には理由がない。

3 基準地震動 700Galに 対 し耐震性を満足 しない旨の主張について

(1)は じめに

原告 らは、本件再処理工場の安全上重要な施設につき、本件耐震バ ック

チェックにおいて基準地震動 450Galに よる地震力により評価 した

応力の発生値の評価基準値に対する比 (「応力比」)及び本件ス トレステス

トにおける 「耐震裕度」として示 されている値に照 らせば、基準地震動

450Galに 対 して耐震余裕が小 さいといえ、そ うであるならば、被告

が新規制基準を踏まえて基準地震動を 700Galに 引き上げても「基準

地震動に対する耐震性を有すると言えるか甚だ疑問があ」 り、耐震性を満

足 しない旨を主張する (原告 ら準備書面 25・ 24ないし 30、 34ない

)
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し47ページ)。

しかしながら、原告 らの上記主張は、本件耐震バックチェックにおける

耐震安全性評価及び本件ス トレステス トにおける耐震裕度の特定と、これ

に対する新規制基準を踏まえて行 う木件設工認申請における耐震設計 (評

価)と の違いを正解 しないものであり (後記 (2))、 被告の本件設工認申

請の見通 しに照 らしても理由がないことを明らかにする (後記 (3))。

(2)耐震設計 (評価)の比較

まず、原告 らの依拠する、本件耐震バ ックチェックにおける耐震安全性

評価 (後記ア)及び本件ス トレステス トにおける耐震杯度の特定について

(後記イ )、 次に、これに対する、新規制基準を謄まえて行 う耐震設計 (評

価)について (後記 ウ)、 いずれもそのオ既要は前記第 2で述べたところであ

るが、それぞれの耐震評価手法について機器・配管系を中心に述べ、その

後、両者の手法を比較 し、基準地震動 700Galに 対 し耐震性を満足 し

ない旨の原告 らの主張に理由がないことを明らかにし (後記工 )、 原告 らの

挙げる各個の機器の耐震性についても同様に理由がないことを明らかに

する (後記オ )。

ア 本件耐震バ ンクチエツク

(ア )評価対象

被告は、新耐震設計審査指針上の耐震重要度分類 Sク ラスの機器
。

配管系 (約 750機 種)及び同機器・配管系に波及的影響を与えるお

それのある機器・配管系 (約 70機種 )を評価対象 とした (乙第 269

号証別添 2別添の 4、 35ページ、乙第 271号 証 7-1、 乙第 101

号証 18ページ)。

(イ )地震応答解析

被告は、前記第 2・ 2で述べた安全上重要な建物・構築物の耐震安

)
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全性評価に当た り、建物・構築物の解析モデルに、解放基盤表面 (注

48)に おける基準地震動 Ssか ら一次元波動論 (注 49)に より評

価 した建物・構築物の基礎版における入力地震動を入力 して地震応答

解析を行い、これにより床の応答加速度 (注 22)の時刻歴 (注 50)

を求め、これに基づき床応答スペク トルを算定 し、更に、地盤や建物

の物性等ば らつ きが床応答 に与える影響 を考慮 し、周期軸方 向に

± 10%拡 幅 した設計用床応答スペク トルを算定した (乙第 271号

証 6-1、 7-1)(別 紙図 5-1、 5-2)。

(ウ )構造強度の評価

被告は、原子力安全・保安院から示 されたバ ックチェックルール (乙

第 269号 証別添 2別添の 37ページ)に基づき、機器・配管系の構

造強度につき、原則 として簡易評価 (応答倍率法による評価)に より

発生値を算定することとし、約 800機 種の うち約 740機 種につい

て簡易評価により発生値を算定した。具体的には、岡」構造 (注 12)

の機器については、前記 (イ )の とお り建物・構築物の地震応答解析

により得 られた基準地震動 Ssに よる床の最大応答加速度の 1.2倍

と本件既工認における床の最大応答加速度の 1.2倍 との比 (増加率 )

を求め、剛構造でない機器については、前記 (イ )の とお り建物・構

築物の地震応答解析により得 られた基準地震動 Ssに よる設計用床応

答スペ ク トル と本件既工認 における設計用床応答スペ ク トル との

比 (増加率)を求め、各比 (増加率)を本件既工認時の発生応力に乗

じて発生値を算定 した (乙第 274号 証 3ページ)。 この際、本件既工

認時の発生応力の うち地震力 (地震荷重)に よる応力 (地震応力)に

のみ上記比 (増加率)を乗 じることも考えられるが、本件再処理工場

に設置 されている機器は、常温・常圧の機器が主体であり、発生応力

の大部分が地震応力であるため、地震応力に、それ以外の荷重 (自 重、

―)

46



内圧等)に よる応力を加えた値に上記各比 (増加率)を乗 じることと

し、これにより、発生値がより大きく算定 されるようにした (乙第

274号 証 4ページ)(別紙図 6)。

ただし、本件再処理工場の特徴的な機器及び上記応答倍率法による

評価の結果詳細評価が必要 と判断された設備については、機器・配管

系の振動特性に応 じ、代表的な振動モー ド (注 51)を 適切に表現で

き、地震荷重を適切に算定できるモデルを設定した上で、詳細評価 (ス

ペク トルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法 (注 18)等 による評

価)を実施 して発生値を算定した。

以上のとお り簡易評価又は詳細評価により求めた発生値 と、評価基

準値 (原則 としてその設備の機能に影響を及ぼすことがない値 とし、

社団法人 日本電気協会 (当 時)の 「原子力発電所耐震設計技術指針 」

EAG4601-補 ・ 1984、 JEAG4601-1987(乙 第

265号 証 )、 JEAG4601-1991追 補版」 (以下、これ らを

併せて 「JEAG4601」 とい う。)(注 52)及 び 「発電用原子力

設備規格設計・建設規格  JSME SNCl-2005」 (以下、同

規格の平成 19年 (2007年 )版を含めて「JSME」 とい う。)に

準拠するとともに、他の規格基準で規定されている値及び実験等で妥

当性が確認 されている値等)と を比較 し、発生値が評価基準値以下で

あることを確認 した。(乙第 269号 証別添 2別添の 35ないし39ペ

ージ、乙第 271号 証 7-1な いし7-4、 乙第 274号 証 )

(工)動的機能維持の評価

被告は、原子力安全・保安院から示 されたバ ックチェックルール (乙

第 269号 証別添 2別添の 36ページ)に基づき、地震時及び地震後

に動的機能 (注 53)が 要求 される動的機器 (排風機、横形ポンプ、

弁等)の動的機能維持につき、原則 として、機能確認済加速度 (機種
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ごとに試験あるいは解析により、動的機能維持が確認された加速度を

いう。)と の比較を実施した。すなわち、岡1構造の機器については、前

記 (イ )の とおり建物・構築物の地震応答解析により得られた基準地

震動 Ssに よる床の最大応答加速度と機能確認済加速度とを比較し、

剛構造でない機器については、前記 (イ )の とおり建物・構築物の地

震応答解析により得られた基準地震動 Ssに よる設計用床応答スペク

トルから評価対象機器の応答加速度を求め、これと機能確認済加速度

とを比較した (動的機能維持評価 (注 53))。

ただし、この応答加速度が機能確認済加速度を上回る機器について

は、機器・配管系の振動特性に応じ、代表的な振動モー ドを適切に表

現でき、地震荷重を適切に算定できるモデルを設定した上で、動的機

能維持を確認する上で評価が必要となる項目につき、対象部位の構造

強度評価又は動的機能維持評価を行い、発生値を算定した。

以上のとおり求めた加速度と機能確認済加速度とを比較し、又は、

発生値と評価基準値 (JEAG4601に 準拠するとともに、試験等

で妥当性が確認されている値)と を比較し、いずれも、前者が後者以

下であることを確認した。 (乙第 269号証別添 2別添の35ないし

39ページ、乙第 271号証 7-3、 7-5)

イ 本件ストレステスト

被告の行つた本件ストレステス トは前記第 2・ 3(1)で 述べたとお

りであり、「設計上の想定を超える事象」に至る過程において関連する設

備等が機能喪失する地震動の大きさを、前記アで述べた新耐震設計審査

指針に照らした耐震安全性の評価 (本件耐震バックチェック)1こおける、

評価基準値と基準地震動Ssに よる地震力が作用した際の発生値 (応力

値等)と の比によつて算出し、関連する設備等のうち最も小さい値をも

って、「設計上の想定を超える事象」の耐震拾度を特定した。

ヽ
封
／
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13

14

ウ 新規制基準を踏まえて行 う耐震設計 (評価 )

被告は、前記第 2・ 4(2)の とお り本件事業変更許可処分を受けた

耐震設計方針に基づき、本件第 1回設工認申請に係る認可を受け、現在、

本件第 2回設工認申請に係る審査を受けている。

設計及び工事の計画の認可に係る耐震設計に関わる審査については、

原子力規制委員会が、工認審査ガイ ド (乙第 109号 証)を策定 してお

り、これは、発電用軽水型原子炉施設の耐震設計の妥当性を確認するた

めに活用することを目的として策定されたものであるが、その基本的な

考え方は、再処理施設を含む原子力関係施設及びその他の原子炉施設に

も参考 となるものであるとされている (乙第 109号 証 1ページ)。 ま

た、工認審査ガイ ドにおいては、適用可能な耐震設計に関わる規格及び

基準等 として 」EAG4601が 示 されている。そこで、被告は、本件

設工認申請において、本件再処理工場につき、工認審査ガイ ドや 」EA

G4601を 踏まえて耐震設計 (評価)を行い又は行つているところで

あり、以下その手順を述べる
13・ 14。

工認審査ガイ ドでは、 」EAG4601を 適用する場合は、耐震設計審査指針 (旧 指針 )

によるAsク ラスを含むAク ラスの施設を Sク ラスの施設と、基準地震動 S2、 Slを基準
地震動 Ss、 弾性設計用地震動 Sdと それぞれ読み替えるものとされている (乙第 109号
証 6、 7ページ)。
工認審査ガイ ドや 」EAG4601で は、機器・配管系の地震応答解析は、地盤

。建物と

機器 。配管系とを連成させた地震応答解析モデルを設定して行 う場合と、地盤・建物と機器・

配管系とを連成させずに機器・配管系の地震応答解析モデルを設定して行 う場合とがあり、

大型機器は前者に該当し、タンク類、熱交換器、ポンプ及び配管等の機器は後者に該当する

ものとされている (乙第 109号 証 23、 24ページ、乙第 265号 証 518ペ ージ)。 本
件再処理工場の機器・配管系はすべて後者に該当するものとして耐震設計 (評価)を行つて

お り、本文でもこれを前提に述べる。また、」EAG4601で は、機器・配管系について、

第 1種機器 (容器、管、ポンプ、弁 )、 第 2種容器、第 3種機器 (容器、管、ポンプ、弁 )、

第 4種容器又は第 4種管、第 5種管に分類し、それぞれについて応力解析の手順や許容応力

状態等を定めているところ (乙第 265号 証 492、 499ペ ージ)、 各種別は 「発電用原
子力設備に関する構造等の技術基準」 (昭和 55年通商産業省告示第 501号 、以下 「告示
第 501号 」という。)に定めるところによるとされ (同号証 499ペ ージ)、 本件再処理工
場の機器・配管系は、告示第 501号 に定める第 4種容器又は第 4種管に該当する。ただし、
第 3種機器と第 4種容器又は第 4種管とは荷重の組合せ及び対応する許容応力状態が同一

であり (同号証 499ペ ージ)、 本件再処理工場の機器・配管系についても、上位である第
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(ア )地盤モデルの設定、入力地震動の算定

基準地震動 Ssは解放基盤表面における地震動として策定するもの

であり、解放基盤表面より上の地盤における増幅特性等を反映させる

ため、地盤モデルを設定の上、基本的には、一次元波動論等により地

盤の応答解析を実施し、解放基盤表面における基準地震動 Ssか ら建

物・構築物の基礎版における入力地震動を求める(乙第 109号証 14

ないし16ページ)。

(イ )地震応答解析

次に、機器 。配管系に作用する地震力 (動的地震力)については、

設計用床応答スペクトルを用いて、機器 。配管系の設置位置における

応答力日速度を求め、これに基づき算定する (乙第 109号証 23ない

し26ページ)。

床応答スペクトルとは、建物・構築物を解析モデルに置き換え、そ

の解析モデルに前記 (ア )で述べた入力地震動を入力して地震応答解

析を行い、機器・配管系の設置位置 (床 )における応答加速度の時刻

歴を求め、これを入力波として、 1質点系 (注 54)の応答 (応答加

速度)を求めた上で、機器 。配管系の固有周期 (注 55)を横軸、応

答加速度を縦軸、機器・配管系の減衰定数 (注 56)をパラメータと

して図に表したものである。この床応答スペクトルにより、 1質点系

にモデル化された機器・配管系の固有周期に応じた応答加速度が求め

られる (乙第 265号証 511ないし513ページ、513ページの

図 6.5。 1-2、 514ページの図6.5.1-3)。 この床応答ス

ペクトルにつき、これに影響を与える因子の変動をカバーするために、

原則として、周期軸方向に±10%拡幅した設計用床応答スペクトル

3種機器の記載を参照して耐震設計 (評価)を行っているから、本文では第 3種機器の応力

解析について述べる。
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♪

を算定する (同号証 516な いし518ページ)。

そして、地震応答解析法 (スペクトルモーダル解析法)に より、上

記設計用床応答スペクトルにより算出した機器・配管系の各固有モー

ド (注 51)の応答 (応答加速度)を重ね合わせて最大応答を計算し、

これを基に、地震力 (設計用地震力)を求める(乙第 265号証 564、

565ページ)15。

(ウ )応力解析 (強度評価 )

Sク ラスの施設につき、耐震性を確認する上で必要な箇所を評価封

象部位とし、前記 (イ )に より算定した基準地震動 Ssに よる地震力

(地震荷重)と 、地震力以外の荷重とを組み合わせた上で同評価対象

部位に生ずる応力等を算定し、これが JEAG4601又 はJSME

の規定を参考に設定された許奈限界を超えていないことを確認する。

加えて、基準地震動 Ssに よる地震力に対する安全機能の保持を確実

にするとの観点から、弾性設計用地震動 Sdに よる地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方と地震力以外の荷重とを組み合わせ、その結

果発生する応力等が、 JEAG4601又 は」SMEの規定を参考に

設定された許容限界を超えていないことを確認する。(乙第 109号証

27ないし30ページ)

上記の応力を算定するに当たり、6器類やポンプ類の大多数は岡Ⅲ体

(注 57)であるから1質点系モデルとし、形状が複雑な容器、ポン

スペクトルモーダル解析法は、時々刻々と変化する各固有モー ドの応答のずれを考慮せず、

その応答を重ね合わせて最大応答の近似解を求める方法である (例えば、ある構造物の 1次

モー ド (注 51)(固有周期 0.2s)の 最大応答加速度が 180cm/s2、 2次モー ド (固
有周期 0.ls)の 最大応答加速度が 150cm/s2、 3次モー ド (固有周期 0.06s)
の最大応答加速度が60cm/s2の とき、各固有モー ドの最大応答加速度を単純に合計し
た 390cm/s2が 当該構造物の最大応答加速度の近似解ということになる。)。 ただし、
各固有モー ドの応答値が同時刻に最大となることはほとんどなく、実際の応答よりも過大に

加速度を評価することになるため、後処理としてSRSS法 (各固有モー ドの応答値の二乗
和平方根)等の数値的処理がされる (上記例の場合、SRSS法 による最大応答加速度は
241cm/s2と なる。)。

15
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プは多質点系モデル (注 54)と する(乙第 265号証 613ページ)。

その上で、対象機種の重要性、形状の複雑さ等に応じ、材料力学の基

本的な式を用いて比較的簡便に応力を求める手法 (以下、これを「定

型式」という。)や、大型計算機を用いてより精密に応力を求める手法

(有限要素法、シェル構造解析、はりによる解析、骨組構造解析等)

を用いて応力を算定する (同号証 572、 573ページ)。

また、配管系については、①まず直管部、曲がり都、分岐部、集中

質量部等の標準的な構造要素に分ける。直管部については、モデル化

し、動的解析等により算定した応力値及び固有振動数が許容値内にあ

るようにその支持間隔(支持スパン)(これを「標準支持間隔」という。)

を算出する。直管部以外の曲がり部、分岐部、集中質量都等について

も、直管部と同等以上の耐震性を確保すべく、応力及び振動数が標準

支持間隔の応力以下及び振動数以上となるように設計する手法 (定ピ

ッチスパン法)16によるほか、②比較的高温かつ大口径の配管につい

ては、これを多質点系でモデル化して解析を行う手法 (多質点解析法)

によつて応力を算定する(乙第 265号証 617な いし624、 718

ないし729ページ)。

なお、前記アのとおり、本件耐震バックチェックにおいては、原子

力安全・保安院から示されたバックチェックルールに基づき、より簡

易な評価手法として応答倍率法による評価により発生値を算定し、前

記イのとおり、本件ストレステストにおいても、この耐震バックチェ

ックにおける発生値を用いて耐震裕度を算出したが、工認審査ガイ ド

及び」EAG4601で は応答倍率法による評価は採用されていない。

」EAG4601に は、定ピッチスパン法として、振動数基準定ピッチスパン法及び応力

基準定ピッチスパン法が示されているが (乙第 265号 証 719な いし725ペ ージ)、 被
告は、本件再処理工場において、後者を採用しているから (乙第 279号 証 3ページ (下段
右側に記載の数字。))、 ここでは、後者について説明する。
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(工 )応力解析 (動的機能)

Sク ラスの施設を構成する主要設備及び補助設備に属する機器のう

ち、地震時又は地震後に動的機能が要求される動的機器については、

基準地震動 Ssを用いた地震応答解析の結果 (応答値)が動的機能維

持に関する評価基準値を超えていないことを確認する (乙第 109号

証 28、 29ページ、乙第 265号証 746、 747ページ)。

工 耐震評価手法の比較

前記ア及びウでみたとおり、本件耐震バックチェック、本件設工認申

請のいずれにおいても、機器 ▲配管系について、建物 。構築物のモデル

に、基準地震動から求めた入力地震動を入力して地震応答解析を行つて

機器 。配管系の設置位置における応答加速度やこれに基づく床応答スペ

クトルを算定し、その上で評価対象部位につき求めた応力値 (発生値)

が許容限界 (評価基準値)を超えないことを確認する点に変わりはない。

しかしながら、機器・配管系の評価対象部位に生じる応力値 (発生値)

を算定する際の評価手法や設定する条件 (物性値等)には様々なものが

あり、簡易な評価手法や保守的な条件を用いれば算定される応力値 (発

生値)は大きな値となる一方、費用と時間をかけて、精緻で詳細な評価

手法を用いたり、現実的な条件を設定したりして解析すれば、算定され

る応力値 (発生値)はより小さな値となる。そして、本件耐震バックチ

ェックと本件設工認申請とでは、機器・配管系の評価対象部位に生じる

応力値 (発生値)を算定する際の評価手法やその条件の設定が同一とは

限らず、以下では、このうち、応力評価の手法について、応力値 (発生

値)の算定に与える影響に着目しながら述べる。

(ア )本件耐震バックチェック等における応力評価の手法

被告は、前記アで述べたとおり、本件耐震バックチェックにおいて

は、機器 3配管系の応力解析につき、原則として、後記 (イ )で述べ

三 _♪
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るようにして応力値を求めることなく、簡易評価 (応答倍率法による

評価)に より、かつ、発生値がより大きくなるようにしてこれを算定

した (乙第 274号 証 4ページ)(別紙図 6)。

そして、このような応答倍率法による評価方法の妥当性を確認する

ため、鉛直地震動が大きく作用する
17ク レーン類について、応答倍率

法による発生値 と詳細評価 (スペク トルモーダル解析法等)に よる発

生値 とを比較 したところ、いずれも前者が後者を上回つてお り、例え

ば使用済燃料受入れ・貯蔵建屋のバスケット取扱装置については、応

答倍率法による発生値 (301N/mm2)が 詳細評価による発生値

(74N/mm2)と 比較 して 4倍以上の値 となっていることを確認

し、平成 22年 6月 17日 、原子力安全委員会に対 しこれを報告 した

(乙第 274号 証 9ページ)(別紙図 7)。

本件ス トレステス トでは、本件耐震バ ックチェックにおいて上記の

ようにして算定した発生値を用いて耐震裕度を特定した。

(イ )本件設工認 申請における応力評価の手法

被告は、本件設工認申請においては、機器・配管系の応力解析につ

き、 」EAG4601を 踏まえて耐震設計 (評価)を行い又は行つて

いるところである。以下では、 JEAG4601に 示 されている、定

型式、大型計算機を用いてより精密に応力を求める手法 (有限要素法

等 )、 また、配管系の応力解析に係 る、定ピッチスパン法、多質点解析

法について述べる。

a 定型式

応力の算定については簡便な定型式が知 られてお り、この基本的

前記第 2・ 2の とおり、新耐震設計審査指針において、基準地震動 Ssに よる地震力につ

き鉛直方向の地震力を動的に考慮することとされたことから、被告は、鉛直地震力が大きく

作用するクレーン類について確認を行つた。
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な式を用いて応力を算定する際、荷重が分散 される構造を考慮 しな

い、異なる位置の異なる応力を組み合わせて評価応力 とするなど、

応力を評価する上で存在する様々な不確定性に対 して安全側に見積

もることにより保守性を持たせるようにしてお り、このようにして

算定される応力値は真の応力値よりも大きくなる (乙第 265号 証

630、 631、 633、 730、 731ペ ージ)。

b 有限要素法

大型計算機を用いてより精密に応力を求める手法 (すなわち、前

記 aで述べた定型式によつて応力を求めるのではなく、より精密に

応力を求める手法)と して、有限要素法 (Finite Eleme

nt Method、 以下 「FE■ 11解本斤」 とい う。)が広 く用いられ

ている。

FEM解 析 とは、構造物を、有限個の要素に分割 し、これ らの要

素と節点 (各要素をつなぐもの)に よリモデル化 し、荷重条件等を

入力 して応力等を出力する手法をい う (乙第 265号 証 589ペ ー

ジ)。

ここにい う要素には、複数の種類があり、構造物を構成する一部

を要素 として表現するものとして、骨組構造に適用 される線状の要

素 (棒要素、は り要素 )、 板構造や曲面構造 (シェル構造)に適用 さ

れる面状の要素 (平板要素、曲面要素)が あるだけでなく (こ れ ら

の要素は、次のノリッド要素と区別 して構造要素と呼ばれる。)、 構

造物を連続体の要素として表現するものとして、一般二次元体構造

に適用 される一般二次元体要素 (ノ リッド要素、連続体要素)等も

ある。また、要素への分割 も、その数が計算機の記憶容量の上限に

達するまで、より細かくすることが可能である。

そして、 FEM解 析による応力等の計算結果は、要素の種類 と数

「♪
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の選択に依存している。すなわち、構造物の一部のみを要素とした

り、要素数を少なくしたりすれば、入力した荷重が少ない節点に作

用する (こ れを「集中荷重」という。)。 他方、ノリッド要素を用い

て、かつ、要素数を多くするなどして構造物を精緻にモデル化すれ

ば、入力した荷重は多くの節点に分布する (これを「分布荷重」と

いう。)。 そして、分布荷重の方が出力される応力値は真の応力値に

より近い値 (近似値)になる。ただし、このようなモデルの精繊化

には手間と時間、費用を要するから、構造要素を用いてモデル化す

る方が効率的であり、解析の目的に応じて要素の種類と数を選択す

るものとされている。(乙第 276号証 23ないし51、 54、 65、

72、 76、 89、 90、 97、 146ページ、乙第 277号証43(

45ページ、乙第 278号証 19ないし21、 30ないし32、 45、

46、 58、 69、 70、  72ページ)

c 定ピッチスパン法、多質点解析法

配管系の応力解析については、 JEAG4601に おいては、定

ピッチスパン法と多質点解析法とが示されている。被告は、本件再

処理工場において設置している大多数の配管につき、主に定ピッチ

スパン法を用いて評価するものの、高温かつ大口径の配管、及び、

狭降部等の配管については、多質点解析法を実施する方針としてい

る。

定ピッチスパン法は、前記ウ (ウ )の とおり、配管の構造要素の

うち直管部のみをモデル化して標準支持間隔を算出し、それ以外の

部位についても応力及び振動数が標準支持間隔の応力以下及び振動

数以上となるように設計する手法であるところ、直管部のモデル化

に際し、一方の端は拘束するがもう一方の端は拘束しない条件 (固

定端一自由端)と して扱っており、現実の配管に合わせて直管部の
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両方の端を拘束する条件 (固定端一固定端)と する多質点解析法 と

比較 して理論上 1.5倍 の保守性を有 している 18。 また、多質点解

析法では、現実の配管に合わせてモデル化 してお り、各形状、方向

に複数の振動モー ドが発生 し、それ らの振動モー ドに応 じた荷重が

モデル全体に分散 されるのに対 し、定ピッチスパン法では、 1次

モー ドが支配的な直管部のみをモデル化 してお り、そこで発生 した

荷重がすべての方向に一律の値 として作用するため、荷重が大きく

算出される保守性を有 している。そ して、実際に、被告が、直管部

と直管部以外の 7種の形状 とについて、定ピッチスパン法を用いて

算出した応力値
19と
多質点解析法を用いて算出した応力値 とを比

較 し、前者が後者よりも大きいことを確認 した。 さらに、この定ピ

ッチスパン法を用いて算出した応力値には、同手法 自体の保守性の

ほか、施工の結果 として生 じる保守性に起因するものも含まれてい

るから、施工による保守性を排除し、同手法自体の保守性を確認す

る観点から、直管部 と直管都以外の 7種の形状 とについて検討用モ

デルを設定 し、定ピッチスパン法 と多質点解析法 とをそれぞれ用い

て応力値を算出し、前者による応力値が後者による応力値よりも大

きいことを確認 した。

このように、被告は、定ピッチスパン法が、多質点解析法と比較

して少なくとも 1.5倍 以上の保守性を確保できることを確認 して

いる。 (乙第 279号 証 )

より具体的に述べると、固定端―自由端のモデルではM=wL2/8に より、固定端―固

定端のモデルではM=wL2/12に より、それぞれ曲げモーメント (注 58)を 求めるこ
ととされており、曲げモーメントを算出する式の係数に照らし、前者は後者 と比較 して 1.5
倍の保守性を有している。なお、Mは曲げモーメント、wは等分布荷重、Lは支持間隔を指す。

定ピッチスパン法では、直管部以外の形状について応力を算出していないが、多質点解析

法を用いた応力評価 と比較することを目的に、直管部以外の 7種の形状について応力を算出
した。

18

19
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(ウ )小括

以上のとおり、被告は、本件再処理工場の本件耐震バックチェック

における機器・配管系の評価について、原則として、簡易評価 (応答

倍率法による評価)に より、かつ、より大きい値が算定されるように

して発生値を算定している。被告が本件ストレステストを実施する際

も、本件耐震バックチェックにおいて算定した発生値を用いて耐震裕

度を特定している。これに対し、本件設工認申請における機器・配管

系の応力解析につき用いている」EAG4601に は、その中では簡

便な手法 (定型式を用いた評価、定ピッチスパン法)からより精緻で

詳細な手法 (FEM解析、多質点解析法)までが示されており、前者

によれば集中荷重等により大きな応力値が算出される一方、後者によ

れば選択した要素の種類、分割数に応じて集中荷重から分布荷重とな

り、それに伴い通常は真の応力値に近づく。被告は、本件設工認申請

において、この認められた範囲におセヽて、必要性、効率性を考慮しな

がら、応力評価の手法を選択するなどして耐震評価を行っているとこ

ろである。

本件再処理工場の安全上重要な施設についての本件耐震バックチェ

ック及び本件ス トレステス トの結果から、基準地震動を最大加速度

700Galに 引き上げてもこれに対する耐震性を満足しない旨の原

告らの主張は、被告が本件耐震バックチェック及び本件ストレステス

トにおいて上記のようにして算出した発生値の大きさ (耐震裕度の小

ささ)のみに依拠したものであつて、本件設工認申請で用いる、より

精緻で詳細な応力評価の手法の下で応力値 (耐震裕度)も変わり得る

ことを正解しない点において理由がない
20。

20 本文で述べたとお り、耐震設計 (評価)における応力値 (発生値)は、応力評価の手法等
により変わり得るものであり、その値と現実に発生する地震に対し各部位に生じる応力値
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オ 原告 らの挙げる機器について

原告 らが挙げる各個の機器について、基準地震動 700Galに 対 し

耐震性を満足せず、基準地震動 700Gal相 当の地震動が発生 した場

合でも破壊する旨の主張も、以下のとお り理由がない。

(ア )高 レベル廃液濃縮缶加熱・冷却コイル支持構造物

まず、原告 らの挙げる高 レベル廃液濃縮缶
21は
、その胴部は高 レベ

ル廃液の閉じ込めの機能を有 し、また、その加熱・冷却コイルは、必

要に応 じて安全冷却水系 (再処理設備本体用)か ら冷却水が供給され、

内包する高 レベル廃液の崩壊熱 (注 59)を 除去 して冷却する機能を

有 していることから、胴都及び高 レベル廃液濃縮缶内にある加熱・冷

却コイルの耐震安全性が重要である。そこで、胴部は支持架構により

支持 させてお り、加熱・冷去,コイルは高 レベル濃縮缶 と接続する加熱・

冷却コイル支持構造物により支持 させている。(被告準備書面 (2)52、

78、 84ページ、乙第 4号証 20ページ、乙第 85号証 6-7-3

13、 6-7-315、 6-7-318、 6-7-319ペ ージ、乙

第 280号 証 4、 8、 9ページ)。

被告は、本件耐震バ ックチェックにおいては、高 レベル廃液濃縮缶

が本件再処理工場の特徴的な機器であることから、分離建屋の地震応

(真の応力値)と の間には余裕があるほか (別紙図 8における余裕① )、 耐震設計 (評価 )
における応力値 (発生値)と 許容限界との間にも余裕があり (別紙図 8における余裕② )、
更に、許容限界と限界値との間にも余裕がある (別紙図 8における余裕③ )。 したがって、
万一、本件再処理工場において、基準地震動 Ssを超える地震動が発生しても、耐震重要施
設が直ちに機能喪失することにはならない。なお、本件再処理工場の機器

。配管系が該当す

る第 4種容器又は第 4種管の 1次一般膜応力 (構造的な不連続部から離された一般的な部位
における板厚方向の平均応力)については、規格基準等で定められた材料の設計引張強さ
(Su)に 0.6を乗じた値を許容限界とし、Suに対して余裕をもつた値とされている (乙
第 265号 証 501ペ ージの種別 「第 3・ 4種」、許容応力状態 「ⅣAS」 の 「1次一般膜
応力」欄)。 被告準備書面 (3)98ペ ージには、設計引張強さ (Su)に対し3分の 2を
乗じた値を許容限界とすると記載 したのは、上記のとおり訂正する。
21 原告 ら準備書面 25別紙 2(34ペ ージ)にいう「分離建屋 (AB)」 の「評価対象設備」
の「高レベル廃液濃縮缶 A」 である。
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答解析で得 られた水平地震動 (Ss-lH、 Ss-2H)、 鉛直地震動

(Ss-lv、 Ss-2v)(乙 第 271号 証 4-19)を 包絡 した床応

答スペク トルを周期軸方向に± 10%拡 幅 した設計用床応答スペク ト

ルを用いて、詳細評価 (スペク トルモーダル解析法)を実施 し、これ

により算定 した発生値が評価基準値以下であることを確認 した。その

結果、その胴部の取付ボル トの応力比 (発生値/評価基準値 )が 0.89、

その加熱・冷却コイル支持構造物の応力比 (発生値/評価基準値)が

0,91と なった 22。 これは、前記第 2・ 2の とお り、新耐震設計審

査指針においては、基準地震動 Ssに よる地震力につき鉛直方向の地

震力を動的に考慮することとされ、発生値が大きく算出されたことに

よるものである (乙第 280号 証 11な いし 29、 34ページ、乙第

281号 証 5ページ)。

もつとも、本件設工認申請においては、上記胴部の取付ボル ト、加

熱 。冷却コイル支持構造物の詳細評価 (スペク トルモーダル解析法 )

を実施するに当た り、より詳細化 した解析モデル 、(部材間の結合条件

を変更 した解析モデル)を用いて応力値を算定しているところであり

(乙第 282号 証 25[右 端の凡例 ]、 90[No,799、 800]

ページ (下段右イ貝llに記載の数字。以下同じ。))、 本件設工認申請で得 ら

れる応力値は、本件耐震バ ックチェックにおいて算定した発生値より

も小さい値になるものと見込まれる。

したがって、高 レベル廃液濃縮缶の支持構造物につき、本件再処理

工場の基準地震動に対 し耐震性を満足せず、これに相当する地震動が

発生 した場合でも破壊 し、その結果、高 レベル廃液濃縮缶が転倒落下

22 本件耐震バックチェックに係る報告書において、高レベル廃液濃縮缶について、その「支

持構造物」を評価都位として行った応力比を「0.91」 と記載 したのは、同濃縮缶の評価
のうち、応力比が大きい加熱・冷却コイル支持構造物についての値を記載したものである。
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するなどして同濃縮缶本体が破壊 されるとする原告 らの主張には根拠

を欠き、理由がない。

(イ )高 レベル濃縮廃液一時貯槽等

次に、高 レベル廃液ガラス固化建屋の高 レベル濃縮廃液一時貯槽、

高 レベル廃液混合槽、供給液槽、供給槽についてみると、前記 (ア )

で述べた高 レベル廃液濃縮缶等でその性状に応 じて蒸発処理等をした

高 レベル廃液等を高 レベル濃縮廃液一時貯蔵槽 (1基 当た り約 25

m3、 2基)で受け入れた後、高レベル廃液混合槽 (1基 当た り約 20

m3、 2基)等に移送 し、その後必要に応 じて組成調整を行った後、供

給液槽 (1基当た り約 5m3、 2基 )、 供給槽 (1基当た り約 2m3、 2

基)を経てガラス溶融炉に移送 し、ガラス溶融炉でガラス原料 と共に

溶融 してガラス回化体にする (被告準備書面 (2)52、 53ページ、

乙第 4号証 20ページ、乙第 85号証 6-7-323、 6-7-342、

6-7-359、 6-7-404ペ ージ)。 このように、高 レベル濃縮

廃液一時貯槽、高 レベル廃液混合槽、供給液槽、供給槽は、高 レベル

廃液の閉じ込めの機能を有 していることから (乙第 85号証 6-7-

321、 6-7-329、 6-7-356、 6-7-368ペ ージ)、

各容器の耐震安全性が重要である。

被告は、高 レベル濃縮廃液一時貯槽、供給液槽、供給槽については、

本件耐震バックチェックにおいて、簡易評価 (応答倍率法による評価 )

を実施し、その取付ボル トの応力比 (発生値/評価基準値)をそれぞ

れ 0.68、 0.34、 0,89と 算定した (乙第 271号証 7-

)
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48)23・ 24。 本件設工認申請においては、前記ウ、工のとおり、 J

EAG4601を 踏まえて、定型式、大型計算機を用いてより精密に

応力を求める手法 (有限要素法等)に より耐震設計 (評価)を行って

いるところであり、本件設工認申請で得られる応力値は本件耐震バッ

クチェックにより算定した発生値よりも小さい値になるものと見込ま

れる。

他方、被告は、高レベル廃液混合槽については、本件耐震バックチ

ェックにおいて、これをモデル化した上で、高レベル廃液ガラス固化

建屋の地震応答解析で得られた水平地震動 (Ss-lH、 Ss-2H)、

鉛直地震動 (Ss-lv、 Ss-2v)(乙第 271号証4-19)を 包

絡した床応答スペクトルを周期軸方向に±10%拡幅した設計用床応

答スペクトルを用いて、取付ボル トを評価部位として詳細評価 (スペ

クトルモーダル解析法)を実施し、その応力比 (発生値/評価基準値)

を0.81と 算定した (乙第 271号証 7-48、 7-49)。 本件設

工認申請においては、高レベル廃液混合槽をモデル化するに当たり断

面特性の設備状況を反映するなどしてより精緻に応力値を算定してい

るところであり(乙第 282号証 25[右端の凡例]、 84[No.728]

ページ)、本件設工認申請で得られる応力値は本件耐震バックチェック

により算定した発生値よりも小さい値になるものと見込まれる。

したがって、上記各貯槽につき、基準地震動に対し耐震性を満足せ

23 被告が、本件耐震バックチェックに係る報告書において、高レベル濃縮廃液一時貯槽等に
ついて、その「取付ボル ト」を評価部位として行った応力比を記載 したのは、高レベル濃縮

廃液一時貯槽等の評価のうち、応力比が大きい取付ボル トについての値を記載 したことによ

る。
24 原告らは、被告が、本件耐震バックチェックにおいて、高レベル廃液ガラス固化建屋の「供

給液槽 A、 B」 につき、その銅板を評価部位 として簡易評価を実施 し、その応力比を0,75
と評価 した旨を主張しているが (原告ら準備書面 25・ 35ページ)、 供給液槽そのもので
はなく、「供給液槽 A、 Bの凝縮器」につき、その銅板を評価部位 として簡易評価を行い、
その応力比を 0。 75であると算定したものである (乙第 271号 証 7-49)。
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ず、これに相当する地震動が発生 した場合でも取付ボル トが破損 し、

その結果、各蓉器が破壊 される旨の原告 らの主張には根宇夕とがなく、理

由がない。

(ウ )ガ ラス固化体貯蔵設備の冷却空気入 ロシャフ ト

高レベル廃液ガラス回化建屋のみ却空気入 ロシャフ トについてみる

と、前記 (イ )で述べたガラス固化体は、高 レベル廃液ガラス固化建

屋及び第 1ガ ラス固化体貯蔵建屋のそれぞれに設置するガラス固化体

貯蔵設備で貯蔵する。ガラス固化体貯蔵設備は、ガラス固化体を貯蔵

ピットの収納管内にたて積みで収納 し、冷却空気を、高さ約 29m(高

レベル廃液ガラス固化建屋)又は高さ約 25m(第 1ガ ラス固化体貯

蔵建屋)の冷却空気入 ロシャフ ト (いわゆる迷路板)か ら貯蔵 ピット

内の下部に流入 させ、十分な通風力を与える高さ約 35五の冷去,空気

出ロシャフ ト (いわゆる迷路板)つ卜気 日から大気中へ放出して、ガラ

ス固化体から発生する崩壊熱を除去する設計 として、冷去,機能を確保

している (被告準備書面 (2)53、 85ページ、同別紙図 6-10、

乙第 85号証 6-7-371、 6-7-379ペ ージ)。

被告は、本件耐震バ ックチェックにおいて、迷路板 (冷却空気入 口

シャフ ト側)について、評価部位を架構最大応力点として簡易評価 (応

答倍率法による評価)を実施 し、その応力比 (発生値/評価基準値 )

を 0。 74(高 レベル廃液ガラス固化建屋 )、 0,73(第 1ガ ラス固

化体貯蔵建屋)と それぞれ算定した (乙第 271号 証 7-52、 7-

56)。 本件設工認申請においては、前記 ウ、工のとお り、」EAG4

601を 踏まえて、定型式、大型計算機を用いてより精密に応力を求

める手法 (有限要素法等)に より耐震設計 (評価)を行っているとこ

ろであり、本件設工認申請で得 られる応力値は本件耐震バ ックチェッ

クにより算定 した発生値よりも小さい値になるものと見込まれる。

「
1)
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したがって、上記迷路板 (冷去,空気入 ロシャフ ト側)につき、基準

地震動に姑 し耐震性を満足せず、これに相当する地震動が発生 した場

合でも破損 し、入 ロシャフ トが塞がれ、ガラス固化体の冷却に支障が

生 じる旨の原告 らの主張には理由がない。

(3)本件設工認申請の見通 しについて

被告は、本件再処理工場について、前記 (2)ウ で述べた手順の下耐震

設計 (評価)を行い、 Sク ラスの機器・配管系に生ずる応力等が許る限界

内にあることを確認 し、令和 4年 12月 26日 付けで本件第 2回設工認申

請を行った。本件第 2回設工認申請をした際の地盤モデルは、同申請に係

る審査を踏まえて変更 し (以下、変更前の地盤モデルを 「変更前地盤モデ

ル」、変更後のモデルを「変更後地盤モデル」とい う。)、 それに伴い、基準

地震動 Ssか ら設定する入力地震動を変更 したことから、地震応答解析、

応力解析を再度行って、機器・配管系に生ずる応力が許容限界内にあるこ

との確認を行っているところである。そして、上記のとお り地盤モデルを

変更 しても、入力地震動に有意な影響を与えないことを確認 してお り (後

記ア)、 例えば、分離建屋に設置 している環状形パルスカラムについて、

抽出塔を代表 させて、変更後入力地震動を用いて地震応答解析、応力解析

を行い、各評価部位の応力値が許容限界を超えないことを確認 していると

ころである (後記イ )。 以下、それぞれについて述べる。

ア 地盤モデルの変更による入力地震動への影響の確認

(ア )地盤モデルの変更

被告は、本件第 2回設工認申請においては、本件敷地の地質構造が、

鷹架層中の f-1断 層及び f-2断 層を境にした 3つの領域に区分 さ

れることから (乙第 85号証 4-6-17、 4-4-543ペ ージ)、

この 3つの領域の各地盤 (中央地盤、西側地盤、東側地盤)を地盤モ
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デルとして入力地震動を求め、この入力地震動を用いて、 Sク ラスの

各機器 a配管系に生ずる応力が許容限界内にあることを確認した。

その後、被告は、本件第 2回設工認申請に係る審査を踏まえて、本

件敷地においてPS検層 (注 60)等を改めて行い、速度構造 (S波

速度 (注 61)等)等のデータを複数地点で取得し、既に取得してい

たデータを含めそれらの信頼性を確認し、整理した上 (乙第 283号

証 31ないし203ページ)、 この整理したデータに基づき、上記 3つ

の地盤について、地下構造を整理するエリア (中央地盤は中央エリア

①ないし③、西側地盤は西側エリア①、東側地盤は東イ貝llエ リア①ない

し⑥の計 10エ リア)を設定した (同号証 205、 206ページ)。 そ

して、各エリアにおいて、それぞれの地盤の特徴を捉えてパラメータ

を検討して、地下構造を設定し (同号証 207ないし252ページ)、

設計に用いる地盤モデルを設定した (同号証 253な いし302ペー

ジ)。 その上で、被告は、各地盤モデルについて、入力地震動を算定し

(同号証 303な いし665ページ)、現在、この入力地震動を用いて、

Sク ラスの各機器・配管系に生ずる応力が許熔限界内にあることを確

認しているところである。

(イ )入力地震動への影響の確認

被告は、本件事業変更許可申請において策定した基準地震動 Ss

(Ss― A、 Ss― BlないしSs― B5、 Ss― ClないしSs―

C4)の うち施設評価に最も影響が大きいと考えられる基準地震動 S

s― A及びSs― Clか ら、変更前地盤モデルを用いて算定した入力

地震動 (以下「変更前入力地震動」という。)と 変更後地盤モデルを用

いて算定した入力地震動 (以下「変更後入力地震動」という。)と を代

表例を用いて比較した。

すなわち、まず、中央地盤モデル、中央エリア①については、分離

「♪
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建屋 (AB建屋)を代表 として、その基礎底面位置 (T.M.S.L.

(注 62)+34.39m)の 変更前入力地震動の加速度応答スペク

トル と変更後入力地震動のそれ とを比較 したところ、後者が前者より

小 さいものとなった (別紙図 9-1)。 これは、変更後地盤モデルを設

定するに当たって検討 したパラメータの うち岩盤部分の減衰定数を大

きい値に変更 したことによるものと考えられる。

次に、西側地盤、西側エ リア①については、第 1ガ ラス回化体貯蔵

建屋 (KB建屋)を代表 として、その基礎底面位置 (T.M,S.L.

+35,20m)の 変更前入力地震動の加速度応答スペク トル と変更

後入力地震動のそれ とを比較 したところ、周期帯によつて若千大小関

係が変動するが、ほぼ変わらない結果 となった (別紙図 9-2)。 これ

は、変更後地盤モデルを設定するに当たって検討 したパラメータの う

ち岩盤部分の物性値を小さい値に変更 し、それに伴い応答増幅が大き

くなった一方、同パラメータの うち岩盤部分の減衰定数を大きい値に

変更し、それに伴い短周期側で応答増幅が小 さくな り、総合的に変更

前入力地震動 と変更後入力地震動 との間で差が小 さくなつたものと考

えられる。

さらに、東側地盤、東側エ リア①については、精製建屋 (AC建屋 )

を代表 として、その基礎底面位置 (T,M.S.L.+33.80m)

の変更前入力地震動の加速度応答スペク トル と変更後入力地震動のそ

れ とを比較 したところ、後者が前者より小さいものとなった (別紙図

9-3)。 これは、中央地盤モデル と同様、変更後地盤モデルを設定す

るに当たって検討 したパラメータの うち岩盤部分の減衰定数を大きい

値に変更 したことによるものと考えられる。

以上のとお り、被告は、本件第 2回設工認申請において、変更前地

盤モデルによる変更前入力地震動を用いて Sク ラスの機器 。配管系に

、
‐
７
ノ
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生ずる応力が許祭限界内にあることを確認 しているところ、その後に

行った地盤モデルの変更が入力地震動 (変更後入力地震動)に有意な

影響を与えないことを確認 している。

環状形パルスカラムの耐震評価

被告は、本件第 2回設工認申請において、本件再処理工場の分離建屋

に設定している環状形パルスカラムについて、前記アで述べた変更後入

力地震動を用いて地震応答解析、応力解析を行い、各評価部位の応力値

が許奈限界を超えないことを確認 した。

すなわち、環状形パルスカラムは、外胴板 と内胴板 とから成る環状形

の細長い二重円筒本器で構成 し、内胴板は上下ふた板部を介 して外胴板

に接続 してお り、内胴板の内側に質量の大きい中性子吸収材 (ス テンレ

ス被覆ほう素入 リコンクリー ト)を有 しているところ、これ らの基本構

造は、抽出塔、第 1洗浄塔、第 2洗浄塔、TBP洗 浄塔、プル トニウム

分配塔の 5基の環状形パルスカラムに共通 してお り、その設計プロセス

も、 5基の環状形パルスカラムに共通 している。また、建設時には基本

形状である抽出塔を代表 としてそれを模擬 した試験体を用いた耐震試験

や解析による検証を行っていたこと、さらに、抽出塔が最も厳 しい評価

結果 となる見通 しが得 られていたことから、抽出塔を代表 として、FEM

解析により各評価部位 (①ふた板部、②内胴あて板都、③円錐部、④本

体のラグ取付部 り同板 )、 ⑤ラグ、⑥取付ボル ト)の応力値を算出した。

その結果、いずれの評価部位においても応力値 (①ふた板部は279

MPa(注 63)、 ②内胴あて板部は195MPa、 ③円錐部は179

MPa、④本体のラグ取付都 0同板)は 26MPa、⑤ラグは19MPa、

⑥取付ボル トは47MPa)が 許容限界 (①ないし④は315MPa、

⑤は205MPa、 ⑥は153MPa)を 超えないことを確認した25。

前記第 1、 第 2・ 4(1)で 述べたとお り、耐震重要度 Sク ラスの施設 (耐震重要施設 )

イ

25
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(乙第 284号 証 55ないし 101、 302な いし338ペ ージ)(別

紙図 10)

被告は、上記の確認結果を、令和 7年 3月 24日 に開催 された第 54

7回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合で原子力規制委員

会に説明した (乙第 285号 証 )。

(4)ノJヽ 1舌

以上のとお りであるから、本件再処理工場の安全上重要な施設について

の本件耐震バンクチエンク及び本件ス トレステス トの結果から、最大加速

度 700Galに 引き上げた基準地震動に姑 して耐震性 を満足 しない旨

の原告 らの主張は、本件耐震バックチェックにおける耐震安全性評価及び

本件ス トレステス トにおける耐震裕度の特定と、これに対する新規制基準

を踏まえて行 う本件設工認申請における耐震設計 (評価)と の違いを正解

せず、被告の本件設工認申請の見通 しに照 らしても理由がない。

第 2章 本件再処理工場の重大事故等対策

被告は、本件再処理工場において、臨界防止に係る対策、閉じ込めの機能に係

る対策、さらに、この閉じ込めの機能等が損なわれないよう、わ却のための対策、

火災等による損傷の防止に係る対策といった、施設の故障、誤作動又は誤操作と

については、基準地震動 Ssに よる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない
ように設計し、また、基準地震動 Ssと の応答スペクトルの比率が 0.5を 下回らないよう
な値で工学的判断に基づいて設定される弾性設計用地震動 Sdに よる地震力又は静的地震
力のいずれか大きい方の地震力に対 して概ね弾性状態に留まる範囲で耐えることを確認す

るほか、地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備 (注 64)に
ついては、基準地震動 Ssを 1,2倍 した地震力に封して重大事故等に対処するために必要
な機能が損なわれるおそれがないように設計する。発生応力としては基準地震動 Ssを
1.2倍 した地震力によるものが最大となり、許容限界 (評価基準値)と しては弾性範囲内
であることが最小となるところ、本文で述べた評価結果は、いずれも基準地震動 Ssを 1。 2
倍した地震力による発生応力が弾性範囲内であることを確認 したものである (乙第 284号
証 88、 338ペ ージ (下段右側に記載の数字。以下同じc))。

少
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)

いつた本件再処理工場内の事象 (内的事象)に起因して、その安全機能が損なわ

れないよう安全対策 (事故防止対策)を講 じている。 この事故防止対策を講 じる

に当たつては、異常の発生が防止 されること (異常発生防止 )、 仮に異常が発生 し

たとしてもその波及、拡大が抑制 されること (異常拡大防止 )、 更に異常が拡大す

るとしてもその影響が緩和 されること(事故影響緩和)と いつた深層防護 (注 65)

の考え方を採 り入れ、これにより確実に事故の防止等を図つている。

これとは別に、被告は、地震等の自然現象や外部からの人為事象 (故意による

ものを除く。)と いった本件再処理工場外の事象 (外的事象)に起因してその安全

機能が損なわれることがないよう安全対策を講 じている。特に、地震については、

これまで繰 り返 し述べてきたとお り基準地震動 Ssを保守的に策定 してお り、耐

震重要施設については、このように策定した基準地震動 Ssに よる地震力に対 し

てその安全機能が損なわれないよう耐震設計 (評価)を している。

(再処理事業指定基準規則第 2章 (乙第 25号証 7ないし49ページ)、 被告準備

書面 (2)12な いし 14、 65ないし99ページ、被告準備書面 (3)、 被告準

備書面 (8)12な いし34ページ、本準備書面第 1章 )

このように、被告は、本件再処理工場において、安全機能が損なわれないよう

十分な安全対策を講 じてお り、内的事象に起因してその安全機能が損なわれるこ

とは考えられず、また、基準地震動に相当する地震動が発生 した場合に耐震重要

施設がその安全機能が損なわれることも考えられないが、新規制基準において、

「設計上定める条件 より厳 しい条件」を設定し、その下において再処理規則 1条

の 3に定める重大事故 (臨界事故、冷却機能の喪失による蒸発乾固、放射線分解

により発生する水素による爆発、有機溶媒等による火災又は爆発、使用済燃料の

著 しい損傷、放射性物質の漏えい)の発生を仮定し、重大事故等姑策を講ずるこ

ととされたことを踏まえて、「設計上定める条件より厳 しい条件」を設定し、その

条件の下において、再処理規則 1条の 3に定める各重大事故の発生を防止 し (そ

の封策を「重大事故発生防止対策」とい う。)、 各重大事故が発生 した場合におい
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て、その拡大を防止するとともに、その影響を緩和 して本件再処理工場外への放

射性物質の異常な水準の放出を防止すること (こ れ らを併せて 「重大事故拡大防

止対策」とい う。)ができるよう重大事故等対策を講 じている。そして、この重大

事故等対策は、深層防護の考え方によれば、事故防止対策 として想定された障壁

の次の障壁に相当するものである。(再処理事業指定基準規則第 3章 (乙第 25号

証 50ないし82ページ)、 被告準備書面 (2)14、 15、 100な いし103

ページ)

以下では、被告が講 じている重大事故等対策の概要を述べる (後記第 1)。 その

後、重大事故等対策に関する原告 らの主張に姑 して反論する (後記第 2)。

第 1 重大事故等対策の概要

被告は、新規制基準を踏まえ、本件再処理工場において、「設計上定める条件

より厳しい条件」の下における各重大事故につき、その発生を仮定する機器を

特定した上で、各重大事故等に対処するための機能を有する設備である重大事

故等対処設備 (再処理事業指定基準規則 1条 2項 7号)を設けるとともに
26、

各重大事故等に姑処するために必要な手順書の整備等を行い (原子炉等規制法

44条の 2第 1項 2号 )、 それらの各重大事故等に対する有効性評価を行った

(再処理事業指定基準規則の解釈 28条 1項 1号、 3号、同条 2項 (乙第 25

号証 50、 52ないし54ページ)、 乙第 85号証 557ないし559ページ)。

これに対し、令和 2年 7月 29日 、原子力規制委員会から、再処理事業指定基

準規則 28条ないし47条及び「使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業

者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準 (平成 25年 11月 27日 原管研発第 1311277号

以下で述べる各重大事故等対策として設ける重大事故等対処設備のほか、被告は、各重大

事故等の対処に必要となる水の供給設備や電源設備等も設け (再処理事業指定基準規則 40
条ないし47条 (乙第 25号証 74ないし82ページ))、 更に、自主対策設備 として共通電
源車を複数台配置している (被告準備書面 (2)102、 103ペ ージ)。
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―)

原子力規制委員会決定 )」 イこ適合 していることの確認 を受け (乙第 86号 証

137な い し295ペ ージ)、 本件事業変更許可処分を受けた。

以下では、「設計上定める条件より厳 しい条件」の設定及び重大事故の発生を

仮定する機器の特定の考え方を述べた上で (後記 1)、 重大事故ごとに、重大事

故の発生を仮定する機器の特定と重大事故等対策の内容、その有効性評価 (後

記 2ないし 7)、 重大事故が同時に発生 した場合の重大事故等封策 とその有効

性評価 (後記 8)をそれぞれ述べ、その後、重大事故等対処設備の設計方針に

ついて述べる (後記 9)。

1 「設計上定める条件より厳 しい条件」の設定及び機器の特定の考え方

被告は、設計基準においては、安全上重要な施設の安全機能が喪失 しない

設計 としているが、重大事故の発生を仮定する際には、再処理規則 1条の 3

に定める「設計上定める条件より厳 しい条件」 として、安全上重要な施設の

安全機能の喪失を想定する必要がある。そこで、その条件の設定につき述べ

(後記 (1))、 当該条件の下において重大事故の発生を仮定する機器の特定

の考え方について述べる (後記 (2))。

(1)条件の設定

被告は、「設計上定める条件 より厳 しい条件」について、以下のとお り、

外的事象 と内的事象それぞれについて検討 し、設定した。

ア 外的事象

外的事象については、安全機能を有する施設の設計において想定 した、

地震、火山の影響等の 56の 自然現象 と航空機落下等の 24の人為事象

(以下、自然現象 と併せて「自然現象等」とい う。)に対 して、一定の基

準に該当する自然現象等 (a発生頻度が極めて低い自然現象等、 b発生

するが、重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要

因となる規模の発生を想定 しない自然現象等、 c本件再処理工場周辺で
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は起こり得ない自然現象等、 d発生しても重大事故の起因となる安全上

重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないこ

とが明らかである自然現象等)を除いた上で、設計上の安全余裕を超え

る規模の自然現象を想定したとしても設備が機能喪失に至ることを防止

できるもの (森林火災、草原火災、積雪、火山の影響 (降下火砕物によ

る積載荷重)、 千ばつ、湖又は川の水位下降)を選定しないこととした。

その結果、重大事故の起因として考慮する自然現象等として、①地震

と②火山の影響 (降下火砕物によるフィルタの日詰まり等)を選定した。

そして、「設計上定める条件より厳しい条件」として、①地震については、

基準地震動を超える地震動の地震により、一定の範囲で安全上重要な施

設が長時間機能喪失し、また、交流動力電源が長時間機能喪失するとい

う条件を設定した。また、②火山の影響については、降下火砕物による

フィルタの目詰まり等により、一定の範囲で安全上重要な施設が長時間

機能喪失し、また、交流動力電源が長時間機能喪失するという条件を設

定した。(乙第 85号証 605ないし607ページ、8-6-1な いし8

-6-5、 8-6-8な いし8-6-10ペ ージ)

イ 内的事象

内的事象については、「設計上定める条件より厳しい条件」として、以

下のとおり設定した。

まず、③静的機器の損傷については、設計基準事故では、放射性物質

を内包する腐食性の液体 (溶液、有機溶媒等)の移送配管の貫通き裂と、

漏えい液を回収するための系統の単一故障との同時発生を仮定していた

のに対し、重大事故では、移送配管の全周破断と漏えい液を回収するた

めの系統の単一故障との同時発生 (ただし、複数の配管の全周破断の同

時発生を想定しない。)(以下「配管の全周破断」という。)と いう条件を

設定した。
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次に、④動的機器の機能喪失として、設計基準事故では、動的機器の

単一故障 (単一の誤作動、単一の誤操作を含む。)を想定していたのに対

し、重大事故では、動的機器の多重故障 (多重の誤作動、多重の誤操作

を含む。)に よる機能喪失 (ただし、共通要因 (注 66)故障が発生する

おそれのない機器における関連性が認められない偶発的な同時発生は想

定しない。)(以下「動的機器の多重故障」という。)と いう条件を設定し

た。

⑤交流動力電源の喪失については、設計基準事故では、短時間の全交

流動力電源の喪失 (注 67)を想定していたのに対し、重大事故では、

長時間の全交流動力電源の喪失という条件を設定した。

(乙第 85号証 607、 608、 8-6-5な いし8-6-8、 8-6

-11な いし8-6-17ペ ージ)

(2)各重大事故の発生を仮定する機器の特定の考え方

被告は、前記 (1)の とおり設定した条件の下において重大事故の発生

を仮定する機器を、次の段階を踏むことにより特定した。

すなわち、まず、安全上重要な施設については、その機能喪失により公

衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼす可能性のある機器を選定し

ていることから、安全上重要な施設を対象として、その安全機能を整理し、

安全機能が喪失した場合の事故の分析を行つた。

次に、安全上重要な施設に、前記 (1)の とおり設定した条件を適用し

て、要因ごとに安全機能の喪失状態を特定し、重大事故を発生させ得る安

全機能の喪失又はその組合せが発生するか否かを判定した。

さらに、安全上重要な施設に重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又

はその組み合わせが発生する場合には、重大事故の発生の可能性のある機

器ごとに重大事故に至るか否かを評価し、 a評価によつて事故 (大気中ヘ

の放射性物質の放出)に至らないことが確認できれば、重大事故に至らな

♪
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いと判定し、 b設計基準対象施設で事象の収束が可能である、安全機能の

喪失から事故に至るまでの間に喪失 した安全機能の復旧が可能である、又

は安全機能の喪失時の公衆への影響が運転時と同程度である、のいずれか

に該当すれば、設計基準 として整理 し、重大事故に至らないと判定 し、 a

及び bのいずれに該当しない場合に、重大事故の発生を仮定する機器 とし

て特定 した。

(乙第 85号証 608、 8-6-18、 8-6-19ペ ージ)

以上の考え方に基づ く、重大事故ごとの重大事故の発生を仮定する機器

の特定については後記 2な いし 7において述べる。

2 臨界事故

(1)重大事故の発生を仮定する機器の特定

本件再処理工場において、①基準地震動を超える地震動の地震等の設計

上定める条件より厳しい条件の下でも臨界事故が発生することは想定さ

れない。

しかしながら、被告は、技術的な想定を超えて敢えて、複数の動的機器

の多重故障及び多重誤作動並びに運転員の多重誤操作により多量に核燃

料物質が集積することを想定し、 2建屋 8機器 (別紙図 11)においてそ

れぞれ単独で臨界事故が発生することを仮定することとした。

(被告準備書面 (2)103、 104ページ、乙第 85号証 609、 610

ページ)

(2)重大事故等対策の内容

被告は、臨界事故の発生を仮定する機器に、重大事故の拡大を防止する

ために必要な重大事故等姑処設備を設ける。具体的には、被告は、臨界事

故が発生した場合に速やかに未臨界に移行させるため、臨界事故の発生を

仮定する機器に可溶性中性子吸収材を自動で供給できるよう代替可溶性

♪
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中性子吸収材緊急供給系等を設けるとともに、核燃料物質の移送を緊急停

止できる代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路等を設け、臨界事故が発生

した際に通常より多量の水素が発生することから、水素掃気を行えるよう

臨界事故時水素掃気系 (可搬型ホース等)を設ける (重大事故拡大防止対

策)。 また、臨界事故が発生した場合に本件再処理工場外への放射性物質の

異常な水準の放出を防止するため、放射性物質を含む気体を貯留する廃ガ

ス (注 34)貯留設備を設ける (重大事故拡大防止対策)。 (被告準備書面

(2)104な いし106ページ、乙第 85号証 104、 105ページ、

再処理事業指定基準規則 34条 (乙第 25号証 62、 63ページ))

併せて、これらの設備を用いた手順書の整備等を行う(被告準備書面(2)

118、 119ページ、乙第 85号証 560ないし590ページ)。

(3)有効性評価

被告は、前記 (2)で述べた重大事故拡大防止対策の臨界事故に対する

有効性評価を、臨界事故の発生を仮定する2建屋 8機器のうち有効性評価

の各項目において最も厳しい結果を与える機器を代表として選定の上、技

術的な想定を超えて内的事象により臨界事故が発生するなどの条件を設

定して行った。その結果、有効性評価の判断基準 (①速やかに未臨界に移

行し、及び未臨界を維持できること、②臨界事故時に放射線分解により発

生する水素による爆発の発生を未然に防止できること、③臨界事故発生か

ら事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量がセシウムー137

換算で 100TBqを 十分下回るものであつて、かつ、実行可能な限り低

いこと)(再処理事業指定基準規則の解釈 28条 1項 3号、2項 (乙第 25

号証 52、 54ページ))を満足することを確認した (乙第 85号証 627

ないし638ページ)。 さらに、事象、事故の条件及び機器の条件等の不確

かさの影響を考慮した場合でも判断基準を満足することに変わりはない

ことも確認した (乙第 85号証 638ないし641ページ)。 (被告準備書
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面 (2)119、 120ペ ージ )

3 冷却機能の喪失による蒸発乾固

(1)重大事故の発生を仮定する機器の特定

被告は、本件再処理工場において、①基準地震動を超える地震動の地震

により、安全冷却水系 (再処理設備本体用)の令却水のポンプ、冷却塔等

の動的機器の直接的な機能喪失及び全交流動力電源喪失による間接的な

機能喪失により、冷却機能が喪失し、 5建屋 53機器 (別紙図 12)にお

いて同時に蒸発乾固が発生することを仮定し、このほか、②火山の影響、

④動的機器の多重故障又は⑤長時間の全交流動力電源の喪失により、いず

れも冷却機能が喪失し、蒸発乾固が発生することを仮定した (被告準備書

面 (2)106、 107ページ、乙第 85号証 610ないし612ページ)。

(2)重大事故等対策の内容

被告は、冷去,機能の喪失による蒸発乾固の発生を仮定する機器に、重大

事故の発生又は拡大を防止するために必要な重大事故等対処設備を設け

る。具体的には、被告は、安全冷却水系 (再処理設備本体用)の内部ルー

プ (注 68)を通じて冷去,水を供給し、機器の内包する溶液 (高 レベル廃

液等)の沸騰を未然に防止し、沸騰に至った場合には、機器に直接冷去,水

を供給してその後の事象進展を防止するため、蒸発乾固を仮定する機器に

代替安全冷却水系 (可搬型ホース、可搬型中型移送ポンプ等)を設ける (重

大事故発生防止対策、重大事故拡大防止対策)。 また、溶液が沸騰した場合

において本件再処理工場外への放射性物質の異常な水準の放出を防止す

るため、代替換気設備 (可搬型高性能粒子フィルタ (注 69)、 可搬型排鳳

機等)を設ける (重大事故拡大防止対策)。 さらに、安全ハ却水系 (再処理

設備本体用)の冷却コイル等に冷却水を供給することにより溶液等の沸騰

を完全に収束させるため、代替安全冷却水系 (可搬型ホース等)を設ける

♪
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■ジ

(重大事故拡大防止対策)。 (被告準備書面 (2)107な いし110ペー

ジ、乙第 85号証 105ページ、被告準備書面 (5)50ペ ージ、被告の

令和 4年 1月 28日 付け準備書面 (7)(以 下「被告準備書面 (7)」 とい

う。)18、 19ページ、再処理事業指定基準規則 35条 (乙第 25号証 64、

65ページ))

併せて、これらの設備を用いた手順書の整備等を行う(被告準備書面(2)

118、 119ページ、乙第 85号証 560ないし590ページ)。

(3)有効性評価

被告は、前記 (2)で述べた重大事故発生防止対策及び重大事故拡大防

止対策の蒸発乾固に対する有効性評価を、地震を要因とする冷却機能の喪

失が 5建屋 53機器で同時に発生することを代表事例として選定の上、諸

条件を設定して行った。その結果、有効性評価の判断基準 (①重大事故発

生防止対策については、高レベル廃液等が沸騰に至らず、その温度が低下

傾向を示すこと、②重大事故拡大防止対策については、高レベル廃液等が

沸騰に至った場合において、機器への注水により液位を一定範囲に維持で

き、冷却コイル等への通水により高レベル廃液等の温度が沸点から低下傾

向を示し、高レベル廃液等が未沸騰状態を継続して維持することができる

こと、③重大事故拡大防止対策としての冷却コイル等への通水による事態

の収束までの大気中への放射性物質の放出量がセシウムー 137換算で

100TBqを 十分下回るものであつて、かつ、実行可能な限り低いこと

等)(再処理事業指定基準規則の解釈 28条 1項 3号、2項 (乙第 25号証

52、 54ページ))を満足していることを確認した (乙第 85号証647

ないし660ページ)。 さらに、事象、事故の条件及び機器の条件等の不確

かさの影響を考慮した場合でも判断基準を満足することに変わりはない

ことも確認した (乙第 85号証 660ないし662ページ)。 (被告準備書

面 (2)119、 120ペ ージ、被告準備書面 (7)18、 19ページ)
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4 放射線分解により発生する水素による爆発

(1)重大事故の発生を仮定する機器の特定

本件再処理工場において、①基準地震動を超える地震動の地震により、

安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失、全交流動力電源喪失及

び空気圧縮機を冷却する安全冷却水系 (再処理設備本体用)の機能喪失に

よる間接的な機能喪失により、水素を掃気する機能 (水素掃気機能)が喪

失し、 5建屋 49機器 (別紙図 13)において同時に水素爆発が発生する

ことを仮定し、このほか、②火山の影響、④動的機器の多重故障又は⑤長

時間の全交流動力電源の喪失により、いずれも水素掃気機能が喪失し、水

素爆発が発生することを仮定することとした (被告準備書面 (2)110

ページ、乙第 85号証 612な いし614ページ)。

(2)重大事故等対策の内容

被告は、放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定する機

器に、重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な重大事故等対処設

備を設ける。具体的には、水素爆発の発生を未然に防止し、水素爆発が発

生した場合においても再度の水素濃度上昇及び水素爆発の発生を防止す

るため、水素爆発を仮定する機器に代替安全圧縮空気系 (可搬型空気圧縮

機、可搬型ホース等)を設ける (重大事故発生防止対策、重大事故拡大防

止対策)。 また、水素爆発が発生した場合において本件再処理工場外への放

射性物質の異常な水準の放出を防止するため、代替換気設備 (可搬型高性

能粒子フィルタ、可搬型排風機等、前記 3(2)記 載の対策と兼用)を設

ける (重大事故拡大防止対策)。 (被告準備書面 (2)111な いし113

ページ、被告準備書面 (5)29ペ ージ、乙第 85号証 106ページ、再

処理事業指定基準規則 36条 (乙第 25号証 66、 67ページ))

併せて、これらの設備を用いた手順書の整備等を行う(被告準備書面(2)
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118、 119ページ、乙第 85号証 560な いし590ページ)。

(3)有効性評価

被告は、前記 (2)で述べた重大事故発生防止封策及び重大事故拡大防

止対策の水素爆発に対する有効性評価を、地震を要因とする水素掃気機能

の喪失が 5建屋 49機器で同時に発生することを代表事例として選定の

上、諸条件を設定して行った。その結果、有効性評価の判断基準 (①重大

事故発生防止対策については、水素媛発の発生を未然に防止できること、

②重大事故拡大防止対策については、水素爆発が発生した場合において、

水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持することができること、

③水素爆発の発生を仮定した場合の大気中へ放出される放射性物質の量

と、水素爆発の再発を防止するための空気の供給により大気中に放出され

る放射性物質の量との合計値がセシウムー 137換算で 100TBqを

十分下回るものであつて、かつ、実行可能な限り低いこと)(再処理事業指

定基準規則の解釈 28条 1項 3号、2項 (乙第 25号証 52、 54ページ))

を満足することを確認した (乙第 85号証 670ないし687ページ)。 さ

らに、事象、事故の条件及び機器の条件等の不確かさの影響を考慮した場

合でも判断基準を満足することに変わりはないことも確認した (乙第85

号証 687ないし691ページ)。 (被告準備書面 (2)119、 120ペ

ージ)

5 有機溶媒等による火災又は爆発

(1)重大事故の発生を仮定する機器の特定

本件再処理工場において、①基準地震動を超える地震動の地震等の設計

上定める条件より厳しい条件の下でも有機溶媒等による火災又は爆発が

発生することは想定されない。

しかしながら、被告は、設計基準事故の機能喪失に加えて、技術的な想
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定を超えて敢えて、溶液の供給停止回路が誤作動することにより、設計基

準事故の想定を上回るTBP(注 1)が精製建屋のプル トニウム濃縮缶に

混入し、同濃縮缶において単独でTBP等 (注 1)の錯体 (注 70)の急

激な分解反応が発生することを仮定した。

(被告準備書面 (2)113ペ ージ、乙第 85号証 614ないし616ペ

ージ)

(2)重大事故等対策の内容

被告は、TBP等 の錯体の急激な分解反応の発生を仮定する機器 (プル

トニウム濃縮缶)に、重大事故の拡大を防止するために必要な重大事故等

対処設備を設ける。具体的には、TBP等 の錯体の急激な分解反応を収束

させ、その再発を防止するため、TBP等 を含む溶液の供給を自動で停止

する回路 (重大事故時供給停止回路)を設けるとともに、プル トニウム濃

縮缶の加熱を停止する設備 (重大事故時プル トニウム濃縮缶加熱停止設備)

を設ける (重大事故拡大防止対策)。 また、同分解反応が発生した場合に本

件再処理工場外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するため、放射

性物質を含む気体を貯留する廃ガス貯留設備 (前記 2(2)記 載の対策と

兼用)を設ける (重大事故拡大防止対策)。 (被告準備書面 (2)113な

いし115ページ、乙第 85号証 106ページ、再処理事業指定基準規則

37条 (乙第 25号証 68、 69ページ))

併せて、これらの設備を用いた手順書の整備等を行う(被告準備書面 (2)

118、 119ページ、乙第 85号証 560な いし590ページ)。

(3)有効性評価

被告は、前記 (2)で述べた重大事故拡大防止対策のTBP等 の錯体の

急激な分解反応に対する有効性評価を、内的事象を要因とする同分解反応

がプル トニウム濃縮缶で発生することを仮定して、諸条件を設定して行つ

た。その結果、有効性評価の判断基準 (① TBP等 の錯体の急激な分解反
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応の再発を速やかに防止することができ、その状態を維持することができ

ること、②セルヘ導出され、セル排気系から放出される放射性物質の放出

量及び廃ガス貯留槽での貯留が完了した上で、運転時の放出経路に復旧し

た状況下での大気中へ放出される放射性物質の放出量がセシウム

ー137換算で 100TBqを 十分下回るものであつて、かつ、実行可能

な限り低いこ≧)(再処理事業指定基準規則の解釈 28条 1項 3号、 2項

(乙第 25号証 52ないし54ページ)を満足することを確認した (乙第

85号証 696ないし709ページ)。 さらに、事象、事故の条件及び機器

の条件等の不確かさの影響を考慮した場合でも判断基準を満足すること

に変わりはないことも確認した (乙第 85号証 709、 710ページ)。 (被

告準備書面 (2)119、 120ペ ージ)

6 使用済燃料の著しい損傷

(1)重大事故の発生を仮定する機器の特定

使用済燃料の損傷のおそれのある事故とは、①非常用の補給水系が故障

して補給水の供給に失敗することにより、使用済燃料貯蔵槽内の水の温度

が上昇し、蒸発により水位が低下する事故 (想定事故 1)、 ②サイフォン効

果 (注 71)等により使用済燃料貯蔵槽内の水の小規模な喪失が発生し、

貯蔵槽内の水位が低下する事故 (想定事故 2)をいうとされている (再処

理事業指定基準規則の解釈 28条 1項 3号⑤ (乙第 25号証 53ページ))。

被告は、本件再処理工場において、①基準地震動を超える地震動の地震

により、プール水を冷去「するプール水冷却系及び安全冷却水系 (使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設用)(以下、本項において「安全冷去F水系」と

いう。)、 並びに、プール水を補給する補給水設備の各ポンプ、安全冷去「水

系の冷却塔の直接的な機能喪失に加え、全交流動力電源喪失による間接的

な機能喪失により、燃料貯蔵プール、燃料仮置きピット及び燃料送出しピ

)
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ット (以下「燃料貯蔵プール等」という。)において想定事故 1が発生する

が、同時にプール水の漏えいの発生と燃料貯蔵プール等の水面の揺動を踏

まえ、燃料貯蔵プール等において想定事故 2が発生することを仮定し、こ

のほか、②火山の影響又は⑤長時間の全交流動力電源の喪失により想定事

故 1が、③静的機器の損傷及び④動的機器の機能喪失により想定事故 2が

それぞれ発生することを仮定することとした (乙第 85号証 616ないし

619ページ)。

(被告準備書面 (2)115、 116ペ ージ)

(2)重大事故等対策の内容

被告は、燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は燃料

貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ

ール等の水位が低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使用済燃料

を冷却し、放射線を遮蔽するため、重大事故等対処設備として代替注水設

備 (可搬型ホース、可搬型中型移送ポンプ)を設ける (重大事故拡大防止

対策)(被告準備書面 (2)117ペ ージ、乙第 85号証 107、 108ペ

ージ、再処理事業指定基準規則 38条 1項 (乙第 25号証 70ページ))。

以上に加えて、被告は、想定事故 1及び想定事故 2を超えて、燃料貯蔵

プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等

の水位が異常に低下した場合において、燃料貯蔵プール等内の使用済燃料

の著しい損傷の進行を緩和し、本件再処理工場外への放射性物質の異常な

水準の放出を防止するため、重大事故等対処設備としてスプレイ設備 (注

72)(大型移送ポンプ車、可搬型ホース、可搬型スプレイヘッダ)を設け

る (被告準備書面 (2)118ペ ージ、乙第 85号証 108ページ、再処

理事業指定基準規則 38条 2項 (乙第 25号証 70、 71ページ))。

併せて、以上の設備を用いた手順書の整備等を行う(被告準備書面 (2)

118、 119ページ、乙第 85号証 560な いし590ページ)。

♪
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(3)有効性評価

被告は、前記 (2)で述べた重大事故拡大防止対策の使用済燃料の著し

い損傷に対する有効性評価を、想定事故 1については②火山の影響により、

想定事故 2については①地震により、それぞれ冷去,機能及び注水機能の喪

失が燃料貯蔵プール等において発生することを代表事例として選定の上、

諸条件を設定して行つた。その結果、有効性評価の判断基準 (放射線の遮

蔽が維持される水位 (通常水位-5,Om)を 確保することができること

等)(再処理事業指定基準規則の解釈 28条 1項 3号、2項 (乙第 25号証

53、 54ページ)を満足することを確認した (乙第 85号証 715な い

し730ページ)。 さらに、事象、事故の条件及び機器の条件等の不確かさ

の影響を考慮した場合でも判断基準を満足することに変わりはないこと

も確認した (乙第 85号証 731な いし736ページ)。 (被告準備書面 (2)

119、 120ページ)

7 放射性物質の漏えい

被告は、本件再処理工場において、①基準地震動を超える地震動の地震等

の設計上定める条件より厳しい条件の下でも放射性物質の漏えい (前記 2な

いし6の各重大事故を除く。)が発生することは想定されないから、これに対

処するための設備を設けないこととした (被告準備書面 (2)118ページ、

乙第 85号証 108ページ)。

8 重大事故の同時発生

以上に加えて、被告は、①基準地震動を超える地震動の地震のほか、②火

山の影響、④動的機器の多重故障又は⑤長時間の全交流動力電源の喪失によ

り、最も多くの重大事故が同時に発生するものとして、前記 3で述べため去,

機能の喪失による蒸発乾固、前記 4で述べた放射線分解により発生する水素
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による爆発、前記 6で述べた使用済燃料の著しい損傷の 3つの重大事故が同

時に発生することを仮定した (乙第 85号証 620ないし622ページ)。 そ

して、各重大事故等対策においては各重大事故の相互に与える影響を考慮し

て重大事故等対処設備を設けるとともに、各重大事故の同時発生に必要な要

員、水源、燃料、電源を確保し、併せて、各建屋、各貯槽等での時間余裕に

応じて各重大事故に対する対処の優先順位等を予め定める (乙第 85号証

571、 572、 744、 745、 753な ヤヽし755ページ)。

被告は、このような重大事故等対策の上記 3つの重大事故の同時発生に対

する有効性評価を、地震を要因とする上記 3つの重大事故の同時発生を代表

事例として選定の上、諸条件を設定して行つた。その結果、有効性評価の判

断基準 (①水素爆発の発生を未然に防止し、水素爆発が発生した場合にその

再発を防止できること、②冷却機能の喪失による蒸発乾固及び水素爆発によ

る放射性物質の放出量の合計が、セシウムー137換算で 100TBqを 十

分下回るものであつて、かつ実行可能な限り低いこと)を満足することを確

認した (被告準備書面 (2)120ペ ージ、乙第 85号証 746ないし748

ページ)。

9 重大事故等対処設備の設計方針

被告は、前記 2ないし6及び 8で述べた重大事故等対処設備を含む重大事

故等対処施設 (注 64)に つき、重大事故等に対処するために必要な機能を

損なうおそれがないよう設計するほか (再処理事業指定基準規則 29条ない

し32条 (乙第 25号証 55ないし58ページ))、 重大事故等対処設備につ

き、以下の設計方針 とする。

重大事故等対処設備 として、常設重大事故等対処設備 (例えば、前記 2で

述べた代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路、再処理事業指定基準規則 30

条 1項 1号)を設けるほか、可搬型重大事故等対処設備 (例えば、前記 3で
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述べた代替安全冷却水系の可搬型ホース、可搬型中型移送ポンプ等、前記 4

で述べた代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機、可搬型ホース等、再処理

事業指定基準規則 30条 1項 1号)を備え、基本 として可搬型重大事故等対

処設備を用いる設計 とする。可搬型重大事故等対処設備は、より汎用性が高

く予備 (バ ックアップ)を保有することもでき、本件再処理工場のように分

散 した複数の場所で重大事故等が発生 した場合にも対処することができ、か

つ、本件再処理工場のように安全上重要な施設の機能の喪失から重大事故に

至るまでの時間に余答がある場合には十分に対処することが可能であり、加

えて、常設重大事故等対処設備に比べて経験則的に耐震上優れた特性が認め

られるものとされている。(乙第 286号 証 6ページ、乙第 26号証 164、

165ペ ージ、乙第 34号証の 2・ 24ページ、乙第 37号証の 2・ 6ペー

ジ)

重大事故等姑処設備については、常設、可搬型のいずれについても、想定

される重大事故等の対処に必要な個数及び容量を有 し (乙第 85号証 82な

いし84ページ、再処理事業指定基準規則 33条 1項 1号)、 想定される重

大事故等が発生した場合における温度、圧力、湿度、放射線及び荷重を考慮

し、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所 (使用場所)及び保管

場所に応 じた耐環境性を有する設計 とするとともに、操作が可能な設計 とす

る (被告準備書面 (2)102ペ ージ、乙第 85号証 84な いし 94、 101

ページ、再処理事業指定基準規則 33条 1項 2号 )。 また、想定される重大事

故等が発生 した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、線量

率の高 くなるおそれの少ない設置場所の選定、当該設備の設置場所への遮蔽

の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計、放射線の影響を受け

ない異なる区画若 しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設計、又は遮蔽設

備を有する中央制御室、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並び

に緊急時対策所で操作可能な設計 とする (乙第 85号証 94ページ、再処理
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事業指定基準規則 33条 1項 7号 )。

また、常設重大事故等対処設備については、設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能 と共通要因によつて同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限 り多様性 (注 73)、 独立

性 (注 74)、 位置的分散を考慮 して適切な措置を講ずる設計 とする (乙第

85号証 74ないし 76ページ、再処理事業指定基準規則 33条 2項 )。

可搬型重大事故等対処設備については、設計基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処す るために

必要な機能 と共通要因によつて同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限 り、多様性、独立性、位置的分散

を考慮 して適切な措置を講ずる設計 とするほか (乙第 85号証 76、 77ペ

ージ、再処理事業指定基準規則 33条 3項 6号)、 地震その他の自然現象又

は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム、設計基準事故に対処す

るための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮 した上で

常設重大事故等対処設備 と異なる保管場所に保管する設計 とし (乙第 85号

証 77ないし79ページ、再処理事業指定基準規則 33条 3項 4号 )、 その

保管場所から設置場所へ運搬 し、接続場所へ敷設するため、又は他の設備の

被害状況を把握するため、屋外道路及び屋内通路をアクセスルー トとして複

数確保する (乙第 85号証 97ないし 100ペ ージ、再処理事業指定基準規

則 33条 3項 5号 )。

(被告準備書面 (2)102、  103ペ ージ)

以上のようにして、被告は、本件再処理工場の重大事故等対処設備につき、

重大事故等に姑処できる設計 とする (乙第 85号証 73ないし 104ペ ージ、

再処理事業指定基準規則 33条 )。

第 2 原告 らの主張に対する反論
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1 多数の重大事故の発生をい う主張について

原告 らは、被告が本件事業変更許可に係 る適合性審査会合に提出した資料

に基づき、本件再処理工場では、「合計 834の 重大事故」が発生 し、「基準

地震動を超える地震力で発生する「設計基準を超える事故」たるB― DBA

(Beyond― Design Basis Accidentの 略。)と し

て、 300以 上の事象」があり、本件再処理工場のあらゆる工程で、基準地

震動 を超える地震動の地震力により重大事故が発生す る危険性が高い旨を

主張する (原告 ら準備書面 25・ 4、 11買 )。

原告 らのい う資料は、被告が平成 28年 2月 17日 に開催 された第 99回

核燃料施設等の新規制基準適合性に係 る審査会合に提出した、「B― DBA

への対処の基本方針 優先順位の考え方」と題する書面 (甲 第 156号 証の

2)であり、被告は、同資料に、外的事象 (基準地震動を超える地震力)に

より309の 機器において、内的事象 (移送配管の貫通き裂と動的機器の単

一故障との同時発生)に より59の機器において、内的事象 (動的機器の機

能喪失 (全交流動力電源の喪失))に より224の 機器において、内的事象 (動

的機器の機能喪失 (動的機器の多重故障))に より215の 機器において、更

には 「設計上定める条件より厳 しい条件 とは別に関連性のないさらに厳 しい

条件」により27の機器において、いずれも「B― DBA」 (設計上定める条

件 よ り厳 しい条件 において発生す る事故 )が発生す ると記載 した (合計

834)。 しかしながら、これ らの合計数は、「B― DBA」 の発生が想定さ

れる「機器」の数であって、「重大事故」の数ではないし、「B― DBA」 の

発生が想定されている機器についても、事象進展の早さや環境影響の大きさ

からみて重要度の低いもの、例えば、放射性物質の放出に至るまでに 1年以

上要 し、事象進展が極 めて遅いものや、放射性物質の放出量がセシウム

ー 137換 算値 0,01TBq以 下であり、環境影響が極めて小さいものも

含まれている。 (乙第 287号 証 )
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他方、「重大事故」は、再処理規則 1条の 3に より6種に定められており、

被告は、その定められた「重大事故」の発生を仮定する機器を特定するに当

たり、前記第 1・ 1(2)で述べたとおり、「設計上定める条件より厳しい条

件」を適用して、当該条件の下安全機能が喪失する場合でも、大気中への放

射性物質の放出に至らないケースや、設計基準対象施設で事象の収東が可能

である、安全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧

が可能である、又は安全機能の喪失時の公衆への影響が運転時と同程度であ

るケースについては、重大事故に至らないと判定し、前記第 1・ 2ないし7

のとおり重大事故の発生を仮定する機器を特定し、本件事業変更許可を得て

いる。

以上のとおり、被告が、「B一 DBA」 (設計上定める条件より厳しい条件

において発生する事故)の発生が想定される機器として、その重要度が低い

ものも含めて挙げた数をもつて、「重大事故」の数と誤解し、本件再処理工場

のあらゆる工程で、基準地震動を超える地震動の地震により重大事故が発生

する危険性が高いとする原告らの主張は誤りである。

2 臨界事故の発生をい う主張について

原告 らは、被告が、本件再処理工場において発生する重大事故 として、「溶

解槽における臨界」 と「プル トニウムを含む溶液の誤移送による臨界」を想

定 しているとし、これが地震により発生する旨を主張する (原告 ら準備書面

25 ・ 7、  8、  117く ―ヽジ)。

しかるところ、臨界 とは、核分裂連鎖反応が一定の割合で継続する状態を

いい、核分裂連鎖反応 とは、核分裂性物質が中性子 (注 75)を 吸収 して核

分裂を起こす とき、エネルギーを発生するとともに新たに複数の中性子を放

出し、他の核分裂性物質がこの放出された中性子の一部を吸収 し次の核分裂

を起こす とともに中性子を放出し、更に他の核分裂性物質がこの放出された
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中性子の一部を吸収してまた次の核分裂を起こすというように、核分裂が次

から次へと連鎖的に起こる現象をいう。そして、被告は、本件再処理工場の

各工程において、技術的にみて想定されるいかなる場合でも臨界を防止する

ため、①核分裂性物質を内包する機器等の形状・寸法を制限し、容積に対す

る表面積の割合を増やすこと等によつて、中性子の漏れを増加させ、核分裂

に寄与する中性子の割合を減らす方法 (形状寸法管理)、 ②核分裂性物質の質

量を少なくすることによつて、中性子の漏れを増加させ、核分裂に寄与する

中性子の割合を減らす方法 (質量管理)、 ③溶液中の核分裂性物質の濃度を低

くすることによって、中性子が核分裂性物質以外の物質に捕獲されることに

より、核分裂に寄与する中性子の割合を減らす方法 (濃度管理)等を、単独

で又はこれらを組み合わせて行つている。 (被告準備書面 (2)66な いし

73ページ、被告準備書面 (5)17、 18ページ)

原告らのいう溶解槽については、せん断処理設備のせん断機から溶解槽で

受け入れる燃料せん断片の長さを一定に制限してその質量を制限し (②質量

管理)、 これにより溶解液の核分裂性物質の濃度も一定値を超えないように

する (③濃度管理)と ともに、槽外へ中性子が漏えいしやすいよう、溶解槽

の幅を薄くすることにより容積に対する表面積の割合を大きくする (①形状

寸法管理、このように濃度管理と形状寸法管理とを組み合わせた方法を「制

限濃度安全形状寸法管理」と呼んでいる。)な どしている (被告準備書面 (2)

70、 71ページ)。 このように、溶解槽では、運転時において、②質量管

理、③濃度管理をし、核燃料物質の質量が未臨界質量 (注 76)以下、核燃

料物質の濃度が未臨界濃度 (注 76)以下である上、地震が発生した場合に

は工程を停止し、核燃料物質の質量、濃度等のプロセス量に変動が起こらな

いようにするから、地震による臨界事故の発生は想定されない。

また、「プル トニウムを含む溶液の誤移送による臨界」については、被告

は、地震が発生した場合には工程を停止し、速やかに溶液の移送等を停止す

上♪

89



る措置を講 じることから、地震により「誤移送」が発生するとい うことはあ

り窄許ノL直ぃ。

なお、前記第 1・ 2で述べたとお り、被告は、本件再処理工場において、

基準地震動を超える地震動の地震等の設計上定める条件 より厳 しい条件の

下でも臨界事故が発生することは想定されないが、技術的な想定を超えて敢

えて、溶解槽等において臨界事故が発生することを仮定して重大事故等対策

を講 じているのであつて、地震により溶解樽等において臨界事故が発生する

ことを想定 しているわけではない。

以上のとお りであるから、本件再処理工場において、地震により、「溶解槽

における臨界」や 「プル トニウムを含む溶液の誤移送による臨界」が発生す

る旨の原告 らの主張には理由がない。

3 蒸発乾固の発生をい う主張について

(1)原告 らの主張

原告 らは、「本件再処理工場で最も恐ろしい事故は高 レベル放射性廃液の

蒸発乾固に続いて生 じる爆発及び溶融である」とし、「地震により本件再処

理工場の電源を喪失すると、冷去,機能が失われ、高 レベル廃液が沸騰 した

のち、蒸発乾固し」「数千万人もの人を死に至らしめる重大な事故に至る」

と主張するとともに、これに関連するものとして 「ウラル核惨事」、「西 ド

イン (当 時)の調査報告」を挙げる (原告 ら準備書面 25・ 5ないし7ペ

ージ)。

(2)蒸発乾固の発生の防止

しかしながら、被告は、再処理設備本体及び液体廃棄物 (注 77)の 廃

棄施設における、内包する溶液や廃液が放射性物質の崩壊熟により沸騰す

るおそれのある機器 (高 レベル濃縮廃液貯槽等)には、安全冷却水系 (再

処理設備本体用)に より冷去「水を供給 して崩壊熱を除去 してお り、また、
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安全冷却水系 (再処理設備本体用)を非常用所内電源設備 (非常用ディー

ゼル発電機)に接続させ、外部電源系統が喪失した場合であっても冷去「水

を供給できるようにしている (被告準備書面 (2)84、 94、 95ペー

ジ、被告準備書面 (5)31ペ ージ、被告準備書面 (7)12、 13ペー

ジ)。 そして、安全冷却水系 (再処理設備本体用)及び非常用ディーゼル発

電機を耐震重要施設としている (再処理事業指定基準規則の解釈別記 2・

2-③ (乙第 25号証 86ページ)、 乙第 85号証 6-1-245、 6-1

-289な いし6-1-293、 6-1-296ペ ージ)。 被告は、このよ

うに耐震重要施設とした安全冷却水系 (再処理設備本体用)や非常用ディ

ーゼル発電機について、保守的に策定した基準地震動 Ssに よる地震力に

姑してその安全機能が損なわれないよう耐震設計 (評価)しており、基準

地震動 Ssに相当する地震動が発生した場合において、その安全機能 (冷

去,機能や動力源)が損なわれることはなく、蒸発乾固が発生することはな

い (被告準備書面 (7)12、 13ページ)。

加えて、前記第 1・ 3で述べたとおり、被告は、本件再処理工場におい

て、基準地震動を超える地震動の地震という条件の下において、耐震重要

施設である安全冷却水系 (再処理設備本体用)の冷却水のポンプ、冷去,塔

等の動的機器の直接的な機能喪失、並びに、外部電源系統及び耐震重要施

設である交流動力電源 (非常用ディーゼル発電機)の全喪失 (全交流動力

電源喪失)に より、冷却機能が喪失し、 5建屋 53機器で同時に蒸発乾固

が発生することを仮定して、重大事故等対処設備 (代替安全冷去,水系等)

を設け、併せてこれらの設備を用いた手順書の整備等を行い、その有効性

評価を行い、本件再処理工場外への放射性物質の異常な水準の放出のない

ことを確認している。

この点に関し、原告らは、「本件再処理工場が電源喪失に陥り (略)令却

機能が失われると高レベル廃液の場合、 6時間で沸騰が始まり緊急事態と
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なる」と主張するが (原告ら準備書面 25・ 5ページ)、 被告は、沸騰に至

るまでの時間の短い機器グループから優先的に、代替安全冷却水系 (可搬

型ホース、可搬型中型移送ポンプ)を用いて、安全冷却水系 (再処理設備

本体用)の内部ループに通水を開始することとし、冷却機能喪失から沸騰

に至るまでの時間が最も短い精製建屋であつても、沸騰に至るまでの時間

11時間に対して 8時間50分で通水を開始し、その結果、この通水開始

時の高レベル廃液等の温度は、沸点 (約 109℃ )未満であり、それ以降

低下傾向を示し、前記第 1・ 3(3)で 述べた判断基準①を満足すること

を確認している (乙第 85号証 656、 658、 659ページ)。

また、原告らは、「電源喪失などの事故が起きた場合には緊急事態を避け

るために対象施設を水浸しにするというのが唯一の安全対策である。その

安全対策が果たせなくなると、高レベル廃液が蒸発乾固、つまり乾いて固

まり、さらに温度が上がって科学爆発 (ママ)を起こす可能性が高まる」

と主張するが (原告ら準備書面 25・ 5ページ)、 前記第 1・ 3(2)の と

おり、被告は、全交流動力電源喪失により冷却機能が喪失した場合には、

代替安全冷却水系を用いて、安全冷却水系 (再処理設備本体用)の内部ル

ープを通じて冷却水を供給し、高レベル廃液等の沸騰を未然に防止し、沸

騰に至った場合には、機器本体への直接の冷却水の供給、安全冷去,水系 (再

処理設備本体用)の冷却コイル等を通じた冷却水の供給等を行うこととし

ており、「対象施設を水浸しにするというのが唯―の安全対策」ということ

はない。

さらに、原告らは、冷却機能が失われると、「大変な量の放射能が環境中

に飛び出す深刻な事故となる」と主張するが (原告ら準備書面 25・ 5ペ

ージ)、 前記第 1・ 3(3)の とおり、被告は、冷却機能の喪失を仮定した

重大事故等対策の有効性評価を行い、前記第 1・ 3(3)で 述べた判断基

準③ (重大事故拡大防止対策としての冷却コイル等への通水による事態の
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収束までの大気 中への放射性物質の放 出量がセシウムー 137換 算で

100TBqを 十分下回るものであつて、かつ実行可能な限 り低いこと)

に対 し、事態収東までに大気 中へ放出され る放射性物質の量 (セ シウム

ー 137換 算)が合計約 1× 10~5TBqで あり、判断基準を満たすもの

と評価 している。なお、高 レベル廃液等の沸騰に伴い、水素の発生量が運

転時と比べて相当多くなることから、継続 して水素掃気空気を供給 してい

るところ、これにより放射性物質の導出先セルの圧力が上昇 し、運転時の

排気経路以外の場所か ら放射性物質を含む気体が漏 えいす るおそれがあ

るものの、上記放出量は、このことの寄与分も含めた値である。(乙第 85

号証 652、 658な いし660ペ ージ)

以上のとお りであるから、「本件再処理工場で最 も恐ろしい事故は高 レベ

ル放射性廃液の蒸発乾固に続いて生 じる爆発及び溶融である」とし、これ

が地震により発生 し、「数千万人もの人を死に至 らしめる」とい う原告 らの

主張は、被告が上記の≧お り講 じている重大事故等対策を含む安全対策を

何 ら理角写しないものであつて、理由がない。

(3)原告 らのその余の主張について

以上に加えて、原告 らの挙げる、「ウラル核惨事」、「西 ドイン (当 時)の

調査報告」は、地震により重大事故が発生することを基礎付けるものでは

なく、主張 自体失当であるが、その点を措いても、以下のとお り、原告 ら

の主張は当を得ない。

ア  「ウラル核惨事」について

まず、原告 らは、被告が、「ウラル核惨事」のような「爆発事故は発生

しないと考えられる」としつつ、高 レベル廃液の爆発の可能性があるこ

とを認めているとしている (原告 ら準備書面 25・ 6ページ)。

原告 らのい う「ウラル核惨事」とは、ゾビエ ト社会主義共和国連邦 (当

時)のチェリャビンスクー 40再処理施設 (当 時。現在はマヤーク軍事
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用再処理施設)において、昭和 32年 (1957年 )、 高レベル廃液の貯

蔵タンクの冷去,系統の故障により、同タンク内で爆発が発生 し、同タン

ク内の核分裂生成物が環境中に放出された事故を指すものであると解 さ

れる。 しかるところ、同施設は、再処理の方法 としてウラニル酢酸塩沈

殿法 (注 78)を 採用 してお り、同タンク内の酢酸塩 と硝酸塩 とが加熱

されたことにより爆発が発生 したものであるとされている (乙第 155

号証 )。 これに対 し、本件再処理工場は、再処理の方法 として、使用済燃

料を硝酸で溶解 し、その溶解液を有機溶媒 と接触 させ、ウラン、プル ト

ニウム及び核分裂生成物を分離する方法 (ピュー レックス法 (注 79))

を採用 してお り (第 1事件答弁書 27ページ)、 硝酸及び硝酸塩を用いて

いるものの、酢酸塩は用いていない (乙第 85号証 6-1-729、 6

-1-749、 6-1-750ペ ージ)。

また、上記事故が発生 した 「高 レベル廃液貯蔵タンク」について、本

件再処理工場においては、前記 (2)の とお り、高 レベル濃縮廃液貯槽

等につき、安全冷却水系 (再処理設備本体用)に より冷却水を供給 して、

その内包する廃液の有する放射性物質の崩壊熱を除去 しているところ、

安全冷却水系を非常用所内電源設備 (非常用ディーゼル発電機)に接続

させてお り、外部電源系統が喪失 した場合であっても冷却水を供給 し、

崩壊熱を除去できるようにしてお り、加えて、重大事故等対策 として、

安全冷却水系 (再処理設備本体用)の冷却機能が喪失することを仮定 し

て、代替安全ハ去,水系等を設けて、高 レベル濃縮廃液貯槽等に冷却水を

供給できるようにしている。

したがつて、本件再処理工場では、マヤーク軍事用再処理施設におけ

る高 レベル廃液貯蔵タンク内の酢酸塩 と硝酸塩 とが加熱 されたことによ

り発生 した爆発事故 と同様の事故が発生することは考えられず、また、

高 レベル濃縮廃液貯槽等につき、冷却機能喪失を仮定しても代替安全冷
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却水系により冷却ができるのであつて、これを踏まえずに、上記爆発事

故又はこれ と類似の爆発事故が発生する旨をい う原告 らの主張は当を得

ない。

(被告準備書面 (5)49、 50ページ)

イ  「西 ドイツ (当 時)の調査報告」について

また、原告 らは、西 ドイツ (当 時)内務省がケルンにある原子炉安全

研究所に委託 した調査報告について、「再処理工場で冷却施設が完全に停

止すると (略)最終的死亡者数は西独全人 口の半分の三千万人に上る可

能性があるとい う。」 として紹介する記事 (甲第 152号 証)を挙げて、

「本件再処理工場で最も恐ろしい事故は高 レベル放射性廃液の蒸発乾固

に続いて生 じる爆発及び溶融である」とする (原告 ら準備書面 25・ 6、

7ページ)。

上記報告は、 ドイツ連邦共和国 (当時)の原子炉安全研究所において

昭和 51年 (1976年 )にまとめられた 「再処理工場 と原子力発電所

で起こり得る最大の事故結果の比較研究」と題する報告書 (通称 IRS

-290)(以 下 「IRS-290」 とい う。)(被 告準備書面 (5)

48、 49ページ、乙第 154号 証)を指すものと推測 されるところ、

IRS-290は 、軽水炉の燃料集合体を処理する大規模な再処理工場

が持つ潜在的危険性を評価することを目的に作成 され、ある事故が発生

した場合にも、いかなる対策の効果も考慮せずに被害状況を解析 したも

のであり、 IRS-290自 ら、その分析は、 「最も悲観的な前提条件

のもとに予想 される影響効果の比較データとしての意味を持つものであ

るが、現実の条件下における危険性の基準としては、採用すべきでない」

としている (被告の令和 2年 10月 29日 付け被告準備書面 (1)54、

55ページ、被告準備書面 (5)48、 49ページ、乙第 154号 証 2、

34ページ (訳文 2、 33ページ))。

)
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したがって、上記報告書に関する記事に基づき、本件再処理工場にお

いても、「高 レベル放射性廃液の春発乾固に続いて生 じる爆発及び溶融」

が発生するとする原告 らの主張は当を得ない。

4 水素爆発の発生をい う主張について

原告 らは、「地震によって本件再処理工場の電源を喪失すると、空気圧縮機

が全部停止 し、貯槽内の水素が爆発する濃度になれば、水素爆発 とい う重大

な事故に至る」 ところ、被告も水素爆発 とい う重大事故の発生を認めている

旨を主張する (原告 ら準備書面 25。 9ページ)。

しかしながら、被告は、本件再処理工場内の硝酸プル トニウム溶液 (注 80)

及び有機溶媒等は、放射線が当たると水素を発生 させ、水素は、ある濃度 (常

温常圧の空気中で 4.0な いし75vol%(注 81)。 以下、「可燃限界濃

度」とい う。)に至ると、着火源があれば酸素と反応 して爆発するおそれがあ

るため、本件再処理工場では、発生する水素の濃度が可燃限界濃度に至るお

それのある機器の うち、可燃限界濃度に達するまでの時間余裕の小 さい機器

(プル トニウム精製設備のプル トニウム濃縮液一時貯槽等)については、安

全圧縮空気系から空気を常に供給 し、水素を掃気することにより機器内の水

素の濃度を可燃限界濃度未満に維持できるようにしてお り、また、安全圧縮

空気系を非常用所内電源設備 (非常用ディーゼル発電機)に接続 させ、外部

電源系統が喪失 した場合であっても水素掃気機能を確保できるよ うにして

いる (被告準備書面 (2)88ペ ージ、被告準備書面 (5)28、 29ペー

ジ)。 そ して、安全圧縮空気系、安全圧縮空気系が接続 されている機器及び非

常用ディーゼル発電機を耐震重要施設 としている (再処理事業指定基準規則

の解釈別記 2・ 2-③ (乙第 25号証 86ページ)、 乙第 85号証 6-1-

245、 6-1-246、 6-1-296ペ ージ)。 被告は、このように耐震

重要施設 とした安全圧縮空気系や非常用ディーゼル発電機について、保守的
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に策定 した基準地震動 Ssに よる地震力に対 してその安全機能が損なわれ

ないよう耐震設計 (評価)してお り、基準地震動 Ssに相当する地震動が発

生 した場合において、安全機能 (水素掃気機能や動力源)が損なわれること

はなく、水素爆発が発生することはない。

加えて、前記第 1・ 4で述べたとお り、被告は、本件再処理工場において、

基準地震動を超える地震動の地震 とい う条件の下において、耐震重要施設で

ある安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失、全交流動力電源喪失

及び空気圧縮機を冷却する安全冷却水系 (再処理設備本体用)の機能喪失に

よる間接的な機能喪失により、水素掃気機能が喪失 し、 5建屋 49機器で同

時に水素爆発が発生することを仮定して、重大事故等対処設備 (代替安全圧

縮空気系等)を設け、併せてこれ らの設備 を用いた手順書の整備等を行い、

その有効性評価を行い、本件再処理工場外への放射性物質の異常な水準の放

出のないことを確認 している。

以上のとお りであるから、本件再処理工場において、「地震によつて本件再

処理工場の電源を喪失すると、空気圧縮機が全部停止 し、貯槽内の水素が爆

発する濃度になれば、水素爆発 とい う重大な事故に至」 り、被告も水素爆発

とい う重大事故の発生を認めているとする原告 らの主張は、被告が上記のと

お り安全対策を講 じ、加えて、水素爆発の発生を仮定して重大事故等対策を

講 じていることを何 ら理解 しないものであつて、理由がない。

5 有機溶媒等による火災又は爆発の発生をいう主張について

原告らは、被告が、本件再処理工場において、「セル内において発生する有

機溶媒その他の物質による火災又は爆発」の発生を認めたとし、これが地震

により発生する旨を主張する (原告ら準備書面 25・ 9ないし11ページ)。

しかしながら、本件再処理工場の分離設備の抽出塔、分配設備のウラン逆

抽出器、プル トニウム精製設備の抽出塔、逆抽出塔、溶媒回収設備 (被告準
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備書面 (2)49ペ ージ)等においては、有機溶媒を加熱するところ、有機

溶媒は一定の温度に至ると引火 し、火災を発生 させる可能性があるため、化

学的制限値 として有機溶媒中の n― ドデカン (注 1)の引火点 (74℃)を

設定 し、有機溶媒の温度を同引火点未満に維持できるように監視 している

(被告準備書面 (2)86ペ ージ)。 このように、上記機器等では、運転時に

おいて、有機溶媒の温度が引火点未満である上、地震が発生 した場合には工

程を停止 し、温度上昇が抑制 されるから、有機溶媒の温度が引火点に至るこ

とはなく、事故が発生することはない
27。

また、本件再処理工場の分配設備のウラン濃縮缶、プル トニウム精製設備

のプル トニウム濃縮缶、高 レベル廃液処理設備の高 レベル廃液濃縮缶等に多

量のTBP等 が混入 し、硝酸、硝酸ウラエル溶液 (注 82)又 は硝酸プル ト

ニウム溶液等 と共存すると錯体を形成 し、この錯体は、一定温度 (135℃ )

以上に加熱 された場合、急激な分解反応 を生 じる可能性があることか ら、

TBP等 の錯体の急激な分解反応を防止するため、熱的制限値 として加熱蒸

気最高温度 (135℃ )を設定し、上記濃縮缶等を加熱する加熱蒸気の温度

がこれを超えないように監視 し、その圧力により加熱蒸気を発生させる一次

蒸気の流量を制御 している (被告準備書面 (2)87、 88ページ)。 このよ

うに、上記機器等では、運転時において、TBP等 の錯体の急激な分解反応

の開始温度未満である上、本件再処理工場で地震が発生した場合には工程を

停止 し、温度上昇が抑制 されるから、TBP等 の錯体の急激な分解反応の開

始温度に至ることはなく、事故が発生することはない。

なお、前記第 1・ 5で述べたとお り、被告は、本件再処理工場において、

27 なお、原告らが、「有機溶媒が配管からセルに漏えい」した場合の火災をも挙げることに徴
して (原告ら準備書面 25・ 10ページ)、 配管の企周破断により有機溶媒等による火災又
は爆発が発生する旨を主張するものと解 したとしても、配管の企周破断が起きれば有機溶媒

の漏えいは生じるが、放熱を考慮すれば崩壊熱による温度上昇が抑制され、有機溶媒の温度

が引火点に至ることはない (乙第 85号証 615ペ ージ)。
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基準地震動を超える地震動の地震等の設計上定める条件 より厳 しい条件の

下でも有機溶媒等による火災又は爆発が発生することは想定されないが、技

術的な想定を超えて敢えて、TBP等 の錯体の急激な分解反応が発生するこ

とを仮定して重大事故等対策を講 じているのであつて、地震により同分解反

応が発生することを想定しているわけではない。

以上のとお りであるから、本件再処理工場において、地震により、有機溶

媒等による火災又は爆発が発生する旨をい う原告 らの主張には理由がない。

6 重大事故の同時発生をいう主張について

原告らは、地震により、冷却機能の喪失と水素掃気機能の喪失とが同時に

発生し、「不溶解残滓 (ママ)廃液の場合は、排気機能が失われると2時間で

水素濃度が爆発の可能性のある8%に達し緊急事態とな」る、「地震による場

合に重大事故は同時発生すると想定され、その場合の被害は甚大になる」と

主張する (原告ら準備書面 25・ 5、 11ページ)。

しかしながら、前記第 1・ 8で述べたとおり、被告は、基準地震動を超え

る地震動の地震により、冷却機能の喪失による蒸発乾固、放射線分解により

発生する水素による爆発、使用済燃料の著しい損傷の 3つの重大事故が同時

に発生することをも仮定して重大事故等対策を講じ、有効性評価を行ってい

る。

そして、原告らが、不溶解残澄 (注 83)廃液に係る冷却機能の喪失と水

素掃気機能の喪失がいずれの機器において発生すると主張しているのか明

らかでないが、万一高レベル廃液等が沸Bきに至った場合には水素の発生量が

運転時より相当多くなるものの、被告は、特に機器内の水素濃度の上昇が速

い機器 (プル トニウム濃縮液一時貯槽等)にあつては、機器圧縮空気自動供

給ユニット (重大事故発生防止対策)、 圧縮空気手動供給ユニット (重大事故

拡大防止対策)を備え、かつ、水素の発生量に対してそれぞれ十分な水素掃

♪
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気量を確保しており、水素濃度が最も高くなるプル トニウム濃縮液一時貯槽

においても、貯槽内の水素濃度が最大で ドライ換算 (注 84)約 4.9

vol%ま で上昇するものの、未然防止濃度 (8vol%)に 至ることはな

く、その後、代替安全圧縮空気系 (可搬型空気圧縮機)か ら圧縮空気を供給

することにより、貯槽内の水素濃度が低下傾向を示し、可燃限界未満濃度に

維持でき、前記第 1・ 8で述べた判断基準① (水素爆発の発生を未然に防止

し、水素爆発が発生した場合にその再発を防止できること)を満足すること

を確認している (乙第 85号証 747、 748ペ ージ)。

また、被告は、上記 3つの重大事故が同時に発生することを仮定しても、

前記第 1・ 8で述べた判断基準② (冷去「機能の喪失による蒸発乾固及び水素

爆発による放射性物質の放出量の合計が、セシウムー 137換算で 100

TBqを 十分下回るものであつて、かつ実行可能な限り低いこと)に対し、

すべての建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生

する水素による爆発による放出量を合計した場合であっても、約 2× 10 3

TBqで あり、上記判断基準を満足することを確認している (乙第 85号証

748ページ)。

したがって、本件再処理工場において、地震により重大事故が同時に発生

した場合の被害は甚大になる旨の原告らの主張には理由がない。

7 世界の再処理工場の事故例を拳げる主張について

原告 らは、「世界の再処理工場の事故例」に照らせば、本件再処理工場にお

いて重大事故が発生する現実的危険性が高いことは明 らかである旨を主張

する (原告 ら準備書面 25・ 11、 32ページ)。 原告 らは、単に、「世界の

再処理工場の事故例」 としてその名称を摘示するのみで、各事故例の内容、

原因、本件再処理工場において同様の事故が発生するとする根拠を何 ら示 し

ておらず、これ らの事故例に照 らして、本件再処理工場においても地震によ
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り重大事故が発生するとする原告らの主張は逐一反論をするまでもなく失

当であるが、以下念のため指摘をしておく。

原告らの挙げる事故例のうち、フランス共和国のラ・アーグ再処理工場に

おいて発生した「1980電 源喪失」1こ係る事故は、昭和 55年 (1980年 )、

フランス電力庁から受電した電気を同工場内の変電所の変圧器で降圧する

際にケーブルが短絡して火災が発生し、これに伴い、外部電源からの電力の

供給機能が失われるとともに非常用電源の機能も失われて電力の供給がな

くなり、使用済燃料冷却系や換気系が停止するに至ったものを指すと推測さ

れる。しかしながら、同事故は「何ら放射能の危険はなかつた」とされ、ま

た、本件再処理工場においては、外部電源がすべて喪失する場合に備えて非

常用ディーゼル発電機を 2系統設けるなど対策を講じている。したがつて、

上記事故を根拠に本件再処理工場においても重大な事故が発生するとする

原告らの主張には理由がない。 (被告準備書面 (5)50ないし52ページ)

次に、英国のセラフィール ド再処理工場において発生した「1973放 射

能大気放出」は、昭和48年 (1973年 )有機溶媒供給機の底に溜まって

いた不溶解残澄に有機溶媒が流れ込んだことが原因で発火した事故を指す

と推測される。しかしながら、本件再処理工場では、有機溶媒が不溶解残澄

を含む系統に移送されることはない。したがつて、上記事故を根拠に本件再

処理工場においても重大な事故が発生するとする原告らの主張には理由が

ない。 (被告準備書面 (5)53、 54ページ)

さらに、アメリカ合衆国のサバンナリバー再処理施設において発生した

「1953化 学爆発」は、昭和 28年 (1953年 )に、蒸発缶で硝酸ウラ

ニル溶液を蒸発濃縮していた際にTBPを 含む有機溶媒が混入し、TBPの

錯体の急激な分解反応が発生した事故を指すと推測される。しかしながら、

被告は、本件再処理工場において、TBP等 の錯体の急激な分解反応が発生

する可能性のある機器において、TBP等 の錯体の急激な分解反応の発生防

)
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止、その拡大防止、その事故影響緩和に係る対策を講 じてお り、さらに、プ

ル トニウム濃縮缶においては、重大事故等対策をも講 じている。したがつて、

上記事故を根拠に本件再処理工場においても重大な事故が発生するとす る

原告 らの主張には理由がない。 (被告準備書面 (5)54ペ ージ)

加えて、ゾビエ ト社会主義共和国連邦のチェリャビンスクー40再処理施

設 (当 時。現在はマヤーク軍事用再処理施設)において発生 した 「1957

爆発事故」は、昭和 32年 (1957年 )、 高 レベル廃液の貯蔵タンクの冷

去,系統の故障により、同タンク内で爆発が発生 した事故を指す と推測される。

しかしながら、前記 3の とお り、同事故を根拠に本件再処理工場においても

重大な事故が発生するとする原告 らの主張には理由がない。

東海再処理工場の「1996(マ マ)アスファル ト固化施設火災爆発」は、

平成 9年 (1997年 )に、同施設内の廃液中の沈殿物等 とアスファル ト固

化体 との化学反応が原因となって発生 した火災、爆発を指す と推測される。

しかしながら、被告は、本件再処理工場の低 レベル固体廃棄物処理設備にお

いて、低 レベル濃縮廃液等の処置にアスファル トを用いてお らず、その他の

工程においてもアスファル トを使用することはない。 したがつて、上記事故

を根拠に本件再処理工場においても重大な事故が発生す るとす る原告 らの

主張には理由がない。 (被告準備書面 (5)54、 55ページ)

第 3章 結語

被告は、本件再処理工場において、これまで繰返し述べてきたとおり基準地震

動 Ssを保守的に策定しているところ、耐震重要施設については、基準地震動 Ss

による地震力に姑してその安全機能が損なわれないよう耐震設計 (評価)を して

いる。加えて、被告は、基準地震動を超える地震動の地震等の条件の下において

重大事故の発生を仮定し、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合にお

いて、重大事故の発生を防止し、重大事故が発生した場合において、その拡大を
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防止するとともに、その影響を緩和 して本件再処理工場外への放射性物質の異常

な水準の放出を防止するために必要な措置を講 じ、それ らが重大事故等に対 して

有効に機能 していることを確認 している。したがつて、本件再処理工場において、

基準地震動に相当する地震動が発生 した場合に耐震重要施設がその安全機能を喪

失 して重大事故が発生するとい うことはなく、基準地震動を超える地震動の地震

とい う条件の下において発生を仮定する重大事故に対 して重大事故等対策を講 じ

ているから、放射性物質が異常な水準で放出されることはない。

本件再処理工場において地震が発生すれば、重大事故が発生 し、放射性物質が

環境中に多量に放出され、広範囲の人々の人格権を侵害する具体的危険があると

する原告 らの主張は、被告が、上記のとお り、基準地震動に相当する地震動が発

生 した場合に耐震重要施設がその安全機能を喪失 して重大事故が発生するとい う

ことがなく、基準地震動を超える地震動の地震 とい う条件の下において発生を仮

定する重大事故に対 して重大事故等対策を講 じてお り、放射性物質が異常な水準

で放出されることがないから、失当である。

以  上
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別紙図1 弾性範囲と塑性範囲等
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別紙図2 中性子モニタ指示値の低減の実績
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,上記は、分離工程の一部において、アクティブ試験の後、運転停止をし、機器内に硝酸等を供給 して放射性物質を次工程へ追い出す措置を行つた際の

中性子モニタ指示値の低減例である。レッド区域に立入 りが必要となつた場合に行う措置もこれと同じである。
・中性子モニタを用いて核分裂により発生する中性子線の時間当たりの数 (cps)を 計測 し、これにより、機器内の放射性物質の量を推定できる。各グラ
フは、分離工程の主要な機器についての中性子モニタ指示値を示 している。商業機密及び核不拡散の観点から、各機器名、及び、中性子モニタ指示値の

具体的数値は開示できないが、上記措置の後は、いずれの機器も中性子モニタ指示値が検出限界値以下を示 しており、放射性物質の除去の効果を確認
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別紙図 3 ブロック閉止壁の撤去フロー例

4.面端グラウト所 り、撤去3.上部還へいブロック撤去i移動2と 上郡グラウト所り、す散去1.既存譲装撤去

8.足場解体7.闘止板(人道ナR三扉)撤去

/騨

6.T郁グラウト1庁 り、撤去5.下郡進ふいプロック撤去、移動
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別紙図4 高レベル廃液濃縮缶から温度計保護管内への漏えい
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別紙図 5-1 床応答スペク トル作成例 (乙第 265号 証 514ペ ージより)
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別紙図 5-2 設計用床応答スペク トル例 (乙第 265号 証 517ペ ージより)
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別紙図 6 応答倍率法による評価方法 (乙第 274号 証 4ページより)

1.応答倍率法による評価方法 (2)

増加率 (β )の乗じ方としては,下記に示す2パターン (方法G② )が者えられる。
方法① :地農時の応力のみに題答比 (増加率)を乗じる方法

方法② :地震時と地震以外の応力の和に応答比 (増加率)を乗じる方法

評価基準値
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再処理施設及び特定廃葉物管理施設に設置されている機器は,常温・常圧の機器が主体で

あり,発生応力の大部分が地震応力であるため,増加率 (β )は『方法②』を用いて発生値

を算定し,評価基準値と比較している。
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別紙図 7 応答倍率法と詳細評価の比較 (乙第 274号 証 9ページより)

3.評価方法の妥当性確認

【応答倍率法と詳細評価の比較 】

■確認方法

応答倍率法の評価方法の妥当性を確認

するにあたり,鉛直地震動が大きく作用

するクレーン類について応答倍率法の評

価と詳細評価の比較を実施した。

■確認結果

詳細評価による評価結果と応答倍率法

による評価結果では,庖答倍率法による

結果の方が安全側の値を示す評価となつ

ている。

(単位 :N/m12)
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別紙図 8 耐震設計 (評価)における余裕の全体像
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別紙図 9-1 入力地震動の加速度応答スペク トルの比較 (中央地盤の分離建屋 )
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別紙図 9-2 入力地震動の加速度応答スペクトルの比較 (西側地盤の第 1ガラス

固化体貯蔵建屋 )
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別紙図 9-3 入力地震動の加速度応答スペク トルの比較 (東側地盤の精製建屋 )
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別紙図 10 環状形パルスカラムの評価部位 (乙第 284号 証 304、 313、 332ペ ージより)

上部

シャフト書r

下部

・ 環状紗 υレスカラムは、外胴上部に取り付けたラグにより支持架な毒に支持される。

・ラグは90。ピッチにて4箇
所設置する。
・ラグの支持部について1よ
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別紙図 11 臨界事故の発生を仮定する貯槽

建屋 貯槽

前処理建屋

溶解槽A
溶筋甲オ曹B
エンドピース酸洗浄槽A
エンドピース酸洗浄槽B
ハル洗浄槽A
ハル洗浄槽B

精製建屋
第 5-時貯留処理槽
第7-時貯留処理槽
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別紙図12 冷却機能の喪失による蒸発乾回の発生を仮定する貯槽等

建屋 貯槽等

前処理建屋

中継槽A

中継槽B

リサイクル槽A

ジサイクル槽 B

中間ポットA

中間ポットB

計量前中間貯槽A

計量前中間貯槽 B

計量後中間貯槽

計量・調整槽

計量補助槽

分離建屋

高レベル廃液濃縮缶
※1

高レベル廃液供給槽
※1

第 6-時貯留処理槽

溶解液中間貯槽

溶解液供給槽

抽出廃液受槽

抽出廃液中間貯槽

抽出廃液供給槽A

抽出廃液供給槽 B

第 1-時貯留処理槽

第 8-時貯留処理槽

第 7-時貯留処理槽

第 3-時貯留処理槽

第 4-時貯留処理槽
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(つづき)

※ 1

※ 2

建屋 貯槽等

精製建屋

プル トニウム濃縮液受槽

リサイクル槽

希釈槽

プル トニウム濃縮液一時貯槽

プル トニウム濃縮液計量槽

プル トニウム濃縮液中間貯槽

プル トニウム溶液受槽

油水分離槽

プル トニウム濃縮缶供給槽

プル トニウム溶液一時貯槽

第 1-時貯留処理槽

第 2-時貯留処理槽

第 3-時貯留処理槽

ウラン・

プル トニウム

混合脱硝建屋

硝酸プル トニウム貯槽

混合槽A

混合槽 B

時貯槽※
2

高レベル廃液

ガラス

固化建屋

高レベル廃液混合槽A

高レベル廃液混合槽 B

供給液槽A

供給液槽 B

供給槽A

供給槽 B

第 1高 レベル濃縮廃液貯槽

第 2高 レベル濃縮廃液貯槽

第 1高レベル濃縮廃液一時貯槽

第 2高 レベル濃縮廃液一時貯槽

高レベル廃液共用貯槽
※2

長期予備は除く。

平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう、空き

る量を確保 している。
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別紙図 13 放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定する貯槽
等

建屋 貯槽等

前処理建屋

中継槽A
中捧匹槽 B

計量前中間貯槽A
計量前中間貯槽 B

計量・調整槽

計量補助槽

計量後中間貯槽

分離建屋

溶解液中間貯槽

溶解液供給槽

抽出廃液受槽

抽出廃液中間貯槽

抽出廃液供給槽A
抽出廃液供給槽 B
プル トニウム溶液受槽

プル トニウム溶液中間貯槽

第 2-時貯留処理槽
第 3-時貯留処理槽
第4-時貯留処理槽
高レベル廃液濃縮缶

※1

精製建屋

プル トニウム溶液供給槽

プル トニウム溶液受槽

油水分離槽

プル トニウム濃縮缶供給槽

プル トニウム濃縮缶

プル トニウム溶液一時貯槽

プル トニウム濃縮液受槽

プル トニウム濃縮液計量槽

プル トニウム濃縮液中間貯槽

プル トニウム濃縮液一時貯槽

リサイクル槽
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(つづき)

※ 1

※ 2

建屋 貯槽等

精製建屋

希釈槽

第 2-時貯留処理槽
第 3-時貯留処理槽
第 7-時貯留処理槽

ウラン・プル トニウ

ム混合脱硝建屋

硝酸プルトニウム貯槽

混合槽A
混合槽B
一時貯槽

※2

高 レベル廃液ガラ

ス固化建屋

第 1高 レベル濃縮廃液貯槽

第 2高 レベル濃縮廃液貯槽

第 1高 レベル濃縮廃液一時貯槽

第 2高 レベル濃縮廃液一時貯槽

高レベル廃液共用貯槽
※2

高レベル廃液混合槽A
高レベル廃液混合槽 B

供給液槽A
供給液槽 B

供給槽A
供給槽 B

長期予備は除く。

平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう、空き容量を確保し

ている。

,
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語句注

(注 1)有機溶媒、TBP、 TBP等 、 n― ドデカン

有機溶媒 とは、有機性の溶媒をい う。本件再処理工場では、ウランとプル トニ

ウムの抽出剤 として、TBP(り ん酸三ブチル :tributyl phosphateの略)を

n― ドデカン (normal一 dodecane)で約 30%に 希釈 した有機溶媒を用いている。

TBPは 、水に難溶の無色の液体である。金属元素の溶媒抽出に多く用いられ、

再処理で重用されている。

TBP等 とは、本件再処理工場で用いるTBP又 はその分解生成物をい う。

n― ドデカンは、パラフィン炭化水素に属 し、水に不溶の液体である。 ドデカ

ンには幾つかの異性体が存在するが、炭素原子が直鎖状のものを n― ドデカンと

い う 。

(注 2)重大事故

重大事故とは、設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する事故で

あって、①セル内において発生する臨界事故、②使用済燃料から分離された物で

あって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能が喪失した場合に

セル内において発生する蒸発乾固、③放射線分解によつて発生する水素が再処理

設備の内部に滞留することを防止する機能が喪失した場合にセル内において発生

する水素による爆発、④セル内において発生する有機溶媒その他の物質による火

災又は爆発 (上記③のものを除く。)、 ⑤使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃

料の著しい損傷、⑥放射性物質の漏えい (上記①ないし⑤のものを除く。)をい

う (再処理規則 1条の 3)。

(注 3)基準地震動

基準地震動 とは、再処理施設、原子炉施設等の耐震設計に用いるために策定
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♪

する地震動をい う。

基準地震動 Sl及び S2と は、耐震設計審査指針 (旧指針 )、 再処理施設安全審

査指針 に基づき、再処理施設、原子炉施設等の耐震設計に用いるために策定す

る地震動をいい、解放基盤表面に設定するものである基準地震動 Slについては、

これをもたらす 「設計用最強地震」 として、「歴史的資料から過去において敷地

又はその近傍に影響を与えた と考えられる地震が再び起こり、敷地及びその周

辺に同様の影響を与えるおそれのある地震及び近い将来敷地に影響を与えるお

それのある活動度の高い活断層による地震の うちから最も影響の大きいものを

想定する」こととされていた。基準地震動 S2については、これをもたらす 「設

計用限界地震」として、「地震学的見地に立脚 し設計用最強地震を上回る地震に

ついて、過去の地震の発生状況、敷地周辺の活瞬層の性質及び地震地体構造に

基づき工学的見地か らの検討を加 え、最 も影響の大きいものを想定する」こと

とされてお り、その際 「直下地震によるもの」も考慮することとされていた。

新耐震設計審査指針では、「耐震設計上重要な施設は、敷地周辺の地質
。地質

構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地か ら施設の供用期間中に

極めてまれではあるが発生す る可能性があ り、施設に大きな影響を与えるおそ

れがあると想定することが適切な地震動による地震力に封 して、その安全機能

が損なわれることがないように設計 されなければならない」 との基本方針が示

され、この地震動 として旧指針の基準地震動 Sl及び S2に替わ り、基準地震動

Ssが 定義 され、基準地震動 Ssは、「敷地 ごとに震源を特定 して策定する地震

動」及び 「震源を特定せず策定する地震動」について、解放基盤表面における

水平方向及び鉛直方向の地震動 としてそれぞれ策定す ることとなつた。基準地

震動 Ssに係 る基本的な考え方は、新規制基準の設置許可基準規則及び再処理

事業指定基準規則においてもほぼ同一である。

(注 4)加速度、最大加速度、Gal
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♪

地震動に関し、加速度 とは、地震動による地盤や構築物等の速度がある時間内

に変化する割合をい う。

最大加速度 とは、地震動の継続時間中に生 じる加速度振幅 (速度の単位時間当

た りの変化の割合)の最大値をい う。

ガル (Gal)と は、加速度の単位であり、 lGal=lcm/s2で ぁる。

なお、重力加速度は 980Galで ある。

(注 5)耐震重要施設

耐震重要施設とは、安全機能を有する施設のうち、地震の発生によつて生ずる

おそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が

特に大きいとされている施設であり (再処理事業指定基準規則 6条 1項 )、 具体

的には、耐震重要度分類が Sク ラスの施設をいう。本件再処理工場においては、

①その破損等により臨界事故を起こすおそれのある施設、②使用済燃料貯蔵設備

の燃料貯蔵プール・ピット等、③ a 高レベル放射性液体廃棄物 (高 レベル廃液 )

を内包する系統及び機器のうち安全上重要な施設 (団体廃棄物の廃棄施設のガラ

ス溶融炉等)、 b プル トニウムを含む溶液を内包する系統及び機器のうち安全

上重要な施設 (溶解設備の溶解槽等)、 c a、 bを収納するセル等、 d a、

b、 cに関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制するための施設 (換気

設備のうち安全上重要な施設等)、 ④安全冷去「水系、プール水冷却系、補給水設

備、⑤安全圧縮空気系等が、それぞれ耐震重要施設に当たる (乙第85号証6-

1-244な いし6-1-246ペ ージ)。

(注 6)地震力、静的地震力、動的地震力

地震力とは、地震動により建物・構築物及び機器・配管系に作用する力をいう。

地震力には、時々刻々と変化する地震動に基づき求める動的地震力と、時間が

経過しても変化しない一定の力を仮定する静的地震力がある。また、地震力が作
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用する方向により、水平地震力 と鉛直地震力 とに区別 される。

上記の うち静的地震力は、一般建築物の耐震設計で広 く用いられているもので

あり、一般建築物の構造基準である建築基準法 との対比も分か りやすいことから、

基準地震動や弾性設計用地震動による動的な解析 と併せて Sク ラス (耐震設計審

査指針 (旧指針)ではAsク ラス、Aク ラス)の施設の耐震設計の信頼性を高め

る役割を担っている。本来は動的な交番荷重 (周期的に大きさが正負に繰 り返 し

作用する荷重)である地震力を、水平方向又は鉛直方向に作用する、時間が経過

しても変化 しない一定の力に置き換えたものである。静的地震力は、水平方向に

ついては、建築基準関係規定による層せん断力係数に基づき算定 し、鉛直方向に

ついては、建築基準関係規定では考慮 されていないものの、高さ方向に一定な鉛

直震度に基づき算定 している。

(注 7)安全機能、安全機能を有する施設

安全機能 とは、再処理施設の運転時、停止時、運転時の異常な過渡変化時又は

設計基準事故時において、再処理施設の安全性を確保するために必要な機能をい

う (再処理事業指定基準規則 1条 2項 3号 )。 本件再処理工場における安全機能

には、遮蔽機能、放射性廃棄物の放出管理機能、放射線監視機能 (以上被告準備

書面 (2)第 5章参照 )、 臨界防止機能、閉じ込めの機能、冷却機能、火災等に

よる損傷の防止機能 (以上同第 6章参照)等が含まれる。

安全機能を有する施設 とは、再処理施設の うち、安全機能を有するものをい う

(再処理事業指定基準規則 1条 2項 4号 )。 再処理事業指定基準規則第 2章は、

安全機能を有する施設について規定 している。

(注 8)運転時の異常な過渡変化

運転時の異常な過渡変化 とは、運転時に予想 される機械又は器具の単一の故障

若 しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれ らと類似の頻度で発生す
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ると予想される外乱によつて発生する異常な状態であつて、当該状態が継続した

場合には温度、圧力、流量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全設計上許

容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象をいう

(再処理事業指定基準規則 1条 2項 1号 )。 被告は、本件再処理工場の設計の基

本方針において、深層防護のうち異常拡大防止に係る対策が適切に採用されてい

ることを確認するために、運転時の異常な過渡変化を選定し、異常発生防止に係

る対策を考慮せずに異常拡大防止に係る対策が十分機能を発揮するか否かにつき

解析を行い、判断基準を満たすことを評価している。

(注 9)設計基準事故

設計基準事故 とは、発生頻度が 「運転時の異常な過渡変化」より低い異常な状

態であって、当該状態が発生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放

出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象をい う (再処理事業指

定基準規則 1条 2項 2号 )。 被告は、本件再処理工場の設計の基本方針において、

深層防護の うち事故影響緩和の考え方が適切に採用 されていることを確認するた

めに、設計基準事故を選定し、異常発生防止に係 る対策及び異常拡大防止に係る

封策を考慮せずに事故影響緩和に係る対策が十分機能を発揮するか否かにつき解

析を行い、判断基準を満たすことを確認 している。

(注 10)地震荷重

地震荷重とは、厳密には地震力が建物・構築物及び機器・配管系に作用してい

る荷重分布状態をいう。

(注 11)弾性範囲 (弾性域 )、 弾性限界、降伏応力、降伏点、塑性変形、塑性範

囲 (塑性域)

物体に力を加えたときに生じた変形 (ひずみ)が、その力を除いたときに完全
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に元の状態に戻る性質を弾性 といい、弾性範囲 (弾性域)と は、ひずみと応力 と

がほぼ比例するとみなせる範囲をい う。

例えば、鋼材に引つ張る力を加えた場合、荷重 (力 )の大きさに応 じて変形 し、

荷重を除くと元の状態に戻る。 しかし、荷重がある大きさを超えた時点で、それ

以上の力を加えなくても変形が急激に進む。この荷重の限界点を弾性限界、一定

以上の力を加えなくても変形が進む現象を降伏、このときの応力を降伏応力 とい

う。降伏後は力を除いても元の状態には戻 らなくなる。

降伏点とは、弾性限界における応力をい う。

物体に力を加えたときに生 じた変形 (ひずみ)がその力を除いたときに完全に

は元の状態に戻 らず、永久的な変形 (ひずみ)が残る性質を塑性 といい、この変

形を塑性変形 とい う。塑性範囲 (塑性域)と は、塑性を示す状態 (範囲)をい う。

塑性ひずみ とは、降伏点を超える力を加えたとき、力を除 しても元に戻らない

変形 (ひずみ)の ことをい う。また、さらに力を加えていくと、破断に至る。

応力σ
館彼点

最大応カ

斡
争
,

下議彼遠

ひずみc

(注 12)岡J性、剛構造

岡J性 とは、荷重が作用 した場合の構造物又は構造部材の変形に対する抵抗の度

合いをい う。剛性は、材料の性質、都材断面の形状、構造物の固定方法等により

定まる。

127



構造物の剛性が相対的に高く、地震動等による外力を受けた場合に、変形を起

こしにくい構造物を岡」構造という。これに対して、外力を受けた場合に変形を起

こしやすい構造物 (例えば、超高層ビル)を柔構造という。

構造物の固有周期は、その重量と剛性とで決まるため、相対的にみて柔構造の

構造物の固有周期は長周期であり、剛構造の構造物の固有周期は短周期である。

JEAG4601で は、 1次固有振動数が20Hz以 上 (周期にすると0.0

5s以下)の構造物が剛構造とされている。

(注 13)耐 力、終局耐カ

耐力 とは、材料に一定量の永久的な変形をもたらす応力をい う。

終局耐力 (終局強度)と は、建物・構築物に作用する荷重が漸次増大 した際、

その変形又はひずみが著しく増加する状態 (終局状態)に至る最大荷重をい う。

(注 14)31張強 さ

引張強さとは、材料に引張 り力を与え、材料が破断するまでの間にかかる最大

の応力をい う。

設計引張強 さ (Su)と は、設計で用いる引張強さのことをい う。

実際に材料が有する引張強さは、設計引張強さ (Su)よ りも大きな値 となっ

ている。

(注 15)終局せん断ひずみ

せん断ひずみとは、せん断力によつて変形を生じる際の変形 (ひずみ)の割合

をいう。例えば、耐震壁の場合、水平方向の地震力が作用したときに耐震壁に生

じる水平方向の変形量 (せん断変形量)を耐震壁の高さで除した値である。

終局せん断ひずみとは、終局耐力のときの建物 。構築物の変形 (ひずみ)をい

う。
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鷲霊壁

b
せん断査 ふ

わ/a=せん断ひずみ

(注 16)耐震重要度分類

耐震重要度分類とは、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度

(耐震重要度)に応 じだ分類を下死 原子力施訳あ耐震設計正酪藤てlま下耐震重

要度の区分ごとに適切と考えられる設計用地震力に耐えられるように設計されな

ければならない。

耐震設計審査指針 (旧指針)においては、施設の機能別に、Asク ラス、Aク

ラス、Bク ラス及びCク ラスに区分されていた。

① Asク ラス :Aク ラスのうち、特に重要なもの。

② Aク ラス :自 ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵している施設に直接関

係しており、その機能喪失により放射性物質を外部に放散する可

能性のあるもの、及びこれらの事態を防止するために必要なもの、

並びにこのような事故発生の際に、外部に放散される放射性物質

による影響を低減させるために必要なものであつて、その影響や

効果の大きなもの。

③ Bク ラス :Aク ラスで述べたことの影響、効果が比較的小さいもの。

④ Cク ラス :A及びBク ラスの施設以外であつて、一般産業施設と同等の安全

性を保持すればよいもの。

新耐震設計審査指針においては、旧指針における耐震設計上の重要度分類のク

学
会
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ラスを見直 し、旧指針におけるAク ラス全体をAsク ラスと同等に扱 うこととし

て、すべて Sク ラスに区分 し、 Sク ラスの施設について基準地震動 Ssに よる地

震力に対 してその安全機能が保持できることを求めることとされた。すなわち、

Sク ラスとは、自ら放射性物質を内蔵 しているか又は内蔵 している施設に直接関

係 してお り、その機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能性のあるもの、

並びにこれ らの事故発生の際に外部に放散 される放射性物質による影響を低減 さ

せるために必要なものであつて、その影響の大きいものをい う。 Bク ラス及び C

クラスは、変更されていない。

新規制基準においては、 Sク ラスの施設 として、新たに津波防護施設等が加わ

つているものの、新耐震設計審査指針 と同様の耐震重要度分類の考えをとつてい

る。

(注 17)弾 性設計、弾性設計用地震動

弾性設計 とは、施設が地震力 (地震により物体に作用する力)に対 して耐える

ために、ある地震力に姑 して施設全体 として概ね弾性範囲に留まるよう設計する

ことをい う。

弾性設計用地震動 とは、施設が地震力に対 して耐えるために、ある地震力に対

して施設全体 として概ね弾性範囲になるよう設計する際に用いる地震動をい う。

(注 18)地震応答解析、スペクトルモーダル解析法、時刻歴応答解析法

応答とは、地盤、建物・構築物及び機器 。配管系が地震動を受けた際の、当該

地盤、建物・構築物及び機器・配管系自体の揺れをいい、この揺れ方の特徴を応

答性状という。

地震応答解析とは、地震動によつて地盤、建物・構築物及び機器・配管系が受

ける影響 (応答)を解析的に求めること全般をいう。その手法として、地盤につ

いては等価線形解析や逐次積分法等、建物 。構築物及び機器 。配管系については
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スペクトルモーダル解析法や時刻歴応答解析法等が挙げられる。原子力発電所や

再処理施設の耐震設計においては、地震動に対して、地盤、建物・構築物及び機

器・配管系の各部が、どのような力を受けたり変形したりするかを検討するため

に、これらを適切な解析モデルに置き換え、地震応答解析を行つている。

スペクトルモーダル解析法とは、機器 。配管系の地震応答値を求める解析法を

いう。機器・配管系には解析モデルの質点の数だけ固有周期が存在するところ、

評価対象となる機器・配管系が設置されている床ごとに、固有周期を変数とした

最大応答加速度の曲線 (応答スペクトル)をあらかじめ求めておき、そのうえで

機器・配管系が有する各固有周期に対応した振動形状 (固有振動モード)ごとの

最大応答値を求め、それらの固有振動モードごとの最大応答値を重ね合わせるこ

とにより、機器・配管系の地震応答値を求める。

時刻歴応答解析法とは、地震動に対する建物・構築物及び機器・配管系の各部

の応答を検討するために、地盤や建物 。構築物等を適切な解析モデルに置き換え、

入力地震動を入力して、建物・構築物及び機器・配管系の各部が受ける力と揺れ

の大きさを時々刻々に求める解析法をいう。

(注 19)許 容限界

許容限界 とは、建物・構築物及び機器 D配管系の設計や耐震安全性の評価等に

おいて、応力値やひずみ等について達成すべき目標に応 じて定めた上限の値をい

う。許容限界は、荷重の種類 (常時作用する荷重、地震時の荷重のような短期的

に作用す る荷重等 )、 使用材料の種類等を考慮 して設定される。評価基準値 とも

い う 。

(注 20)応 力、応力値、応力解析

応力 (応力値)と は、ある物体に対 して外部から与えられた力 (外力)が作用

したとき、これに抵抗するように物体内部で生ずる力又はその単位面積当た りの
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力をいう。

応力解析とは、作用する外力により、物体に生じる応力 (応力値)を求める解

析をいう。

(注 21)応 答スペク トル

応答スペク トル とは、地震動が様々な固有周期を持つ建物・構築物及び機器・

配管に対 して、どのような揺れ (応答)を生じさせるかを、グラフの縦軸に加速

度等の応答値、横軸に固有月期をとつて、一見 して分か りやすいように描いたも

のをい う。応答スペク トルは、応答値のとる量の種類 (加速度、速度、変位等 )

により、加速度応答スペク トル、速度応答スペク トル又は変位応答スペク トル等

と称 されるき加速度応答スペク トルを作成することにより、建物・構築物及び機

器・配管の固有周期が分かれば、建物・構築物及び機器
。配管系に作用する地震

力の大きさを把握することができる。
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(注 22)応 答、応答加速度

応答 とは、地盤、建物・構築物及び機器・配管系が地震動を受けた際の、当該

地盤、建物・構築物及び機器・配管系自体の揺れをいい、この揺れ方の特徴を応

答性状 とい う。

応答加速度 とは、地盤、建物 。構築物及び機器・配管系が地震動を受けた際の

応答を表すパラメータの うち、当該地盤、建物・構築物及び機器・配管系の任意

の箇所における加速度をい う。

(注 23)層 せん断力 (Qi)、 層せん断力係数 (Ci)

せん断力 とは、正方形の物体に作用することで、面積を変えずに形状をゆがめ

る (平行四辺形に変形する)こ とができる力をい う。せん断力が作用 したときに、

単位面積当た りに作用するせん断力をせん断応力 とい う。

建物 E構築物が水平方向の地震力を受けた時、各階には、その階を水平方向に

ず らそ うとする力が生ずる。この力を層せん断力 (Qi)と い う。層せん断力係

数 (Ci)と は、地震により建物のある階層に生ずるせん断力を、その階層から

上層の建物全重量で除した値をい う。建築基準法では、層せん断力係数について

の規定を設 けて建物の耐震性 を確保 している。すなわち、標準せん断力係数

(Co)(1階 部分のせん断力係数)0.2以 上 とし、黙物の振動特性、地盤の

種類等を考慮 して、各階の層せん断力係数を求め、それを用いて各階の層せん断

力を算出し、各部材の評価基準値を満足するよう設計することによつて建物の耐

震性を確保する。

耐震設計審査指針 (旧指針)において必要 とされる層せん断力係数は、建築基

準法 と同じく、標準せん断力係数を 0.2と して、建物の振動特性等を考慮 して

求めた値に、耐震重要度分類に応 じた係数 (Aク ラス 3.0、 Bク ラス 1.5、

Cク ラス 1.0)を 乗 じて算定される。新耐震設計審査指針及び再処理事業指定

基準規則の解釈においても、耐震重要度分類に応 じた係数 (Sク ラス 3.0、 B
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クラス 1.5、 Cク ラス 1.0)を 用いて旧指針と同様に算定される。

(注 24)水 平震度

設計に用いられる水平震度及び鉛直震度は、水平方向に作用する震度及び鉛直

方向に作用する震度をい うが、それぞれ地震動の最大加速度振幅を重力加速度

(980Gal)で 除した値によつて示 されるものであり、気象庁震度階級 とは

異なる。

(注 25)基 礎底面

基礎底面 とは、建物・構築物の最下部の構造部分であり、鉄筋コンクリー ト造

の厚い平板からなる基礎の底面をい う。

(注 26)入力地震動

入力地震動とは、建物 。構築物及び機器・配管系の解析モデルに入力して地震

応答解析を行うための地震動をいい、解放基盤表面における地震動として策定さ

れる基準地震動に対する、地震動入力位置の地盤の応答を評価したものである。

(注 27)耐 震壁

耐震壁 とは、建物・構造物の壁の うち、主として地震力の水平方向の力に抵抗

する壁をい う。原子力発電所や再処理工場の施設は、厚い耐震壁を多く配置する

ことによつて、地震に強い構造 としている。

(注 28)原 子力安全委員会

原子力安全委員会 とは、昭和 53年 10月 、原子力の安全確保体制を強化する

目的をもつて、原子力委員会の機能の うち、安全規制を独立して担当するものと

して総理府に設置された (中央省庁等改革関係法施行法により、平成 13年 1月
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6日 以降は内F各日府に設置されるものとされた。)組織をいう。原子力安全委員会

は、原子力の研究、開発及び利用に関する事項のうち、安全の確保に関する事項

について企画、審議し及び決定する権限を有していた。また、原子力安全委員会

の下には、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会をはじめとする各種の

専門都会等が組織され、調査・審議が行われていた。なお、原子力安全委員会は、

原子力規制委員会の設置に伴い、平成 24年 9月 19日 をもつて廃止された (原

子力規制委員会設置法附則 13条 )。

(注 29)原 子力安全・保安院

原子力安全・保安院とは、平成 13年 1月 、原子力その他のエネルギーに係る

安全及び産業保安の確保を図るため、経済産業省設置法に基づき経済産業省の外

局である資源エネルギー庁に設置された組織をい う。同院は、本院 (経済産業研

究所を含む。)、 原子力保安検査官事務所及び産業保安監督部で構成 され、それぞ

れ次の役割を担つていた。

本院は、原子力安全委員会 とともに原子力の安全確保についてダブルチェック

を行 う。原子力保安検査官事務所は、原子炉施設、核燃料施設に設置 され、原子

力保安検査官及び原子力防災専門官が常駐 し、それぞれの施設に対する安全規制

と防災対策を行 う。産業保安監督部は、原子力発電所を除く電力、都市ガス、火

薬類、高圧ガス、鉱山等に関する安全確保を目的にして、監督・検査等を実施す

る。

なお、原子力安全・保安院が担つていた原子力安全に係る規制事務は、原子力

規制委員会の事務局 として平成 24年 9月 19日 に発足 した原子力規制庁に移管

され、それに伴い同院は廃止 された。

(注 30)ガ ラス固化体

ガラス固化体 とは、使用済燃料を再処理 した際に生 じる放射能の高い廃液 (高
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レベル放射性液体廃棄物 (高 レベル廃液))を、ガラス溶融炉の中で、ガラス原

料と共に溶融し、ステンレス鋼製の容器 (キャニスター)に入れ、冷やし、固め

たものをいう。

(注 31)安全上重要な施設

安全上重要な施設とは、安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失によ

り、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故

時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性

物質又は放射線が再処理施設を設置する工場等外へ放出されることを抑制し、

又は防止するものをいう (再処理事業指定基準規則 1条 2項 5号 )。 安全上重

要な施設は、それが果たす安全機能の性質に応 じて、異常発生防止系

(PreventiOn System(PS)。 その機能の喪失により、再処理施設を異常状

態に陥れ、もつて公衆等に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのあるもの。)

と異常影響緩和系 (MitigatiOn System(MS)。 再処理施設の異常状態にお

いて、この拡大を防止し、又はこれを速やかに収東せしめ、もつて公衆等に及

ぼすおそれのある過度の放射線被ばくを防止し、又は緩和する機能を有するも

の。)と に分類される (再処理事業指定基準規則の解釈 1条 2項 (乙第 25号

証))。

本件再処理工場においては、遮蔽機能との関係では遮蔽機能を有する設備が

(乙第 85号 証 6-1-429、 6-1-431、 6-1-433、 6-1-

436ペ ージ)、 放射性廃棄物の放出管理機能及び閉じ込めの機能との関係で

は放射性物質を内包する各系統及び機器、これらを収納しているセル等、気体

廃棄物の廃棄施設等が (同号証 6-1-427な いし6-1-431ペ ージ)、

放射線監視機能との関係では主排気筒の排気筒モニタが (同号証 6-1-43

6ページ)、 臨界防止機能との関係では全濃度安全形状寸法管理をしている機

器等が (同号証 6-1-432ペ ージ)、 冷去,機能との関係ではプール水冷却
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系、安全冷却水系、補給水設備等が (同号証 6-1-435ペ ージ)、 火災等

による損傷の防止機能 との関係では安全圧縮空気系等が (同号証 6-1-43

1ページ)、 それぞれ安全上重要な施設に当たる。

(注 32)セ ル

セル とは、プル トニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル廃液を内包する系

統及び機器を収納する、鉄筋コンクリー ト等の壁で囲われた小部屋をい う。

(注 33)グ ローブボックス

グローブボックスとは、放射性物質による室内の汚染を防止するために、放射

性物質の取扱作業を密封 した状態で行 うための箱をい う。通常グローブボックス

内の圧力は室内圧に対 して負圧にしてある。作業はグローブボックス外からボッ

クスに取 り付けられたグローブを介 して行 う。

(注 34)気 体廃棄物、廃ガス

気体廃棄物 とは、気体状の放射性廃棄物をい う。本件再処理工場から発生する

気体廃棄物 としては、溶解施設の溶解槽等、各施設の塔槽類及び団体廃棄物の廃

棄施設のガラス溶融炉から生 じる廃ガス、並びに換気設備及び冷却空気出ロシャ

フ トからの排気がある。

この うち廃ガスとは、本件再処理工場の各施設の放射性物質を内包する系統及

び機器から発生する気体廃棄物をい う。

(注 35)震源断層、震源断層面

震源断層とは、地下深い位置で発生する地震の原因≧なる岩盤の破壊面 (断層)

をいう。

地震は、震源断層が面上にずれ破壊を起こすことにより生じ、このずれ破壊の
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領域を震源断層面 とい う。

(注 36)震 源特性、地震波の伝播特性、地盤の増幅特性

震源特性 とは、震源断層においてどのような破壊が起こつたかを表す特性をい

う。具体的には、断層面積、地震の規模 (マ グニチュ
~ド
)、 アスペ リテイの位

置・面積 。応力降下量等をい う。

地震波の伝播特性 (「伝播経路特性」ともい う。)と は、地震波が震源から敷地

地盤に伝播する際、どのように地殻内 (岩盤中)を伝わってきたかを表す特性を

い う。最も代表的な伝播特性の例 として、敷地が震源から離れるほど敷地に到達

する地震波の大きさは小さくなる (減衰する)こ とが挙げられる。地震基盤面よ

り深部の地殻・マン トルでは、伝播速度の変化は比較的少なく、地震波の反射、

屈折による変化も大きくないため、距離に応 じて振幅が減少する効果のみを考え

ることが多い。

地盤の増幅特性 (「サイ ト特性」ともい う。)と は、観測点近傍の地盤構造によ

って地震波がどのような影響を受けるのかを示すものであ り、敷地深部の岩盤

(地震基盤面)に到達 した地震波に対 して、その上部にある地層の物性や構造等

により付力日される特性をい う。

(注 37)地 震発生様式

地震が発生する場所やメカニズム (地震の起こり方)の違いによる地震の分類

を地震発生様式 といい、大きく、内陸地殻内地震、プレー ト間地震、海洋プレー

ト内地震に分類 される。

プレー ト間地震 とは、相接する 2つのプレー トの境界面で発生する地震をい う。

海洋プレー ト内地震 とは、海のプレー ト内部で発生する地震で、発生する場所

によつて、沈み込む海洋プ レー ト内地震 と沈み込んだ海洋プレー ト内地震 とに分

イすられる。
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内陸地殻内地震とは、陸のプレートの上部地殻に生じる地震をいう。

(注 38)地震発生層

地震発生層とは、内陸地殻内地震が発生する領域をいう。内陸地殻内地震は、

岩盤がずれ動くことにより発生するものであるから、地震波を放出するためのエ

ネルギーを蓄えられる環境でなければ発生しない。地盤の表層部分は軟らかいた

めエネルギーを蓄えることができず、他方、ある程度以上の深さになると、地殻

の温度が高く岩石が軟らかくなつているため急激にはずれ動かないことから、エ

ネルギーが放出されない。そのため、内陸地殻内地震が発生する深さはある一定

の範囲に限られる。

地震発生層の厚さは地域によつて異なる。

(注 39)アスペリティ、応力降下量

アスペリティとは、震源断層の中で特に強い地震波を生成する領域 (すべり量

や応力降下量が大きい領域)をいう。

断層破壊が発生すると、周囲に蓄積されていたひずみ手ネルギーの全部又は一

部が解放され、震源断層面上のせん断応力 (せん断力が作用したときに、単位面

積当たりに生じる応力)が降下する。この降下したせん断応力、すなわち、地震

J

139



発生前のせん断応力と地震発生後のせん断応力との差が震源断層面全体の応力降

下量である。

アスペリティの応力降下量は、震源断層面全体の応力降下量のうち、アスペリ

ティ部分における応力降下量であり、強震動に及ぼす影響が大きい断層パラメー

タの一つである。

(注 40)速 度構造

地盤には硬いものも軟 らかいものもあるが、一般的には深い地盤ほど硬い。ま

た、地震波は、硬い地盤では速 く、軟 らかい地盤では遅 く伝播する。速度構造 と

は、これ らの地震波の伝播速度の地盤における分布状況のことをいい、通常、地

盤の地質・地質構造等による影響を受ける。

(注 41)断 層パラメータ

断層パラメータ (震源特性パラメータ、震源断層パラメータともい う。)と は、

断層モデルを用いた手法により地震動を評価する際に必要 となる諸元の うち、震

源断層面に関する諸元のことであり、「巨視的断層パラメータ」、「微視的断層パ

ラメータ」及び 「その他の断層パラメータ」に分けられる。

巨視的断層パラメータ (巨視的震源断層パラメータともい う。)と は、震源断

層面の形状や規模等その全体的な特性を示すものであり、その諸元には、震源断

層面の位置や走向・長 さ 。幅・深 さ・傾斜角、地震規模、平均すべ り量 (地震が

発生する前 と発生 した後との震源断層面の平均的なずれ量のこと)等がある。

微視的断層パラメータ (微視的震源断層パラメータともい う。)と は、震源断

層面内での細かな特徴を表すものであり、その諸元には、アスペ リティの位置・

個数・面積、アスペ リティと背景領域 (アスペ ジティ以外の範囲)の応力降下量

等がある。

その他の断層パラメータ (そ の他の震源特性 ともい う。)と は、巨視的断層パ
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ラメータ及び微視的断層パラメータ以外のパラメータであり、岩盤のずれ破壊に

関する特性 として破壊伝播速度、破壊開始点等がある。

なお、パラメータとは変数のことをい う。

(注 42)放射線業務従事者

放射線業務従事者とは、使用済燃料の再処理、再処理施設の保全、使用済燃料、

使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵、廃

棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをい

う (再処理規則 1条 2項 5号 )。

(注 43)遮蔽設計区分

遮蔽設計区分とは、遮蔽設計に当たつて、放射線業務従事者等の立入頻度、立

入時間等を考慮した区分をいう。本件再処理工場では、 5段階に区分した遮蔽設

計区分が設けられており、それぞれの遮蔽設計区分には、線量告示を遵守すると

ともに、放射線業務従事者の被ばく低減 (管理区域内における被ばく低減)に も

留意して、適切に線量限度が設定され、それを満足する設計とする。

(注 44)マ ニプレータ

マニプレータとは、セル内の設備をセル外から遠隔で保守するための装置であ

り、セル外での操作によリセル内のつかみ部 と呼ばれる部分で人間の手の動きを

模擬することができる、マジックハン ドのようなものである。

(注 45)原 子炉建屋基礎版上

原子炉建屋基礎版 (基礎マット)と は、原子炉建屋の底面となる構造部分であ

り、鉄筋コンクリー ト造の厚い平板からなる基礎をい う。

原子炉建屋基礎版上 とは、原子炉建屋最下階である。
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(注 46)核分裂生成物

核分裂生成物とは、原子核の核分裂の結果生ずる核種及びこれら核種の一連の

崩壊によつて生ずる核種の総称をいう。

(注 47)ト ンネル腐食

鍛鋼品のトンネル腐食とは、鍛造によつて鋼材中の非金属介在物や成分の偏析

部 (ク ロム濃度が低い部位やリンの偏析)が繊維状に引き伸ばされた材料におい

て、その端面が腐食環境にさらされた場合に、その偏析部に沿つて選択的に進行

する局部腐食のことをいう。

(注 48)解放基盤表面

解放基盤表面とは、基準地震動を策定するために、基盤面上の表層及び構造物

がないものとして仮想的に設定する自由表面であつて、著しい高低差がなく、ほ

ば水平で相当な拡がりを持つて想定される基盤の表面をいう。解放基盤表面は、

概ね S波速度が700m/s以 上の硬質地盤に設定するものとされている。本件

再処理工場では標高-70mに 設定されている。

自由表面とは、面に対する垂直方向の応力が 0と なる面をいう。

なお、岩盤の硬さとS波速度とには本日関性があり、硬い岩盤ほどS波速度が大

きくなる。

(注 49)一次元波動論

一次元波動論とは、地層が水平に成層していると仮定し、地層の各境界面にお

いて、反射波及び透過波を波動方程式を用いて求めて重ね合わせることにより、

地表をはじめ地盤の任意の箇所の応答 (応力、変位、加速度等)を算定する手法

をいう。
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(注 50)時 刻歴 (波形 )

時刻歴波形 とは、ある地震によつて放出された地震波がある評価地点に到達 し

た際の時々刻々と変化する地盤の揺れ (地震動)を表す波形をい う。時刻歴波形

は、横軸に時間をとり、縦軸には加速度、速度又は変位をとる。
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(注 51)振 動モー ド、固有モー ド、 1次モー ド

振動モー ドとは、構造物等が入力 (地震波等)に反応 して揺れる (応答)と き

の振動形態をい う。構造物等には解析モデルの質点の数だけ固有周期 (特定の揺

れやすい周期)が存在するところ、各固有周期に対応 した振動形態を固有モー ド

(固有振動モー ド)と い う。

固有モー ド (固有振動モー ド)は、その固有周期が長い順に 1次モー ド、 2次

モー ド…と呼ばれ、実際にはほとんどの場合、 1次モー ドが最も変形する揺れと

なるため支配的 (構造物等全体の揺れ (応答)に最 も大きな影響力を持つ)と な

る。

=u13
u23 u33

u32

Mll u31

ｕ
２２

　

　

ｕ２‐

β二
1次モード

β2
2次モード

βB
3次モTド

(注 52)原 子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG4601)

原子力発電所耐震設計技術指針 (」 EAG4601)と は、一般社団法人 日本

電気協会にて制定された電気技術指針の一つである 「原子力発電所耐震設計技術

指針」をい う。原子力発電所の建物・構造物、機器
。配管系及び土木構造物の耐

震設計に関する具体的要求事項をまとめたものである。

なお、一般社団法人 日本電気協会 とは、電気関係事業の進歩発展を図 り、産業

の復興、文化の進展に寄与することを目的として、大正 10年に設立された電気

関係の総合的な団体であり、電気に関する技術・規格の調査
。研究、電気技術者
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の育成等の事業を行っている。会員は電気に関連する事業全般にわたる事業者や

その事業に従事する者、学識経験者等である。

(注 53)動 的機能、動的機能維持評価

動的機能 とは、原子力発電所や再処理施設の機器・配管系の設備の うち、安全

機能を果たすための動作に係る機能をい う。

原子力発電所や再処理施設の耐震評価においては、地震時又は地震後に、動的

機能が要求されるポンプ、弁等の機器について、地震時又は地震後にも動的機能

が維持 されることを確認するため、姑象機器の地震時の応答加速度 と、既往の研

究や試験により動的機能が維持 されることが確認 されている加速度 (機能確認済

加速度)と の比較等により動的機能維持評価を行 う。

(注 54)1質 点系 (モデル)、 多質点系 (モデル )

質点系モデルとは、建物など物体の質量をある点 (質点)に集中させて軸ばね

で支えるモデルをいう。 1質点系 (モデル)と は、質量を 1つの点 (質点)に集

中させるモデルであり、多質点系 (モデル)と は、質量を複数の点 (質点)に集

中させるモデルである。

建物・構築物及び機器・配管系の地震応答解析による耐震安全性評価に当たつ

ては、建物・構築物の質量を各階とも床面に集中させ、各部位の剛性や減衰等を

考慮した多質点系モデルを用いる。「串団子モデル」ともいわれている。
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平底たて置き円筒形容器

1質点系モデルの例

多層の建物

多質点系モデルの例

(注 55)固有周期

固有周期とは、建物・構築物及び機器 う配管系の特定の揺れやすい周期をいう。

(注 56)減衰定数

耐震設計において減衰とは、構造物の材料などの抵抗によつて地震による揺れ

が時間の経過とともに小さくなり収束する現象をいう。

減衰定数とは、物体が揺れようとしているとき、それを押し返して揺れない状

態とどれくらい隔たつているかを表す無次元量 (単位をもたない数量)の ことを

いい、減衰の大きさを表す。減衰定数が大きいほど減衰が大きく揺れが早く収束
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し、減衰定数が小さいほど減衰が小さく揺れが収まりにくい。上記の物体が揺れ

ようとしているとき、それを押し返して揺れない状態との比率で、例えば、単に

0,05又 は5%と 表記されることがある。

設計で用いる減衰定数は、建物・構築物、機器・配管系それぞれに安全側の値

が設定される。

(とと57)剛体

剛体とは、変形を生じない仮想的物体をいう。 1質点系の振り子のばねを無限

に硬くしていつた極限のものは岡J体であり、これはすなわち、振り子の質点が地

表面と接着した状態である。

なお、理論上、剛体の固有周期は0秒であるが、地震計の測定性能上、周期0

秒を表現できないため、実務上、剛体の固有周期は0.02秒 として取り扱われ

ている。

(注 58)曲げモーメント

曲げモーメントとは、機器・配管等の部材などに作用する外力や応力の一つで、

都材を曲げるように作用する力のことをいう。

(注 59)崩壊熱

崩壊熱とは、原子核が、高いエネルギーを持つ不安定な状態から、時間の経過

とともに高速の粒子線や電磁波 (放射線)を放出して安定な状態に変化し くこれ

を崩壊という。)、 その際に発生する熱のことをいう。

(注 60)PS検 層

PS検層 とは、ボー リング孔を利用 して、地下を伝播する弾性波 (P波及び S

波)の深 さ方向の速度分布を測定する方法をいい、速度検層 ともい う。
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(注 61)S波 速度 (Vs)

岩石中では、縦波 (疎密波)と 横波 (せん断波)の 2種類の弾性波 (弾性体の

中を伝わる波)が伝わ り、地震学では、縦波を P波 (Primary Wave)、 横波を S

波  (SecOndary wave) とヤヽ う。

P波の伝播する速度を P波速度 (Vp)と いい、 S波の伝播する速度を S波速

度 (Vs)と い う。

P波 は S波 よりも伝播す る速度が速 く、カタカタとした短周期の初期微動都

(P波が到達 してからS波が到達するまでの小刻みな揺れの部分)を構成 し、 S

波は地震動の主要動部 (S波が到達した後の大きく揺れている部分)を構成する。

これ らの弾性波速度は、岩盤の硬 さの指標や安定性の検討等に用いられる。

初期欲勲部 主要動部

P波到達 S波到違

観測記録o波影

(注 62)To M.S.L.

T,M.S.L.と は、東京湾における平均海面 (Mcan Sca Level)を い う。

標高 とは、基準面からの高さをい う。国土地理院 (測量法)では、T.M,S

L.を基準面 (Om)と してお り、そこからの高低差 として表記 される。

平均海面とは、潮汐や気圧の変化等により絶えず変化 している海面の高さ (潮

位)を長年に亘って観測 し、その平均から定めた高さであり、T.M.S.L.

は、東京都中央区新川にある霊岸島水位観測所の明治 6年から明治 12年までの

潮位記録を基に高さが定められている。
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(注 63)MPa

MPaと は、圧力の単位をい う。 lMPa=lo.2kg/cm2で ぁる。

(注 64)重大事故等対処施設、重大事故等対処設備

重大事故等対処施設とは、重大事故等に対処するための機能を有する施設をい

う (再処理事業指定基準規則 1条 2項 6号 )。 再処理事業指定基準規則第 3章は、

重大事故等対処施設について規定している。

重大事故等対処設備とは、重大事故等に対処するための機能を有する設備をい

う (同項 7号 )。

(注 65)深 層防護

深層防護 とは、一般に、安全に姑する脅威から人を守ることを目的として、あ

る目標を持つた幾つかの障壁 (防護 レベル)を用意 して、各々の障壁が独立して

有効に機能することを求めるものである。これにより、一つの障壁が万一機能 し

なくても、次の障壁が機能することとなる。

(注 66)共通要因

共通要因とは、二つ以上の系統又は機器に同時に作用する要因であつて、例え

ば環境の温度、湿度、圧力又は放射線等による影響因子、系統若しくは機器に供

給される電力、空気、油、冷去,水等による影響因子及び地震、浴水、火災等の影

響をいう (再処理事業指定基準規則の解釈 1条 4項 )。

(注 67)全交流動力電源喪失 (全交流動力電源の喪失)

全交流動力電源喪失とは、外部電源系統及び交流 (動力)電源である非常用デ

ィーゼル発電機からの電力供給がすべて喪失した状態をいう。全交流動力電源喪

失が発生すると、安全上重要な施設のうち動的機器の安全機能が維持できなくな

149



る

ジ

(注 68)安全冷却水系の内部ループ

再処理設備本体用の安全冷却水系は、冷却塔、冷去「水循環ポンプ、中間熟交換

器、冷却コイル、冷却ジャケット等で構成され、中間熱交換器より令去「コイル又

は冷却ジャケット側で冷却水を循環させている系統を内部ループという。中間熱

交換器より冷却塔側で冷却水を循環させている系統は外部ループという。

安全冷去,水系の内部ループの冷去「水は、内部ループのポンプにより各機器に設

ける冷却コイル又は冷却ジャケットヘ同系の配管を通じて供給され、機器を冷却

し、その後、中間熱交換器で、外部ループのみ却水と熱交換され、外部ループの

冷却水は同系の配管を通じて冷却塔で除熱される。

(注 69)高 性能粒子フィルタ

高性能粒子フィルタとは、廃ガス中の放射性エアロブルを吸着 して除去するた

めのフィルタ (粒子フィルタ)の うち、除去効率の高いものをい う。本件再処理

工場においては除去効率 99,9%以 上のものを設けている。一般に、ガラス繊

維を用いたフィルタが使用 される。

(注 70)錯体

錯体とは、金属等の中心原子に他の原子等が結合して形成する原子集団をいう。

本件再処理工場で用いるTBP等 から生成される錯体は、 135℃ 以上に加熱さ

れた場合に急激に分解反応を起こすことがある。

(注 71)サ イフォン効果

サイフォン効果 とは、曲管 (サイフォン)を用いて、液体を途中で出発地より

高い地点に上げてから低所の目的地に導 くことにより、液体が出発地から目的地
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(低所)へ移動する現象をいう。出発地が目的地よりも高い位置にある場合、出

発地の位置エネルギーは目的地の位置エネルギーよりも高くなる。密閉されてい

ない本器において曲管が液体で満たされているときには、位置エネルギーの差分

が運動エネルギーとなり、液体は目的地へ移動する。

(注 72)ス プレイ設備

スプレイ設備 とは、燃料貯蔵プール等から大規模に水が漏えいすることを想定

し、使用済燃料の著 しい損傷の緩和のために使用済燃料全体に水をかける (ス プ

レイする)ための設備をい う。

(注 73)多 様性

多様性 とは、同一の機能を有する 2以上の系統又は機器が、想定される環境条

件及び運転状態において、これ らの構造、動作原理その他の性質が異なることに

より、共通要因又は従属要因 (単一っ原因によつて確実に系統又は機器に故障を

発生 させることとなる要因をい う。)に よつて同時にその機能が損なわれないこ

とをい う (再処理事業指定基準規則 1条 2項 10号 )。

止

Ｔ

Ｉ

)

湛
謳
と
▼

)

151



(注 74)独 立性

独立性 とは、 2以上の系統又は機器が、想定される環境条件及び運転状態にお

いて、物理的方法その他の方法によりそれぞれ互いに分離することにより、共通

要因又は従属要因によつて同時にその機能が損なわれないことをい う (再処理事

業指定基準規則 1条 2項 9号 )。

(注 75)中 性子

中性子 とは、陽子 とともに原子核を構成 している粒子をい う。なお、高速中性

子 とは、核分裂等によつて発生する速度の速い中性子をいい、熱中性子 とは、高

速中性子が減速材等の原子核 と衝突することによつて運動エネルギーを失い速度

が遅 くなった中性子をい う。

(注 76)未臨界質量、未臨界濃度

未臨界濃度又は未臨界質量とは、中性子が体系外に漏れないと想定した場合に

おいても、ある核分裂により放出された中性子の数がその前の核分裂により放出

された中性子の数を下回り、核分裂連鎖反応が持続しない核分裂性物質の濃度又

は質量をいう。機器に内包される溶液中の核分裂性物質の濃度が未臨界濃度を上

回ると、核分裂連鎖反応が持続して臨界に至るおそれがあるとの考えに立って、

臨界防止の方法として、溶液中の核分裂性物質の濃度を未臨界濃度以下に制限す

る (濃度管理 )、 同様に機器に内包される核分裂性物質の質量を未臨界質量以下

に制限する (質量管理)、 中性子の体系外への漏れ又は捕獲を促す (形状寸法管

理、中性子吸収材管理)な どの対策を講じる。

(注 77)液体廃棄物

液体廃棄物とは、液体状の放射性廃棄物をいう。本件再処理工場から発生する

液体廃棄物としては、分離施設から発生する抽出廃液、溶解施設から発生する不
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溶解残澄廃液、分離施設の洗浄により発生するアルカリ洗浄廃液、酸及び溶媒の

回収施設等から発生する廃溶媒、各施設から発生する低レベル廃液等がある。

(注 78)ウ ラニル酢酸塩沈殿法

ウラエル酢酸塩沈殿法 とは、使用済燃料を硝酸で溶解 した溶解液に酢酸ナ トリ

ウム (酢酸塩)を用いてウラン及びプル トニウムの化合物を沈殿 させ、それ らを

ろ過することによリウラン、プル トニウム及び核分裂生成物を分離する使用済燃

料の再処理の方法をい う。

(注 79)ピューレックス法

ピューレックス法とは、使用済燃料を硝酸で溶解し、その溶解液を有機溶媒と

接触させ、有機溶媒への抽出のされやすさの差を利用して、ウラン、プル トニウ

ム及び核分裂生成物を分離する使用済燃料の再処理の方法をいう。世界各国で既

に40年以上の実績を有し、確立された商業技術となっている。

(注 80)硝酸プル トニウム溶液

硝酸プル トニウム溶液とは、プル トニウムを含む硝酸溶液をいう。

(注 81)vol%(熔 積パーセント)

vol%(容 積パーセント)と は、濃度等の物質の混合の割合を容積で示す単

位をいう。同じ圧力、温度の下におけるある物質の全体積中に目的の成分が占め

る体積を百分率で示した値である。

(注 82)硝酸ウラニル溶液

硝酸ウラニル溶液とは、ウランを含む硝酸溶液をいう。

153



(注 83)不溶解残澄

不溶解残澄とは、溶解設備において燃料せん断片の燃料部分を硝酸により溶解

した際に、溶解せずに溶解液中に残る粒子をいう。

本件再処理工場においては、ルテニウム、パラジウム、モリブデン等が主な成

分である。不溶解残澄は、清澄・計量設備の清澄機で溶解液から分離除去された

後、高レベル廃液処理設備へ移送され、最終的には高レベル放射性液体廃棄物

(高 レベル廃液)と して処理される。

(注 84)ド ライ換算

ドライ換算とは、気体中に含まれている水蒸気を考慮しない状態における相封

的な濃度を求めることをいう。例えば、機器内が、水蒸気 50%、 水素 1%、 窒

素40%、 酸素 9%と いう状態であつた場合、これをドライ条件に換算すると、

水蒸気 0%、 水素 2%、 窒素 80%、 酸素 18%と なる。
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